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広島大学学期区分 

前  

期 

春季休業 4 月 1 日～4 月 7 日 

入学式 4 月 3 日 

授業 4 月 8 日～8 月 10 日 

夏季休業 8 月 11 日～9 月 30 日 

後 

期 

授業 10 月 1 日～12 月 25 日 

冬季休業 12 月 26 日～翌年 1 月 5 日 

授業 1 月 6 日～2 月 15 日 

学年末休業 2 月 16 日～3 月 31 日 

（注）上記記載内容は広島大学通則に基づく期間であり，授業スケジュールとは異なる場合があります。 

授業スケジュールについては，各年度の学年暦（授業スケジュール）で確認してください。 

 

 

授 業 時 間 

時 限 時   間 

１ 8:45～9:30 

２ 9:30～10:15 

３ 10:30～11:15 

４ 11:15～12:00 

５ 12:50～13:35 

６ 13:35～14:20 

７ 14:35～15:20 

８ 15:20～16:05 

９ 16:20～17:05 

10 17:05～17:50 
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広 島 大 学 の理 念 

Guiding Principles of Hiroshima University 

１．平和を希求する精神 
Pursuit of peace． 

   ２．新たなる知の創造 
Creation of new forms of knowledge． 

３．豊かな人間性を培う教育 
Nurturing of well-rounded human beings． 

４．地域社会・国際社会との共存 
Collaboration with the local, regional and international community． 

５．絶えざる自己変革 
Continuous self-development. 

 

広 島 大 学 大 学 院 の 理 念 

 本学大学院は，平和を希求する精神，新たなる知の創造，豊かな人間性を培う教育，

地域社会・国際社会との共存及び絶えざる自己変革という広島大学の５原則に立脚し，学

術の基盤的研究を推進してその深奥を究めるとともに諸学問の総合的研究及び先端的研究

を推進して新しい学問を切り拓くこと並びにこれらを通じて高度の研究・応用能力と豊か

な学識を有する研究者及び高度専門職業人を養成することにより，世界の学術文化の進展

と人類の福祉の向上に寄与することを目的とする。 

広 島 大 学 大 学 院 理 学 研 究 科 の 理 念・目標 

理学は，自然の真理を探究し，自然界に存在する普遍的原理を明らかにしようとする基

礎科学であり，自然界に対する人類の知的探求によって創出された自然科学の基盤をなす。

このような考えに基づき，本研究科は次の理念・目標を掲げる。 

（理念）   

○自然界に働く普遍的な法則や基本原理の解明に向けて，純粋科学の教育研究を推進する。 

○未来を切り拓く新たな知を創造・発展させ，これを継承する。 

○教育研究成果を通して社会に貢献する。 

（目標） 

○自然の真理解明に向けた教育研究活動を展開し，独創性の高い多様な基礎科学を創造し

発展させる。教育研究成果を国際社会に公開発信し還元する。 

○専門的研究活動を通して課題探究能力および問題解決能力を高め，基礎科学のフロンテ

ィアを切り拓く研究者，高度の専門的知識と技能を身につけた技術者，リーダーとなっ

て活躍する力量ある教育者を多数養成する。 
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広島大学大学院理学研究科・広島大学理学部関係の沿革 

◇理学部は，元広島文理科大学（昭和４年創設）の数学科，物理学科，化学科，生物学科， 

 地学科及び附属臨海実験所を基盤として，組織されたものである。 

○昭和 24 年５月 31 日 広島大学設置（昭和 24 年法律第 150 号） 

          その学部は，理学部ほか５学部と定められた。 

          なお，大学の附置研究所として，理論物理学研究所が置かれた。 

          理学部の設置当時の構成は，次のとおり。 

            数  学  科……５講座 

            物 理 学 科……６講座 

            化  学  科……６講座 

            生 物 学 科……６講座（動物学専攻，植物学専攻に分かれる。） 

            地  学  科……３講座 

            附属臨海実験所 

○昭和 28 年４月１日 広島大学大学院理学研究科（修士課程・博士課程）設置 

          （昭和 28 年法律第 25 号）（昭和 28 年政令第 51 号） 

           大学院理学研究科設置当時の構成は，次のとおり。 

            数 学 専 攻（修士課程・博士課程） 

            物 理 学 専 攻（修士課程・博士課程）（理論物理学研究所を含む。） 

            化 学 専 攻（修士課程・博士課程） 

            動 物 学 専 攻（修士課程・博士課程） 

            植 物 学 専 攻（修士課程・博士課程） 

            地質学鉱物学専攻（修士課程・博士課程） 

○昭和 29 年４月１日 地学科に岩石学講座増設 

○昭和 29 年９月７日 国立大学の学部に置かれる講座（大学院に置かれる研究科の基礎とな 

          るものとする。）の種類及びその数は，次のとおり定められた。 

          （昭和 29 年省令第 23 号） 

          理 学 部 

             数   学……５講座 

             物 理 学……６講座 

             化   学……６講座 

             生 物 学……６講座 

             地   学……４講座 

○昭和 32 年４月１日 附属微晶研究施設設置（昭和 32 年省令第７号） 

○昭和 34 年４月１日 化学科に高分子化学講座増設（昭和 34 年省令第７号） 

○昭和 35 年４月１日 理論物理学研究所に研究部門「場の理論・時間空間構造」増設 

○昭和 36 年４月１日 数学科に数理統計学講座増設（昭和 36 年省令第８号） 
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○昭和 39 年４月１日 物性学科増設（昭和 39 年省令第 12 号） 

○昭和 40 年４月１日 物性学科に磁性体講座，界面物性講座及び金属物性講座設置 

          （昭和 40 年省令第 20 号） 

            理論物理学研究所の研究部門「重力・時間空間理論」を「重力理論」 

          に，「場の理論・時間空間構造」を「場の理論」に改称，「時間空間理 

          論」増設（昭和 40 年省令第 21 号） 

○昭和 41 年４月１日 物性学科に放射線物性講座及び半導体講座増設（昭和 41 年省令第 23 号）  

○昭和 42 年４月１日 数学科に整数論講座及び位相数学講座を，物性学科に非金属物性講座 

          及び高分子物性講座を増設（昭和 42 年省令第 3 号） 

○昭和 42 年６月１日 附属両生類研究施設設置（昭和 42 年省令第 11 号） 

○昭和 43 年４月１日 数学科に微分方程式講座増設（昭和 43 年省令第 17 号） 

                理学研究科物性学専攻（修士課程）増設（昭和 43.3.30 学大第 32 の 16号） 

○昭和 44 年４月１日 数学科に確率論講座，化学科に反応有機化学講座及び天然物有機化学 

          講座増設（昭和 44 年省令第 14 号） 

○昭和 45 年４月１日 化学科に構造化学講座増設（昭和 45 年省令第 14 号） 

          理学研究科物性学専攻（博士課程）（昭和 43.3.30 学大第 32 の 16 号） 

○昭和 46 年４月１日 化学科に錯体化学講座増設（昭和 46 年省令第 19 号） 

○昭和 48 年４月 12 日 理論物理学研究所に研究部門「宇宙論」増設（昭和 48 年省令第 8 号） 

○昭和 49 年４月 11 日 附属宮島自然植物実験所設置（昭和 49 年省令第 13 号） 

○昭和 52 年４月 18 日 附属植物遺伝子保管実験施設設置（昭和 52 年省令第 11 号） 

○昭和 56 年４月１日 附属両生類研究施設に「生理生態学研究部門」（客員部門）増設 

○昭和 59 年４月１日 附属両生類研究施設に「進化生化学研究部門」増設（10 年時限） 

○昭和 62 年５月 21 日 生物学科に分子遺伝学講座増設（昭和 62 年省令第 19 号） 

○昭和 63 年４月８日 生物学科に細胞構築学講座増設（昭和 63 年省令第 16 号） 

○平成元年５月 29 日 物性学科に光物性講座増設（平成元年省令第 25 号） 

          附属両生類研究施設に「形質発現機構研究部門」増設（平成元年文高 

          大第 191 号） 

○平成２年６月８日 理論物理学研究所廃止（平成２年政令第 130 号） 

          （京都大学基礎物理学研究所に統合） 

○平成３年９月 30 日 理学部が東広島市統合移転地に移転を完了（一部の附属施設を除く。） 

○平成４年１月 31 日 附属両生類研究施設が東広島市統合移転地に移転を完了 

○平成４年３月 31 日 附属植物遺伝子保管実験施設が東広島市統合移転地に移転を完了 
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○平成４年４月１日 地学科を地球惑星システム学科に改称（平成４年省令第 9 号） 

○平成４年４月 10 日 地球惑星システム学科の地史学講座を地球環境進化学講座に，岩石学 

          講座を地球造構学講座に，鉱物学講座を地球惑星物質学講座に，鉱床 

          学講座を地球惑星物質循環学講座にそれぞれ改称（平成４年省令第 16） 

○平成５年４月１日 生物学科を生物科学科に改称（平成５年省令第 10 号） 

                   生物科学科に置かれる講座は，「発生生物学講座，原生生物学講座， 

                   情報生理学講座，分類・生態学講座，機能生化学講座及び細胞構築学 

                   講座」となった。（平成５年省令第 18 号） 

                   地球惑星システム学科に地球惑星内部物理学講座増設 

                     （平成５年省令第 18 号） 

                   大学院理学研究科遺伝子科学専攻（修士課程）（独立専攻）増設 

                     （平成５年文高第 113 号） 

                   大学院理学研究科の動物学専攻及び植物学専攻を生物科学専攻に改称 

                     （平成５年学高第 16 号） 

                   大学院理学研究科に遺伝子発現機構学講座，分子形質発現学講座及び 

                   遺伝子化学講座設置（平成５年省令第 18 号） 

○平成６年４月１日 附属両生類研究施設の「進化生化学研究部門」が時限到来により廃止 

○平成６年６月 24 日 附属両生類研究施設に「種形成機構研究部門」増設（10 年時限） 

○平成７年４月１日 大学院理学研究科遺伝子科学専攻（博士課程）（独立専攻）を設置 

○平成８年４月１日 大学院理学研究科の地質学鉱物学専攻が地球惑星システム学専攻に改 

           称（平成８年学高第 10 の 3 号） 

○平成８年５月 11 日 附属微晶研究施設が廃止（平成８年省令第 18 号） 

○平成９年４月１日 大学院理学研究科に粒子線科学講座設置（平成９年省令第 15 号） 

○平成 10 年４月１日 物理学科と物性学科を改組・再編して物理科学科に改称 

          大学院理学研究科の物理学専攻と物性学専攻を改組・再編して物理科          

学専攻に改称 

○平成 11 年４月１日 附属両生類研究施設に「分化制御機構研究部門」新設 

                   附属両生類研究施設の「形質発現機構研究部門」が時限到来により廃止 

                   理学研究科の整備（大学院重点化） 

                  （数学専攻，化学専攻，数理分子生命理学専攻） 

○平成 12 年 4 月 1 日  理学研究科の整備（大学院重点化） 

                  （物理科学専攻，生物科学専攻，地球惑星システム学専攻） 

                   学部附属施設の研究科附属施設への移行 

                 （臨海実験所，宮島自然植物実験所，両生類研究施設， 

植物遺伝子保管実験施設） 

○平成 16 年 4 月 1 日 国立大学法人「広島大学」に移行 
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          附属両生類研究施設の「種形成機構研究部門」が時限到来により転換され，

「多様化機構研究部門」増設 

○平成 18 年 4 月 1 日 数学専攻の協力講座「総合数理講座」を基幹講座化 

         数理分子生命理学専攻の協力講座「応用数理講座」廃止 

○平成 19 年 4 月 1 日  附属理学融合教育研究センター設置 

○平成 25 年 3 月 1 日 附属両生類研究施設の研究活動の活性化と研究者の流動化を目的とし，

「発生研究グループ」「遺伝情報・環境影響研究グループ」「進化多様

性・生命サイクル研究グループ」「生理生態学研究部門（客員研究部門）」

に再編成 

○平成 29 年 4 月 1 日 物理科学科を物理学科に改称 

○平成31年 4月 1日 生物科学専攻及び数理分子生命理学専攻が統合生命科学研究科統合生命

科学専攻の基礎生物学プログラム及び数理生命科学プログラムへ移行 
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広島大学大学院理学研究科・広島大学理学部の組織表 
 
 (1) 学科・専攻・講座 

（平成 31 年 4 月 1 日現在） 

学    部 大  学  院 

数学科目 
数  学 

 
 
 
 

物理学科目 
物理学 

 
 

化学科目 
化  学 

 
生物科学科目 

生物科学 
 

地球惑星システム学科目 
地球惑星システム学 

 
 
 

数学専攻 
代数数理 
多様幾何 
数理解析 
確率統計 
総合数理 

物理科学専攻 
宇宙・素粒子科学 
物性科学 
放射光科学 

化学専攻 
分子構造化学 
分子反応化学 

 
 
 

地球惑星システム学専攻 
地球惑星システム学 
 

（注）生物科学専攻及び数理分子生命理学専攻は，平成３１年度から新設された

大学院統合生命科学研究科統合生命科学専攻に移行。 
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(2) 附属教育研究施設 

  附属理学融合教育研究センター 
 
(3) 学生定員（入学定員） 

学    部 大   学   院 

学    科 定 員 専    攻 
定   員 

博士課程 
前  期 

博士課程 
後  期 

数 学 科 ４７ 数 学 専 攻 ２２ １１ 

物 理 学 科 ６６ 物 理 科 学 専 攻 ３０ １３ 

化 学 科 ５９ 化 学 専 攻 ２３ １１ 

生 物 科 学 科 ３４    

地球惑星システム学科 ２４ 地球惑星システム

学専攻 １０ ５ 

計 ２３０ 計 ８５ ４０ 

（ 編 入 学 ） (10)    

 （注）生物科学専攻及び数理分子生命理学専攻は，平成３１年度から新設され

た大学院統合生命科学研究科統合生命科学専攻に移行。 
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月 別 主 要 日 程 表 
 

月 教 務 全 般 授業料免除・奨学金等 そ の 他 

４ 

前期（4月1日～9月30日） 

前期履修登録 

研究指導届提出（4月入学者） 

前期授業料免除申請（4月新入 

生） 

奨学金（在学採用）申請 

日本学生支援機構在学届提出 

交通安全講習会 

定期健康診断 

学術振興会特別研究員募集 

前期授業料振込 

５   前期教育実習 

６  入学料免除結果通知 前期教育実習 

７  

前期授業料免除結果通知 

後期授業料免除申請予約開始 

（Web上にて） 

奨学生採用決定通知 

 

８ 夏季休業 後期授業料免除申請  

９ 

夏季休業 

前期成績発表 

9月修了学位記授与式 

後期授業料免除申請 

10月入学者入学料免除申請 
後期教育実習 

１０ 

後期（10月1日～3月31日） 

後期履修登録 

研究指導届提出（10月入学者） 

奨学金（予約採用）申請 

後期授業料免除申請（10月新 

入生） 

奨学金貸与満期終了者返還説明会 

交通安全講習会 

後期教育実習 

後期授業料納付 

希望進路「Myもみじ」入力 

１１ 本学創立記念日（11月5日） 10月入学者入学料免除結果通知 
教育職員免許状授与申請 

大学祭・理学研究科公開 

１２ 冬季休業 後期授業料免除結果通知  

１ 

修士論文題目提出 

博士課程後期進学願書提出 

博士学位申請 

次年度前期授業料免除申請予約 

開始（Web上にて） 

奨学金返還免除申請 

 

２ 

修士論文提出 

修士論文・博士論文発表会 

学年末休業 

次年度前期授業料免除申請 教育実習受講希望調査票提出

３ 

学年末休業 

次年度時間割・シラバス発表 

後期成績発表 

学位記授与式 

次年度前期授業料免除申請 

次年度入学料免除申請 
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教育方法及び内容等 





○教育方法及び内容等 

１ 教育課程について 

① 本研究科の博士課程には，数学専攻，物理科学専攻，化学専攻及び地球惑星システ

ム学専攻の４専攻があり，博士課程前期２年の課程及び博士課程後期３年の課程に区

分されている。 

② 博士課程前期の教育は，講義，演習・セミナー及び研究指導によって行われる。そ

の修了要件は，２年以上在学して 30 単位以上修得するとともに，指導教員（副指導教

員を含む。）の研究指導を受け，修士論文を提出してその審査及び最終試験に合格する

ことであり，修了者には修士の学位が授与される。ただし，在学期間に関しては，優

れた研究業績を上げた者については，１年以上在学すれば足りるものとする。 

  なお，博士課程前期を修了し，引き続き博士課程後期に進学しようとする場合には，

所定の入学（進学）願書を提出し，選考試験を受ける必要がある。 

③ 博士課程後期の教育は，研究指導が中心である。その修了要件は，３年以上在学し

（数学専攻は 12 単位以上修得して，物理科学専攻は 14 単位以上修得して，化学専攻

及び地球惑星システム学専攻は 18 単位以上修得して），指導教員（副指導教員を含む。）

の研究指導を受け，博士論文を提出してその審査及び最終試験に合格することであり，

修了者には博士の学位が授与される。 

  なお，在学期間に関しては，特に優れた研究業績を上げた者については，在学期間

の短縮規定を適用することがある。 

④ 授業科目を履修し，試験に合格することによって，単位が与えられる。 

⑤ 教育上有益であると認められるときは，他の大学院等における授業科目の履修，研

究指導の一部を受けることができる。これによって得られた単位又は受けた研究指導

は，本大学院において修得した単位（10 単位を超えない範囲で単位を認定）又は受け

た研究指導とみなされる。ただし，博士課程前期の研究指導を受ける期間は１年を超

えないものとする。 
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２ 広島大学大学院規則 

(平成 20年 1月 15日規則第 2号) 

(平成 16年 4月 1日規則第 3号) 

 (全部改正) 

 広島大学大学院規則 

目次 

第 1章 総則(第 1条－第 13条) 

第 2章 入学(第 14条－第 24条) 

第 3章 教育課程(第 25条－第 36 条) 

第 4章 休学，退学及び転学(第 37 条－第 39条) 

第 5章 賞罰及び除籍(第 40条－第 42 条) 

第 6章 課程の修了及び学位の授与(第 43条－第 48条) 

第 7章 授業料(第 49条) 

第 8章 特別研究学生(第 50条－第 52 条) 

第 9章 研究生及び科目等履修生等(第 53条－第 54条の 3) 

第 10 章 教員組織(第 55 条) 

第 11 章 雑則(第 56条・第 57 条) 

附則 

 

第 1章 総則 

(趣旨) 

第 1条 この規則は，広島大学学則(平成 16年 4月 1日規則第 1号)第 18条の規

定に基づき，広島大学大学院(以下「本学大学院」という。)の学生の修学に関

し必要な事項を定めるものとする。 

(本学大学院の目的) 

第 2条 本学大学院は，広島大学の理念に立脚し，学術の基盤的研究を推進して

その深奥を究めるとともに諸学問の総合的研究及び先端的研究を推進して新

しい学問を切り開くこと並びにこれらを通じて高度の研究・応用能力と豊か

な学識を有する研究者及び高度専門職業人を養成することにより，世界の学

術文化の進展と人類の福祉の向上に寄与することを目的とする。 

(本学大学院の課程) 

第 3条 本学大学院に，修士課程，博士課程及び専門職学位課程を置く。 

2 博士課程(医系科学研究科医歯薬学専攻を除く。)は，前期の課程(以下「博士

課程前期」という。)及び後期の課程(以下「博士課程後期」という。)に区分

する。 

3 博士課程前期は，修士課程として取り扱うものとする。 
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4 専門職学位課程は，教育学研究科教職開発専攻を教職大学院の課程として取

り扱い，法務研究科を法科大学院の課程として取り扱うものとする。 

5 第 2項の規定にかかわらず，教育研究上必要がある場合においては，博士課

程後期のみの博士課程を置くことができる。 

(課程及び専攻等) 

第 4条 本学大学院の各研究科に，次の課程及び専攻を置く。 

総合科学研究科(博士課程) 

 総合科学専攻 

文学研究科(博士課程) 

 人文学専攻 

教育学研究科(博士課程) 

 教職開発専攻(専門職学位課程) 

 学習開発学専攻(博士課程前期) 

 教科教育学専攻(博士課程前期) 

 日本語教育学専攻(博士課程前期) 

教育学専攻(博士課程前期) 

 心理学専攻(博士課程前期) 

 高等教育学専攻(博士課程前期) 

 教育学習科学専攻(博士課程後期) 

社会科学研究科(博士課程) 

 法政システム専攻 

 社会経済システム専攻 

 マネジメント専攻 

理学研究科(博士課程) 

 数学専攻 

 物理科学専攻 

 化学専攻 

 地球惑星システム学専攻 

先端物質科学研究科(博士課程) 

 量子物質科学専攻 

 半導体集積科学専攻 

工学研究科(博士課程) 

 機械システム工学専攻 

 機械物理工学専攻 

 システムサイバネティクス専攻 

 情報工学専攻 

 化学工学専攻 

 応用化学専攻 
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 社会基盤環境工学専攻 

 輸送・環境システム専攻 

 建築学専攻 

国際協力研究科(博士課程) 

 開発科学専攻 

 教育文化専攻 

統合生命科学研究科(博士課程) 

統合生命科学専攻 

医系科学研究科(博士課程) 

 医歯薬学専攻 

 総合健康科学専攻 

法務研究科(専門職学位課程) 

 法務専攻 

(収容定員) 

第 5条 本学大学院の収容定員は，別表のとおりとする。 

(修士課程及び博士課程前期の標準修業年限) 

第 6条 修士課程及び博士課程前期の標準修業年限は，2年とする。ただし，教

育研究上の必要があると認められる場合は，各研究科の定めるところにより，

専攻又は学生の履修上の区分に応じ，標準修業年限は，2年を超えるものとす

ることができる。 

2 前項の規定にかかわらず，主として実務の経験を有する者に対して教育を行

う場合であって，教育研究上の必要があり，かつ，昼間と併せて夜間その他

特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適切な方法により

教育上支障を生じないときは，各研究科の定めるところにより，標準修業年

限を 1年以上 2年未満の期間とすることができる。 

(博士課程後期の標準修業年限) 

第 7条 博士課程後期の標準修業年限は，3年とする。 

(医系科学研究科医歯薬学専攻の標準修業年限) 

第 8条 医系科学研究科医歯薬学専攻の標準修業年限は，4年とする。 

(専門職学位課程の標準修業年限) 

第 9条 教育学研究科教職開発専攻の標準修業年限は 2年，法務研究科の標準修

業年限は 3年とする。 

(在学年限) 

第 10条 本学大学院における同一研究科に在学し得る年限は，修士課程若しく

は博士課程前期又は教育学研究科教職開発専攻は 4年(2 年以外の標準修業年

限を定める専攻又は学生の履修上の区分にあっては，当該標準修業年限の 2
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倍の年数)，博士課程後期及び法務研究科は 6年，医系科学研究科医歯薬学専

攻は 8年とする。 

(学年) 

第 11条 学年は，4月 1日に始まり，翌年 3月 31日に終わる。 

(学期) 

第 12条 学年は，前期及び後期の 2期に分け，前期を 4月 1日から 9月 30日ま

で，後期を 10月 1日から翌年 3月 31日までとする。 

2 前項に定める各学期は，前半及び後半に分けることができる。 

3 前期の前半を第 1ターム，後半を第 2ターム，後期の前半を第 3ターム，後

半を第 4タームとする。 

(休業日) 

第 13条 学年中の定期休業日は，次のとおりとする。 

(1) 日曜日及び土曜日(社会科学研究科のマネジメント専攻にあっては日曜日

及び月曜日) 

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日 

(3) 春季休業 4月 1日から 4月 7日まで 

(4) 夏季休業 8月 11日から 9月 30 日まで 

(5) 冬季休業 12 月 26 日から翌年 1月 5日まで 

2 学長は，特別の事情があるときは，前項第 3号から第 5号までの休業日を変

更することができる。 

3 臨時の休業日は，その都度別に定める。 

4 特別の事情があるときは，前 3項に定める休業日に授業を実施することがで

きる。 

第 2章 入学 

(入学の時期) 

第 14条 入学の時期は，学年の始めとする。 

2 前項の規定にかかわらず，学期の始めに入学させることができる。 

(入学資格) 

第 15条 修士課程若しくは博士課程前期又は専門職学位課程に入学することの

できる者は，次の各号のいずれかに該当する者とする。 

(1) 大学を卒業した者 

(2) 学校教育法(昭和 22 年法律第 26 号。以下「法」という。)第 104 条第 4

項の規定により独立行政法人大学改革支援・学位授与機構から学士の学位

を授与された者 

(3) 外国において，学校教育における 16年の課程を修了した者 

(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する

ことにより当該外国の学校教育における 16年の課程を修了した者 
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(5) 我が国において，外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育に

おける 16 年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして

当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって，文部

科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者 

(6) 外国の大学その他の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について，

当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又

はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)にお

いて，修業年限が 3年以上である課程を修了すること(当該外国の学校が行

う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課

程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教

育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含

む。)により，学士の学位に相当する学位を授与された者 

(7) 専修学校の専門課程(修業年限が 4年以上であることその他の文部科学大

臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するもの

を文部科学大臣が定める日以後に修了した者 

(8) 文部科学大臣の指定した者 

(9) 法第 102 条第 2項の規定により大学院に入学した者であって，その後に

入学させる本学大学院において，大学院における教育を受けるにふさわし

い学力があると認めたもの 

(10) 本学大学院において，個別の入学資格審査により，大学を卒業した者と

同等以上の学力があると認めた者であって，22 歳に達したもの 

(11) 大学に 3年以上在学した者(これに準ずる者として文部科学大臣が定め

る者を含む。)であって，本学大学院が定める単位を優秀な成績で修得した

と認めるもの 

第 16条 博士課程後期に入学することのできる者は，次の各号のいずれかに該

当する者とする。 

(1) 修士の学位又は専門職学位(法第 104 条第 1項の規定に基づき学位規則

(昭和 28 年文部省令第 9号)第 5条の 2に規定する専門職学位をいう。以下

同じ。)を有する者 

(2) 外国において，修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された

者 

(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し，

修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者 

(4) 我が国において，外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学

校教育制度において位置付けられた教育施設であって，文部科学大臣が別

に指定するものの当該課程を修了し，修士の学位又は専門職学位に相当す

る学位を授与された者 
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(5) 国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う

特別措置法(昭和 51年法律第 72 号)第 1条第 2項に規定する 1972 年 12 月 1

1 日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学(以下「国際連合

大学」という。)の課程を修了し，修士の学位に相当する学位を授与された

者 

(6) 外国の学校，第 4号の指定を受けた教育施設又は国際連合大学の教育課

程を履修し，大学院設置基準第 16条の 2に規定する試験及び審査に相当す

るものに合格し，修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認めら

れた者 

(7) 文部科学大臣の指定した者 

(8) 本学大学院において，個別の入学資格審査により，修士の学位又は専門

職学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者であって，24歳に達

したもの 

第 17条 医系科学研究科医歯薬学専攻に入学することのできる者は，次の各号

のいずれかに該当する者とする。 

(1) 大学の医学，歯学，薬学又は獣医学の学部において医学，歯学又は修業

年限 6年の薬学若しくは獣医学を履修してこれらの学部を卒業した者 

(2) 法第 104 条第 4項の規定により独立行政法人大学改革支援・学位授与機

構から学士の学位(専攻分野が医学，歯学又は獣医学)を授与された者 

(3) 外国において，学校教育における 18年の課程(最終の課程は，医学，歯

学，薬学又は獣医学)を修了した者 

(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する

ことにより当該外国の学校教育における 18 年の課程(最終の課程は，医学，

歯学，薬学又は獣医学)を修了した者 

(5) 我が国において，外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育に

おける 18 年の課程(最終の課程は，医学，歯学，薬学又は獣医学)を修了し

たとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度にお

いて位置付けられた教育施設であって，文部科学大臣が別に指定するもの

の当該課程を修了した者 

(6) 外国の大学その他の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について，

当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又

はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)にお

いて，修業年限が 3年以上である課程を修了すること(当該外国の学校が行

う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課

程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教

育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含

む。)により，学士の学位に相当する学位を授与された者 
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(7) 文部科学大臣の指定した者 

(8) 法第 102 条第 2項の規定により大学院(医学，歯学，薬学又は獣医学を履

修する課程に限る。)に入学した者であって，その後に入学させる本学大学

院において，大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認め

たもの 

(9) 本学大学院において，個別の入学資格審査により，大学を卒業した者と

同等以上の学力があると認めた者であって，24 歳に達したもの 

(10) 大学の医学，歯学若しくは獣医学を履修する課程又は薬学を履修する課

程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするものに 4

年以上在学した者(これに準ずる者として文部科学大臣が定める者を含

む。)であって，本学大学院が定める単位を優秀な成績で修得したと認める

もの 

(入学出願手続) 

第 18条 本学大学院に入学を志願する者は，所定の期間内に，検定料 30,000 円

を納付の上，別に定める書類(以下「出願書類」という。)を本学大学院に提出

しなければならない。 

2 法務研究科における次条に規定する入学試験において，出願書類等による選

抜(以下「第 1段階目の選抜」という。)を行い，その合格者に限り学力検査そ

の他による選抜(以下「第 2段階目の選抜」という。)を行う場合の検定料の額

は，前項の規定にかかわらず，第 1段階目の選抜に係る額は 7,000 円とし，第

2段階目の選抜に係る額は 23,000 円とする。 

3 第 1項の規定は，第 39条第 1項の規定により入学を志願する場合について準

用する。 

(検定料の免除) 

第 18条の 2 前条の規定にかかわらず，特別の事情がある者には，検定料を免

除することができる。 

2 検定料の免除に関し必要な事項は，別に定める。 

(入学試験) 

第 19条 入学志願者に対しては，入学試験を行う。 

2 前項の入学試験については，別に定める。 

(合格者の決定) 

第 20条 入学を許可すべき者は，各研究科の教授会の議を経て，学長が決定す

る。 

(入学手続) 

第 21条 入学の許可を受けようとする者は，指定の期日までに，別に定める書

類(以下「入学手続書類」という。)を提出するとともに，入学料 282,000 円を

納付しなければならない。 
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(入学料の免除，徴収猶予及び不徴収) 

第 22条 前条の規定にかかわらず，特別の事情がある者には，入学料の全額若

しくは半額を免除し，若しくはその徴収を猶予し，又は入学料を徴収しないこ

ととすることができる。 

2 前条の規定にかかわらず，別に定める広島大学フェニックス奨学制度による

奨学生には，入学料の全額を免除することができる。 

3 前条の規定にかかわらず，別に定める広島大学光り輝く奨学制度による奨学

生には，入学料の全額を免除することができる。 

4 前 3項に定めるもののほか，入学料の免除，徴収猶予及び不徴収に関し必要

な事項は，別に定める。 

(入学許可) 

第 23条 学長は，第 21条の入学手続を完了した者(入学料の免除又は徴収猶予

の許可申請中の者を含む。)に入学を許可する。 

(検定料及び入学料の返還) 

第 24条 既納の検定料及び入学料は，返還しない。 

2 前項の規定にかかわらず，次の各号のいずれかに該当するときは，納付した

者の申出により，当該各号に規定する額を返還する。 

(1) 法務研究科における第 19 条に規定する入学試験において，第 1段階目の

選抜を行い，第 2段階目の選抜を行う場合に，検定料を納付した者が第 1

段階目の選抜で不合格となったとき 23,000 円 

(2) 検定料を納付した者が出願書類を提出しなかったとき その検定料相当

額 

(3) 入学料を納付した者が入学手続書類を提出しなかったとき その入学料

相当額 

第 3章 教育課程 

(教育課程の編成及び履修方法等) 

第 25条 本学大学院の教育課程は，教育研究上の目的を達成するために必要な

授業科目を開設し，体系的に編成するものとする。 

2 授業科目は，各研究科の学生が共通に履修する授業科目(次項において「大学

院共通科目」という。)及び本学大学院各研究科の授業科目に区分する。 

3 大学院共通科目に関し必要な事項は，別に定める。 

4 本学大学院各研究科の授業科目及びその履修方法は，各研究科細則において

定める。 

5 第 2項に定めるもののほか，本学大学院の授業科目のうち，複数の研究科の

学生が共通に履修できる授業科目(次条に定める卓越大学院プログラム又は第

25 条の 3に定める博士課程リーダー育成プログラムを履修する学生に限り履

修できるものを除く。)については，別に定める。 
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(卓越大学院プログラム) 

第 25条の 2 新たな知の創造と活用を主導し，時代を牽引する価値を創造する

とともに，社会的課題の解決に挑戦して，社会にイノベーションをもたらす

ことができる博士人材，高度な知のプロフェッショナルを育成することを目

的として，卓越大学院プログラムを開設する。 

2 卓越大学院プログラムに関し必要な事項は，別に定める。 

(博士課程リーダー育成プログラム) 

第 25条の 3 独創的に課題に挑み，幅広い知識をもとに物事の本質を見抜く力

等を備えたリーダーを育成するため，従来の学問分野・研究領域の枠組みを

超えた学位プログラムとして，博士課程リーダー育成プログラムを開設する。 

2 博士課程リーダー育成プログラムに関し必要な事項は，別に定める。 

(授業の方法及び単位数の計算の基準) 

第 26条 本学大学院の授業の方法については通則第 19条の 2の規定を，単位数

の計算の基準については通則第 19条の 3の規定を準用する。 

(研究指導) 

第 27条 本学大学院の学生(専門職学位課程の学生を除く。)は，その在学期間

中に，それぞれの専攻において定められた授業科目を履修し，第 43条第 1項

に規定する単位を修得し，かつ，学位論文の作成等に対する指導(以下「研究

指導」という。)を受けなければならない。ただし，第 16 条第 2号から第 8号

までの規定により，大学院への入学資格に関し修士の学位又は専門職学位を

有する者と同等以上の学力があると認められた者が，博士課程後期に入学し

た場合の授業科目の履修及び単位の修得については，この限りでない。 

2 各研究科(法務研究科を除く。)は，教育上有益と認めるときは，あらかじめ

他の大学院若しくは研究所等又は外国の大学院等と協議の上，学生(教育学研

究科教職開発専攻の学生を除く。)が，当該他の大学院若しくは研究所等にお

いて，又は休学することなく当該外国の大学院等に留学し，必要な研究指導

を受けることを認めることができる。ただし，修士課程及び博士課程前期の

学生について認める場合は，当該研究指導を受ける期間は，1年を超えないも

のとする。 

(教育方法の特例) 

第 28条 本学大学院の課程においては，教育上特別の必要があると認められる

場合は，夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等

の適当な方法により教育を行うことができる。 

(単位の授与) 

第 29条 単位の授与については，通則第 19条の 4の規定を準用する。この場合

において，「及び出席状況」とあるのは，「又は研究報告」と読み替えるも

のとする。 
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(授業科目の成績評価) 

第 30 条 授業科目の成績の評価は，秀，優，良，可及び不可の 5 段階とし，秀，

優，良及び可を合格，不可を不合格とする。 

(履修科目の登録の上限) 

第 31条 専門職学位課程の学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修する

ため，修了の要件として学生が修得すべき単位数について，学生が 1年間又

は 1学期に履修科目として登録することのできる単位数の上限は，教育学研

究科又は法務研究科の定めるところによる。 

(長期にわたる教育課程の履修) 

第 32条 学生が，職業を有している等の事情により，標準修業年限を超えて一

定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し課程を修了することを希望する

旨を申し出たときは，当該研究科において支障のない場合に限り，その計画

的な履修(以下「長期履修」という。)を認めることができる。 

2 長期履修の取扱いに関し必要な事項は，別に定める。 

(教員の免許状授与の所要資格の取得) 

第 33条 教員の免許状授与の所要資格の取得については，通則第 24 条の規定を

準用する。 

(教育内容等の改善のための組織的な研修等) 

第 34条 本学大学院は，授業及び研究指導の内容及び方法の改善を図るための

組織的な研修及び研究を実施するものとする。 

(学生交流及び留学等) 

第 35条 研究科が教育上有益と認めるときは，他の大学院(外国の大学院及び国

際連合大学を含む。)の教育課程において履修した授業科目について修得した

単位を，当該研究科の教授会の議を経て，10単位(教育学研究科教職開発専攻

にあっては修了要件として定める単位数の 2分の 1を超えない範囲とする。法

務研究科にあっては 30単位とする。ただし，93単位を超える単位の修得を法

務研究科の修了の要件とする場合は，その超える部分の単位数に限り 30単位

を超えて修得したものとみなすことができる。)を超えない範囲で本学大学院

における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。 

2 前項の規定は，外国の大学院が行う通信教育における授業科目を我が国にお

いて履修する場合について準用する。 

3 前 2項の規定により修得したものとみなすことができる単位数は，合わせて

10 単位(教育学研究科教職開発専攻にあっては，修了要件として定める単位数

の 2分の 1を超えない範囲とする。法務研究科にあっては，次条第 1項及び第

45 条第 2項の規定により修得したものとみなすことができる単位数と合わせ

て 30単位(第 1項ただし書及び第 45 条第 2項ただし書の規定により 30単位を
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超えて修得したものとみなす単位数を除く。) とする。)を超えないものとす

る。 

4 学生交流及び留学に関し必要な事項は，別に定める。 

(入学前の既修得単位の認定) 

第 36条 研究科が教育上有益と認めるときは，本学大学院に入学する前に大学

院(外国の大学院及び国際連合大学を含む。) の教育課程において履修した授

業科目について修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)を，

本学大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができ

る。 

2 前項の規定により修得したものとみなすことができる単位数は，転学の場合

を除き，本学大学院において修得した単位(科目等履修生として修得した単位

を含む。)以外のものについては，10単位(教育学研究科教職開発専攻にあっ

ては，前条第 1項及び第 2項並びに第 44 条の 2第 2項の規定により修得した

ものとみなすことができる単位数と合わせて修了要件として定める単位数の 2

分の 1を超えない範囲とする。法務研究科にあっては，前条第 1項及び第 2項

並びに第 45条第 2項の規定により修得したものとみなすことができる単位数

と合わせて 30 単位(前条第 1項ただし書及び第 45条第 2項ただし書の規定に

より 30単位を超えて修得したものとみなす単位数を除く。) とする。)を超え

ないものとする。 

3 前 2項の規定による既修得単位の認定に関し必要な事項は，別に定める。 

第 4章 休学，退学及び転学 

(休学) 

第 37条 休学については，通則第 32条から第 34条までの規定を準用する。 

(退学) 

第 38条 退学については，通則第 35条の規定を準用する。 

(転学) 

第 39 条 他の大学院及び国際連合大学の課程から転学を志願する者については，

各学期の始めに限り，試験の上，許可することがある。 

2 本学大学院の学生が他の大学院に転学しようとするときは，所定の手続を経

て，願い出なければならない。 

第 5章 賞罰及び除籍 

(表彰) 

第 40条 表彰については，通則第 39条の規定を準用する。 

(懲戒) 

第 41条 懲戒については，通則第 40条から第 42条までの規定を準用する。 

(除籍) 

第 42条 除籍については，通則第 43条の規定を準用する。 
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第 6章 課程の修了及び学位の授与 

(修了要件) 

第 43条 修士課程及び博士課程前期の修了の要件は，大学院に 2年(2年以外の

標準修業年限を定める研究科，専攻又は学生の履修上の区分にあっては，当

該標準修業年限)以上在学し，30 単位以上を修得し，かつ，必要な研究指導を

受けた上，修士論文を在学期間中に提出してその審査及び最終試験に合格す

ることとする。ただし，在学期間に関しては，当該研究科の教授会の議を経

て研究科長が優れた業績を上げたと認める者については，大学院に 1年以上

在学すれば足りるものとする。 

2 前項の場合において，当該研究科の教授会の議を経て研究科長がその修士課

程及び博士課程前期の目的に応じ適当と認めるときは，特定の課題について

の研究の成果の審査をもって修士論文の審査に代えることができる。 

3 博士課程前期については，当該博士課程の目的を達成するために必要と認め

られる場合には，前 2項に規定する修士論文又は特定の課題についての研究

の成果の審査及び試験に合格することに代えて，当該研究科が行う次に掲げ

る試験及び審査に合格することとすることができる。 

(1) 専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力並びに当該専攻分野に関連

する分野の基礎的素養であって当該博士課程前期において修得し，又は涵

養すべきものについての試験 

(2) 博士論文に係る研究を主体的に遂行するために必要な能力であって当該

博士課程前期において修得すべきものについての審査 

第 44条 博士課程の修了の要件は，大学院に 5年(修士課程に 2年以上在学し，

当該課程を修了した者にあっては，当該課程における 2 年の在学期間を含む。

医系科学研究科医歯薬学専攻においては 4年)以上在学し，30 単位以上を修得

し，かつ，必要な研究指導を受けた上，博士論文を提出してその審査及び最

終試験に合格することとする。ただし，在学期間に関しては，当該研究科の

教授会の議を経て研究科長が優れた研究業績を上げたと認める者については，

大学院に 3年(医系科学研究科医歯薬学専攻以外の博士課程の学生で修士課程

に 2年以上在学し，当該課程を修了した者にあっては，当該課程における 2年

の在学期間を含む。)以上在学すれば足りるものとする。 

2 標準修業年限を 1年以上 2年未満とした修士課程を修了した者及び前条第 1

項ただし書の規定による在学期間をもって修士課程を修了した者の博士課程

の修了の要件は，大学院に修士課程における在学期間に 3年を加えた期間以

上在学し，30単位以上を修得し，かつ，必要な研究指導を受けた上，博士論

文を提出してその審査及び最終試験に合格することとする。ただし，在学期

間に関しては，当該研究科の教授会の議を経て研究科長が優れた研究業績を

－ 21－



上げたと認める者については，大学院に 3年(修士課程における在学期間を含

む。)以上在学すれば足りるものとする。 

3 前 2項の規定にかかわらず，第 16条第 2号から第 7号までの規定により，大

学院への入学資格に関し修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の

学力があると認められた者が，博士課程後期に入学した場合の博士課程の修

了の要件は，大学院に 3年以上在学し，当該研究科に定めがあるときはその

単位を修得し，かつ，必要な研究指導を受けた上，博士論文を提出してその

審査及び最終試験に合格することとする。ただし，在学期間に関しては，当

該研究科の教授会の議を経て研究科長が優れた研究業績を上げたと認める者

については，大学院に 1年以上在学すれば足りるものとする。 

第 44 条の 2 教育学研究科教職開発専攻の修了の要件は，2年以上在学し，かつ，

45 単位以上(高度の専門的な能力及び優れた資質を有する教員に係る実践的な

能力を培うことを目的として小学校等(専門職大学院設置基準(平成 15年 3月

31 日文部科学省令第 16号)第 26 条第 1項に規定する小学校等をいう。以下同

じ。)その他の関係機関で行う実習に係る 10単位以上を含む。)を修得するこ

ととする。 

2 教育学研究科が 教育上有益と認めるときは，当該専攻に入学する前の小学校

等の教員としての実務の経験を有する者について，10 単位を超えない範囲で，

前項に規定する実習により修得する単位の全部又は一部を免除することがで

きる。 

3 第 1項の規定にかかわらず第 36 条第 2項の規定により当該専攻に入学する前

に修得した単位(第 15条に規定する入学資格を有した後に修得したものに限

る。)を当該専攻において修得したものとみなす場合であって，当該単位の修

得により教育課程の一部を修得したと認めるときは，当該単位数，その修得

に要した期間その他を勘案して 1年を超えない範囲で教育学研究科が定める

期間在学したものとみなすことができる。ただし，この場合においても，当

該専攻に 1年以上在学するものとする。 

第 45条 法務研究科の修了の要件は，3年以上在学し，かつ，93単位以上で法

務研究科が定める単位以上を修得することとする。ただし，在学期間に関し

ては，入学前の既修得単位について認定された者については 1年を超えない

範囲で当該単位の数に相当する期間在学期間を短縮することができるものと

する。 

2 前項の規定にかかわらず法務研究科において必要とされる法律学の基礎的な

学識を有すると認められる者(以下「法学既修者」という。)については，30

単位を超えない範囲の単位を修得したものとみなし，1年を超えない範囲で当

該単位の数に相当する期間在学期間を短縮することができるものとする。た
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だし，93単位を超える単位の修得を修了の要件とする場合は，その超える部

分の単位数に限り 30単位を超えて修得したものとみなすことができる。 

3 前項の規定により法学既修者について修得したものとみなすことができる単

位数は，第 35 条第 1項及び第 2項並びに第 36 条第 1項の規定により修得した

ものとみなすことができる単位数と合わせて 30 単位(第 35 条第 1項ただし書

及び前項ただし書の規定により 30単位を超えて修得したものとみなす単位数

を除く。)を超えないものとする。 

(学位の授与) 

第 46条 学長は，本学大学院を修了した者に，修士若しくは博士の学位又は専

門職学位を授与する。 

2 博士の学位は，本学大学院の博士課程を経ない者であっても学位論文を提出

してその審査に合格し，かつ，試問に合格したときにも授与する。 

3 修士及び博士の学位並びに専門職学位の授与に関し必要な事項は，別に定め

る。 

(学位論文，最終試験) 

第 47条 第 43条及び第 44条の最終試験は，学位論文を中心として，これに関

連ある科目について行うものとする。 

第 48条 学位論文及び最終試験の合格又は不合格は，当該研究科の教授会の審

査を経て，研究科長が決定する。 

2 審査決定の方法は，各研究科が定める。 

第 7章 授業料 

(授業料) 

第 49条 授業料の年額は，535,800 円(法務研究科にあっては 804,000 円)とす

る。ただし，第 32 条により長期履修を認められた者については，長期履修を

認められた時点における残りの標準修業年限に相当する年数に授業料の年額

を乗じて得た額を当該長期履修の期間の年数で除した額(その額に 10円未満の

端数があるときは，これを切り上げた額)とする。 

2 成績優秀学生に対しては，後期分の授業料の全額を免除することができる。 

3 授業料を納付した者が成績優秀学生として授業料免除対象者となったときは，

納付した者の申出により，後期分の授業料に相当する額を返還する。 

4 第 2項に定めるもののほか，別に定める広島大学入学前奨学制度による奨学

生に対しては，授業料の全額を免除することができる。 

5 前各項に定めるもののほか，授業料の納付手続等については，通則第 47 条第

2項から第 51条までの規定を準用する。 

第 8章 特別研究学生 

(特別研究学生) 
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第 50条 各研究科は，他の大学院又は外国の大学院等又は国際連合大学の学生

で，本学大学院において研究指導を受けることを志願する者があるときは，

当該他の大学院又は外国の大学院等又は国際連合大学との協議に基づき，特

別研究学生として受け入れることを認めることができる。 

(特別研究学生の授業料等) 

第 51条 特別研究学生に係る授業料は，広島大学研究生規則(平成 16年 4月 1

日規則第 10号)第 8条に規定する額と同額とする。ただし，国立大学の大学院

学生であるとき，又は次の各号のいずれかに該当するときは，授業料を徴収

しない。 

(1) 公立又は私立の大学との間で締結した大学間特別研究学生交流協定にお

いて，当該学生の授業料が相互に不徴収とされているとき。 

(2) 外国の大学院等との間で締結した大学間交流協定，部局間交流協定又は

これらに準ずるものにおいて，当該学生の授業料が相互に不徴収とされて

いるとき。 

2 特別研究学生は，前項に規定する額を，研究指導を受けようとする期間に応

じ 6月分ずつ(研究指導を受けようとする期間が 6月未満のときはその期間分)

指定の期日までに納付しなければならない。 

3 既納の授業料は，返還しない。 

4 特別研究学生に係る検定料及び入学料は，徴収しない。 

(規則の準用) 

第 52条 この章に定めるもののほか，特別研究学生には，本学大学院の学生に

関する規定を準用する。 

第 9章 研究生及び科目等履修生等 

(研究生) 

第 53条 本学大学院の学生以外の者で，本学大学院において特定の事項につい

て研究することを志願するものがあるときは，教育研究に支障のない場合に

限り，選考の上，研究生として入学を許可することができる。 

2 研究生に関し必要な事項は，別に定める。 

(科目等履修生) 

第 54条 本学大学院の学生以外の者で，本学大学院において一又は複数の授業

科目を履修することを志願するものがあるときは，教育研究に支障のない場

合に限り，選考の上，科目等履修生として入学を許可することができる。 

2 科目等履修生に関し必要な事項は，別に定める。 

(法務研修生) 

第 54条の 2 法務研究科を修了した者で，修了後引き続き法務研究科において

自己学習をすることを志願するものがあるときは，教育研究に支障のない場

合に限り，法務研修生として受け入れることができる。 
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2 法務研修生に関し必要な事項は，法務研究科が定める。 

(履修証明プログラム) 

第 54条の 3 本学の教育研究上の資源を活かし，社会人等への学習の機会を積

極的に提供するため，本学に法第 105 条に規定する特別の課程として履修証明

プログラムを開設することができる。 

2 履修証明プログラムに関し必要な事項は，別に定める。 

第 10章 教員組織 

(教員組織) 

第 55条 各研究科(法務研究科を除く。)における授業は，教授又は准教授が担

当する。ただし，必要があるときは，講師又は助教に担当又は分担させるこ

とがある。 

2 各研究科(法務研究科を除く。)における研究指導は，教授が担当する。ただ

し，必要があるときは，准教授，講師又は助教に担当又は分担させることが

ある。 

3 法務研究科における授業は，教授が担当する。ただし，必要があるときは，

准教授，講師又は助教に担当又は分担させることがある。 

第 11章 雑則 

(雑則) 

第 56条 研究科長は，研究科細則を改正したときは，学長に報告するものとす

る。 

2 この規則に定めるもののほか，本学大学院の学生の修学に関し必要な事項は，

通則の規定を準用する。 

第 57条 通則をこの規則に準用する場合は，「学部長」とあるのは「研究科

長」と読み替えるものとする。 

附 則 

1 この規則は，平成 20年 4月 1日から施行する。 

2 教育学研究科の障害児教育学専攻は，第 4条及び別表の規定にかかわらず，

平成 20年 3月 31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日ま

での間，存続するものとする。 

 
  (略) 
 

附 則 
1 この規則は，平成 31 年 4 月 1 日から施行する。 
2 この規則による改正前の広島大学大学院規則第 4 条に規定する理学研究科の

生物科学専攻，数理分子生命理学専攻，先端物質科学研究科の分子生命機能科
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学専攻，医歯薬保健学研究科の各専攻及び生物圏科学研究科の各専攻は，この

規則による改正後の広島大学大学院規則(以下「新規則」という。)第 4 条及び

別表の規定にかかわらず，平成 31 年 3 月 31 日に当該専攻に在学する者が当

該専攻に在学しなくなる日までの間，存続するものとする。 
3 総合科学研究科の総合科学専攻，理学研究科の生物科学専攻，数理分子生命

理学専攻，先端物質科学研究科の分子生命機能科学専攻，医歯薬保健学研究科

の各専攻，生物圏科学研究科の各専攻，統合生命科学研究科の統合生命科学専

攻，医系科学研究科の各専攻及び研究科の収容定員並びに全研究科の収容定員

は，新規則別表の規定にかかわらず，平成 31 年度，平成 32 年度及び平成 33
年度にあっては，次の表のとおりとする。 

研究科名 専攻名 修士課程，

博士課程前

期又は専門

職学位課程 

博士課程又は博士課程後

期 

収容定員 収容定員 

平成 31年度 平成 31

年度 

平成 32

年度 

平成 33

年度 

総合科学研

究科 

総合科学専攻 110 57 54  

計 110 57 54  

理学研究科 生物科学専攻 24 24 12  

数理分子生命理学

専攻 

23 22 11  

計 217 166 143  

先端物質科

学研究科 

分子生命機能科学

専攻 

24 22 11  

計 104 79 68  

医歯薬保健

学研究科 

医歯薬学専攻 － 291 194 97 

口腔健康科学専攻 12 8 4  

薬科学専攻 18 6 3  

保健学専攻 34 30 15  

 医歯科学専攻 12 － － － 

計 76 335 216 97 

生物圏科学

研究科 

生物資源科学専攻 30 24 12  

生物機能開発学専

攻 

24 24 12  

環境循環系制御学

専攻 

19 18 9  

計 73 66 33  

統合生命科

学研究科 

統合生命科学専攻 170 70 140  

計 170 70 140  
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医系科学研

究科 

医歯薬学専攻 － 97 194 291 

総合健康科学専攻 76 25 50  

計 76 122 244 366 

総計 2,140 1,570 1,573  

 

別表(第 5条関係) 

収容定員 

研究科名 専攻名 修士課程，博士課程前期又

は専門職学位課程 

博士課程又は博

士課程後期 

入学定員 収容定員 入学定

員 

収容定

員 

総合科学研

究科 

総合科学専攻 50 100 17 51 

計 50 100 17 51 

文学研究科 人文学専攻 64 128 32 96 

計 64 128 32 96 

教育学研究

科 

教職開発専攻 20 40 ― ― 

学習開発学専攻 20 40 ― ― 

教科教育学専攻 80 160 ― ― 

日本語教育学専攻 14 28 ― ― 

教育学専攻 14 28 ― ― 

心理学専攻 19 38 ― ― 

高等教育学専攻 5 10 ― ― 

教育学習科学専攻 ― ― 49 147 

計 172 344 49 147 

社会科学研

究科 

法政システム専攻 24 48 5 15 

社会経済システム

専攻 

28 56 8 24 

マネジメント専攻 28 56 14 42 

計 80 160 27 81 

理学研究科 数学専攻 22 44 11 33 

物理科学専攻 30 60 13 39 

化学専攻 23 46 11 33 

地球惑星システム

学専攻 

10 20 5 15 

計 85 170 40 120 

先端物質科

学研究科 

量子物質科学専攻 25 50 12 36 

半導体集積科学専 15 30 7 21 
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攻 

計 40 80 19 57 

工学研究科 機械システム工学

専攻 

28 56 9 27 

機械物理工学専攻 30 60 10 30 

システムサイバネ

ティクス専攻 

34 68 11 33 

情報工学専攻 37 74 13 39 

化学工学専攻 24 48 8 24 

応用化学専攻 26 52 9 27 

社会基盤環境工学

専攻 

20 40 7 21 

輸送・環境システ

ム専攻 

20 40 7 21 

建築学専攻 21 42 7 21 

計 240 480 81 243 

国際協力研

究科 

開発科学専攻 43 86 22 66 

教育文化専攻 28 56 14 42 

計 71 142 36 108 

統合生命科

学研究科 

統合生命科学専攻 170 340 70 210 

計 170 340 70 210 

医系科学研

究科 

医歯薬学専攻 ― ― 97 388 

総合健康科学専攻 76 152 25 75 

計 76 152 122 463 

法務研究科 法務専攻 20 60 ― ― 

計 20 60 ― ― 

総計 1,068 2,156 493 1,576 
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３ 広島大学大学院理学研究科細則 

平成16年4月1日 
研究科長決裁 

   改正 平成17.1.24・平成18.2.6・平成19.3.19・平成20.2.26・平成21.2.23・平成22.1.25・ 

      平成23.1.24・平成24.1.23・平成24.2.27・平成24.10.29・平成25.1.28・平成25.9.2・ 

平成26.2.21・平成27.3.19・平成29.3.6・平成30.2.28・平成31.3.5 

広島大学大学院理学研究科細則 
 (趣旨) 

第 1条 この細則は，広島大学大学院規則(平成 20年 1月 15日規則第 2号。以下「大学院

規則」という。)に定めるもののほか，広島大学大学院理学研究科(以下「研究科」とい

う。)の学生の修学に関し必要な事項を定めるものとする。 

(教育研究上の目的) 

第 2 条 研究科の人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的は，次のとおりとする。 

(1) 博士課程前期においては，自然界に働く普遍的な法則や基本原理の解明を目指した

専門的教育研究活動を通して，課題探求能力及び問題解決能力を高め，真理探究への

感性及び総合的判断力を培い，基礎科学のフロンティアを切り拓く研究者を目指す人

材，専門的知識，技能及び応用力を身に付けた技術者並びに専門的知識及び識見を有

しリーダーシップを発揮できる力量のある教育者を養成する。 

(2) 博士課程後期においては，自然界に働く普遍的な法則や基本原理の解明を目指した

専門的教育研究活動を通して，課題探求能力及び問題解決能力を高め，真理探究への

感性及び総合的判断力を培い，基礎科学のフロンティアを切り拓いて国際的に活躍で

きる研究者，高度の専門的知識，技能及び幅広い応用力を身に付けて国際的に通用す

る先進的な科学技術を創造できる技術者並びに高度の専門的知識及び識見を有しリー

ダーシップを発揮できる力量のある教育者を養成する。 

2 各専攻の人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的は，別表第1に掲げるとお

りとする。 

 (教育課程等) 

第 3条 研究科の教育課程は，別表第 2のとおりとする。 

2 授業時間割表は，学年の始めに発表する。 

(単位の計算方法) 

第 4条 授業科目の単位数の計算は，次の基準による。 

(1) 講義は，15時間の授業をもって 1単位とする。 

(2) 演習は，15時間又は 30時間の授業をもって1単位とする。 

(3) 実験は，30時間又は 45時間の授業をもって1単位とする。 

2 二以上の方法の併用により行うプロテオミクス実験法・同実習は，15時間の授業をもっ

て 1単位とする。 

(履修方法) 

－ 29－



第 5条 学生は，履修しようとする授業科目について，毎学期の指定する期間に所定の手続

をしなければならない。 

2 学生は，他の研究科又は学部の授業科目を履修しようとするときは，当該研究科又は学

部の定めるところにより履修するものとする。 

3 他の研究科の学生は，研究科の授業科目を履修しようとするときは，毎学期指定する期

間に所定の手続をしなければならない。 

(指導教員) 

第 6条 広島大学大学院理学研究科教授会(以下「教授会」という。)は，授業科目の履修指

導及び研究指導を行うために，学生の入学後速やかに学生ごとに主指導教員 1人及び副指

導教員 1人以上の指導教員を定める。 

2 学生は，主指導教員又は副指導教員の変更を希望するときは，あらかじめ専攻長の承認

を得て，研究科長に願い出るものとする。 

(研究指導届) 

第 7条 学生は，主指導教員及び副指導教員の承認を得て，所定の期日までに研究指導届を

研究科長に提出しなければならない。 

(教育方法の特例) 

第 8条 職業を有する学生については，教授会の議を経て研究科長が教育上特別の必要があ

ると認めたときは，夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の

適当な方法により教育を行うことができる。 

(長期にわたる教育課程の履修) 

第 9条 長期にわたる教育課程の履修については，広島大学長期履修の取扱いに関する細則

(平成 16年 4月 1日副学長(教育・学生担当)決裁)の定めるところにより取り扱う。 

2 長期履修の期間の最長年限は，博士課程前期にあっては 4年，博士課程後期にあっては6

年とする。 

(入学前の既修得単位の認定) 

第 10条 研究科は，教育上有益と認めるときは，研究科に入学する前に大学院(外国の大学

院を含む。)において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生として修得し

た単位を含む。)を，研究科における授業科目の履修により修得したものとみなすことが

できる。 

2 前項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は，転学の場合を除き，研

究科において修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)以外のものについ

ては，10単位を超えないものとする。 

3 前 2項の規定による既修得単位の認定は，広島大学既修得単位等の認定に関する細則(平

成 16年 4月 1日副学長(教育・学生担当)決裁)の定めるところによる。 

(教員免許) 

第 11条 学生は，教育職員免許法(昭和 24年法律第 147号)及び教育職員免許法施行規則

(昭和 29年文部省令第 26号)に定める所定の授業科目の単位を修得したときは，次の表に
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掲げる免許状の種類及び免許教科の種類に応じ，教育職員の普通免許状の授与を受ける所

要資格を得ることができる。 

専攻 免許状の種類 免許教科の種類 

数学専攻 中学校教諭専修免許状 

高等学校教諭専修免許状 

数学 

物理科学専攻 中学校教諭専修免許状 

高等学校教諭専修免許状 

理科 

化学専攻 

地球惑星システム学専攻 

2 前項の授業科目及びその履修方法等については，別に定める。 

(博士課程前期の修了要件) 

第 12条 博士課程前期の修了の要件は，当該課程に 2年以上在学し，別表第 2に定める授

業科目を履修の上30単位以上修得し，かつ，必要な研究指導を受けた上，修士論文を在

学期間中に提出してその審査及び最終試験に合格することとする。ただし，在学期間に関

しては，教授会の議を経て研究科長が優れた業績を上げたと認める者については，当該課

程に 1年以上在学すれば足りるものとする。 

2 前項ただし書の規定により当該課程に 1 年以上在学すれば足りるとされた者については，

その業績を特別研究の8単位のうち 2単位又は 4単位に換算することがある。 

3 第 1項の規定にかかわらず，大学院規則第25条の 2第 1項に定める博士課程リーダー育

成プログラムを履修する者は，修士論文の審査及び最終試験に合格することに代えて，次

に掲げる試験及び審査に合格することとすることができる。 

(1) 専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力並びに当該専攻分野に関連する分野の

基礎的素養であって当該博士課程前期において修得し，又は涵養すべきものについて

の試験 

(2) 博士論文に係る研究を主体的に遂行するために必要な能力であって当該博士課程前

期において修得すべきものについての審査 

4 前項の規定により博士課程前期の修了を認められた者は，博士課程後期へ進学するもの

とする。 

(博士課程後期の修了要件) 

第 13条 博士課程後期(数学専攻に限る。)の修了の要件は，当該課程に3年以上在学し，

別表第 2に定める授業科目を履修の上12単位以上修得し，かつ，必要な研究指導を受け

た上，博士論文を提出してその審査及び最終試験に合格することとする。 

2 博士課程後期（物理科学専攻に限る。）の修了の要件は，当該課程に3年以上在学し，

別表第 2に定める授業科目を履修の上14単位以上修得し，かつ，必要な研究指導を受け

た上，博士論文を提出してその審査及び最終試験に合格することとする。 

3 博士課程後期（化学専攻及び地球惑星システム学専攻に限る。）の修了の要件は，当該

課程に 3 年以上在学し，別表第 2 に定める授業科目を履修の上 18 単位以上修得し，かつ，
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必要な研究指導を受けた上，博士論文を提出してその審査及び最終試験に合格することと

する。 

4 前 3項の規定にかかわらず，在学期間に関しては，教授会の議を経て研究科長が優れた

研究業績を上げたと認める者については，当該課程に 1年(2年未満の在学期間をもって修

士課程又は博士課程前期を修了した者にあっては，当該在学期間を含めて3年)以上在学

すれば足りるものとする。 

5 第 1 項から第 3 項までの規定にかかわらず，前項の場合において，修得すべき単位数は，

数学専攻にあっては数学特別研究の単位を含め4単位以上，物理科学専攻にあっては物理

科学特別研究の単位を含め 4単位以上，化学専攻にあっては化学特別研究の単位を含め4

単位以上及び地球惑星システム学専攻にあっては地球惑星システム学特別研究の単位を含

め 4単位以上修得すれば足りるものとする。 

(修士の学位論文) 

第 14条 修士論文の提出に当たっては，所定の期日までに，あらかじめ指導教員の承認を

得て，論文題目届及び論文を研究科長に提出しなければならない。 

(博士の学位の授与) 

第 15条 博士の学位の授与については，広島大学学位規則(平成 16年 4月 1日規則第 8号)

及び広島大学学位規則理学研究科内規(平成 16年 4月 1日研究科長決裁)の定めるところ

による。 

(最終試験) 

第 16条 最終試験は，専攻ごとに行う。 

2 試験の期日及び方法は，あらかじめ発表する。 

(休学) 

第 17条 学生が休学しようとするときは，所定の手続を行い，研究科長の許可を得なけれ

ばならない。 

(退学) 

第 17条の 2 学生が退学しようとするときは，所定の手続を行い，学長の許可を得なければ

ならない。 

(転学) 

第 18条 学生が他の大学院に転学しようとするときは，所定の手続を行い，学長に願い出

なければならない。 

2 他の大学院及び国際連合大学の課程から研究科に転学を志願する者については，教授会

の議を経て，学長の許可を得なければならない。 

3 前項の規定により入学を許可された者の既修得単位，修業年限及び在学年限の認定は， 

 教授会の議を経て研究科長が決定する。 

(転専攻) 

第 19条 専攻の変更は，原則として認めない。ただし，教授会の議を経て研究科長が特別

の事情があると認めたときは，この限りでない。 
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(再入学) 

第 20条 博士課程前期又は博士課程後期を退学した者で再入学を志願するものは，学期の

始めに限り，教授会の議を経て学長に願い出ることができる。 

2 再入学者の修業年限及び在学年限については，教授会の議を経て研究科長が定める。 

3 再入学を志願する者には，必要に応じ学力試験を行うことがある。 

(雑則) 

第 21条 この細則に定めるもののほか，学生の修学に関し必要な事項は，教授会の議を経

て研究科長が定める。 

 

附 則（平成 31年 3月 5日一部改正） 

 

1 この細則は，平成31年 4月 1日から施行する。 

2 平成 30年度以前に入学した学生の教育課程については，この細則による改正後の広島大

学大学院理学研究科細則の規定にかかわらず，なお従前の例による。 

 

別表第 1(第 2条関係) 

 ［別紙参照］ 

 

別表第 2(第 3条関係) 

 ［別紙参照］ 
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各専攻の教育研究上の目的（別表第1） 

専攻 博士課程前期 博士課程後期 

数
学
専
攻 

(1) 数学及びその関連分野の将来の発展を担

う研究者，現代数学の本質を理解し，それを

反映した教育を行える教育者並びに論理的

で緻密な思考力及び自由な発想力・創造力を

兼ね備えた人材を育成する。 

(2) 基礎教育を通して数学体系の美しさを学

び，現代の研究に触れて研究に対する興味と

動機を深め，海外の文献の講読や国内外との

交流を通して国際性を育み，博士課程後期に

進学して専門的な研究を続けられる知識及

び思考力を培う。 

(1) 数学及びその関連分野において高度な研究活

動を行い，将来の発展を担う研究者，現代数学の

本質を深く理解し，高等な教育を行える教育者並

びに数学的思考力及び専門知識を用いて幅広い

分野で活躍のできる人材を育成する。 

(2) 専門的な研究に取り組むことにより研究者の

一員としての自覚を持ち，教育の一端に触れるこ

とにより教育者としての能力を培い，海外の文献

の講読や国内外との研究交流を通して国際性を

育む。 

物
理
科
学
専
攻 

(1) 理学の基盤学問としての物理学の専門的

知識を習得し，高度職業人及び研究者を養成

する。 

(2) 真理を探究する手法を習得すること及び

国際的に協力し，又は競争できる能力を実践

的学習を通じて習得させることを目的とす

る。 

(1) 理学の基盤学問としての物理学に関連する緻

密な実験観察，深い洞察力及び論理性を習得し，

自立した研究者及び高度職業人を養成する。 

(2) 真理を探究する手法を習得すること及び国際

的に協力し，又は競争できる能力を実践的学習を

通じて一層発展させることを目的とする。 

化
学
専
攻 

化学の専門知識を体系化して習得し，自分の

研究分野の知識基盤を確立する。さらに，他の

研究分野の最先端研究にも触れ，学際的な分野

の研究領域の拡大に対応できる能力を身に付

ける。 

専門知識を活用し，自分で研究テーマを考案し推

進する能力を身に付ける。さらに，明確な意見を持

ち，国内外の研究者と共同研究等において十分な議

論を交える能力を習得する。 

テ
ム
学
専
攻 

地
球
惑
星
シ
ス 

地球惑星科学の幅広い専門知識及び環境問

題・自然災害等に関する社会的ニーズに応え得

る能力を身に付け，関連する研究分野との有機

的な連携を理解し，豊かな国際性を有する人材

を養成する。 

地球惑星科学の新しい展開を担う創造性豊かな

能力とグローバルな視野を有し，関連する研究分野

との有機的な連携を理解する能力を備え，国内外の

関連研究機関・大学の研究者との交流を推進し、国

際的に通用する知識・技術を備えた研究者・技術者

を養成する。 
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日本語 英語
日本語
・英語

2 ○
8 ○
4 ○

2 ○
2 ○
2 ○
2 ○
2 ○
2 ○
2 ○
2 ○
2 ○
2 ○
2 ○
2 ○
2 ○
2 ○
2 ○
2 ○
2 ○
2 ○
2 ○
2 ○
2 ○
2 ○
2 ○
2 ○
2 ○
2 ○
2 ○
2 ○
2 ○
2 ○
4 ○
4 ○
4 ○
4 ○
4 ○
4 ○
4 ○
4 ○
4 ○
2 ○

位相幾何学セミナー

確率統計特論Ｂ

博士課程前期

単位数
使用言語

履修方法

1
又は
2

代数数理特論Ｂ

数理解析特論Ｃ
数理解析特論Ｄ
確率統計基礎講義Ａ
確率統計基礎講義Ｂ

代数数理特論Ｃ
代数数理特論Ｄ
多様幾何基礎講義Ａ

(注1) 選択必修から，１科目(1又は2単位)を超えて履修した場合は，（注2）により特別に認めた場合を除き，
　　修了要件の単位には加えられない。
(注2) 必修，選択必修(1科目)及び選択以外の次に示す科目を履修した場合は，数学専攻の承認を得て６単位
　　まで，修了要件に加えることができる。
　 　・選択必修から，1科目を超えて履修した科目
　 　・理学研究科の他専攻の授業科目
　 　・共同セミナー
　 　・理学研究科以外の他研究科等の授業科目
(注3) 第12条第1項ただし書きの規定により博士課程前期に1年以上在学すれば足りるとされた者については，
　　その業績を数学特別演習の4単位のうち1単位もしくは2単位に換算することがある。

計算機支援数学

微分幾何学セミナー
実解析・函数方程式セミナー
複素解析・函数方程式セミナー
数理統計学セミナー
確率論セミナー
総合数理セミナー

数学特別講義（集中講義）

　
　
必
修
か
ら
数
学
概
論
二
単
位
、
数
学
特
別
研
究
八
単
位
及
び
数
学
特
別
演
習
四
単
位
並
び
に
選
択
必
修
か
ら
一
科
目

　
　
（
一
又
は
二
単
位
）
を
含
む
三
〇
単
位
以
上
（
注
3
）

　
　
な
お
、
数
学
特
別
講
義
（
集
中
講
義
）
は
八
単
位
ま
で
認
め
る

確率統計特論Ａ

多様幾何特論Ｃ
多様幾何特論Ｄ
数理解析基礎講義Ａ

必

修

数学概論

総合数理特論Ｃ
総合数理特論Ｄ
代数セミナーⅠ
代数セミナーⅡ

総合数理特論Ａ

確率統計特論Ｄ
総合数理基礎講義Ａ

総合数理特論Ｂ

総合数理基礎講義Ｂ

代数数理特論Ａ

多様幾何特論Ａ

　別表第2(第3条関係)

数理解析基礎講義Ｂ

数理解析特論Ｂ

多様幾何基礎講義Ｂ

多様幾何特論Ｂ

数学特別研究
数学特別演習

　
選
択
必
修

大学院共通授業科目(基礎)(注1)

　数学専攻（博士課程前期）

授 業 科 目

数理解析特論Ａ
選

択

代数数理基礎講義Ａ
代数数理基礎講義Ｂ

確率統計特論Ｃ

－ 35－



日本語 英語
日本語
・英語

必

修
12 ○

2 ○

2 ○

代数数理特論Ａ 2 ○

2 ○

2 ○

2 ○

2 ○

2 ○

2 ○

2 ○

2 ○

2 ○

2 ○

2 ○

2 ○

2 ○

2 ○

2 ○

2 ○

確率統計基礎講義Ｂ 2 ○

2 ○

2 ○

2 ○

2 ○

2 ○

2 ○

2 ○

2 ○

2 ○

2 ○

4 ○

4 ○

4 ○

4 ○

4 ○

4 ○

4 ○

4 ○

4 ○

2 ○

代数数理特論Ｂ

代数数理特論Ｃ

数学特別講義（集中講義）

選

択

　
　
必
修
か
ら
数
学
特
別
研
究
十
二
単
位
以
上

確率論セミナー

総合数理セミナー

計算機支援数学

代数セミナーⅡ

位相幾何学セミナー

微分幾何学セミナー

実解析・函数方程式セミナー

複素解析・函数方程式セミナー

数理統計学セミナー

総合数理基礎講義Ｂ

総合数理特論Ａ

代数セミナーⅠ

確率統計特論Ａ

確率統計特論Ｂ

確率統計特論Ｃ

確率統計特論Ｄ

総合数理基礎講義Ａ

数理解析特論Ｃ

数理解析特論Ｄ

総合数理特論Ｂ

総合数理特論Ｃ

総合数理特論Ｄ

代数数理基礎講義Ａ

代数数理基礎講義Ｂ

　数学専攻（博士課程後期）

授 業 科 目

確率統計基礎講義Ａ

代数数理特論Ｄ

多様幾何基礎講義Ａ

多様幾何基礎講義Ｂ

多様幾何特論Ａ

多様幾何特論Ｂ

多様幾何特論Ｃ

多様幾何特論Ｄ

数理解析基礎講義Ａ

数理解析基礎講義Ｂ

数理解析特論Ａ

数理解析特論Ｂ

博士課程後期

単位数
使用言語

履修方法

数学特別研究
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日本語 英語
日本語
・英語

8 ○

基
礎

先端物理科学概論 2 ○

量子場の理論Ⅰ 2 ○

宇宙物理学 2 ○

電子物性 2 ○

構造物性 2 ○

量子場の理論Ⅱ 2 ○

格子量子色力学 2 ○

素粒子物理学 2 ○

非線形力学 2 ○

クォーク物理学 2 ○

Ｘ線ガンマ線宇宙観測 2 ○

磁性物理学 2 ○

表面物理学 2 ○

光物性 2 ○

分子分光学・光化学 2 ○

放射光物理学 2 ○

放射光物性 2 ○

光赤外線宇宙観測 2 ○

放射光科学院生実験 1 ○

放射光科学特論Ⅰ 2 ○

放射光科学特論Ⅱ 2 ○

物理科学エクスターンシップ 1～8(年間) ○

素粒子論セミナー 8 ○

宇宙物理学セミナー 8 ○

クォーク物理学セミナー 8 ○

高エネルギー宇宙学セミナー 8 ○

可視赤外線天文学セミナー 8 ○

構造物性セミナー 8 ○

電子物性セミナー 8 ○

光物性セミナー 8 ○

分子光科学セミナー 8 ○

放射光物理学セミナー 8 ○

放射光物性セミナー 8 ○

必
修

物理科学特別研究 　
　
全
て
の
必
修
科
目
十
単
位
及
び
選
択
必
修
か
ら
一
科
目
（
一
又
は
二
単
位
）
を
含
む
三
〇
単
位
以
上

選

択

必

修

大学院共通授業科目(基礎)(注1)
1

又は
2

(注1) 選択必修から，１科目(1又は2単位)を超えて履修した場合は，(注2）により特別に認めた場合を除き，
　　修了要件の単位には加えられない。
(注2) 必修，選択必修(1科目)及び選択以外の次に示す科目を履修した場合は，物理科学専攻の承認を得て
　　６単位まで，修了要件に加えることができる。
　　 ・選択必修から，1科目を超えて履修した科目
　　 ・理学研究科の他専攻の授業科目
　　 ・共同セミナー
　　 ・理学研究科以外の他研究科等の授業科目

物理科学特別講義（集中講義）

選

　
　
択

専

門

セ

ミ

ナ

ー

博士課程前期

単位数
使用言語

履修方法

　物理科学専攻（博士課程前期）

授 業 科 目
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日本語 英語
日本語
・英語

12 ○

先端研究プレゼンテ－ション演習 1 ○

先端物理科学概論 2 ○

量子場の理論Ⅰ 2 ○

宇宙物理学 2 ○

電子物性 2 ○

構造物性 2 ○

量子場の理論Ⅱ 2 ○

格子量子色力学 2 ○

素粒子物理学 2 ○

非線形力学 2 ○

クォーク物理学 2 ○

Ｘ線ガンマ線宇宙観測 2 ○

磁性物理学 2 ○

表面物理学 2 ○

光物性 2 ○

分子分光学・光化学 2 ○

放射光物理学 2 ○

放射光物性 2 ○

光赤外線宇宙観測 2 ○

放射光科学院生実験 1 ○

放射光科学特論Ⅰ 2 ○

放射光科学特論Ⅱ 2 ○

物理科学エクスターンシップ 1～8（年間） ○

　物理科学専攻（博士課程後期）

物理科学特別講義（集中講義）

必
修

物理科学特別研究 　
　
全
て
の
必
修
科
目
十
三
単
位
を
含
む
十
四
単
位
以
上

　
　
た
だ
し
、
選
択
科
目
は
博
士
課
程
前
期
に
お
い
て
履
修
し
て
い
な
い
科
目
を
履
修
す
る
こ
と

基
礎

選

　
　
択

授 業 科 目

博士課程後期

単位数
使用言語

履修方法

専

門
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日本語 英語
日本語
・英語

2 ○

2 ○

2 ○

8 ○

2 ○

2 ○

2 ○

2 ○

2 ○

2 ○

2 ○

2 ○

2 ○

2 ○

2 ○

2 ○

2 ○

2 ○

2 ○

2 ○

2 ○

2 ○

2 ○

2 ○

4 ○

4 ○

4 ○

4 ○

4 ○

4 ○

4 ○

4 ○

4 ○

光機能化学セミナー 4 ○

放射線反応化学セミナー 4 ○

2 ○

2

(注1) 選択必修から，１科目(1又は2単位)を超えて履修した場合は，(注2）により特別に認めた場合を除き，
　　修了要件の単位には加えられない。
(注2) 必修，選択必修(1科目)及び選択以外の次に示す科目を履修した場合は，化学専攻の承認を得て，選択
　　必修と合計して４単位まで，修了要件に加えることができる。
　　 ・選択必修から，1科目を超えて履修した科目
　 　・理学研究科の他専攻の授業科目
　　 ・共同セミナー
　　 ・理学研究科以外の他研究科等の授業科目

　
　
必
修
か
ら
化
学
特
別
研
究
八
単
位
及
び
必
修
講
義
六
単
位
並
び
に
選
択
必
修
か
ら
一
科
目
（
一
又
は
二
単
位
）
を
含
む

　
　
三
〇
単
位
以
上

　
　
な
お
、
化
学
特
別
講
義
は
四
単
位
ま
で
、
大
学
院
共
通
授
業
科
目
（
専
門
）
は
二
単
位
ま
で
認
め
る

無機化学概論

有機化学概論

化学特別研究

選

択

必

修

大学院共通授業科目(基礎)(注1)
1

又は
2

光機能化学

放射線反応化学

化学特別講義（集中講義）

反応物理化学セミナー

有機典型元素化学セミナー

有機化学系合同セミナー

大学院共通授業科目（専門）

博士課程前期

単位数
使用言語

履修方法

計算機活用演習

計算化学演習 

物質科学特論 

量子情報科学 

計算機活用特論 

構造物理化学

固体物性化学

錯体化学

分析化学

構造有機化学

　化学専攻（博士課程前期）

授 業 科 目

構造有機化学セミナー

量子化学セミナー

量子化学 

必

修

物理化学概論

グローバル化学特論

反応物理化学

反応有機化学

有機典型元素化学Ⅰ

有機典型元素化学Ⅱ

生物無機化学

計算情報化学 

選

　
　
択

構造物理化学セミナー

固体物性化学セミナー

錯体化学セミナー

分析化学セミナー

反応有機化学セミナー
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日本語 英語
日本語
・英語

必
修

12 ○

6 ○

6 ○

6 ○

6 ○

6 ○

6 ○

6 ○

6 ○

6 ○

光機能化学セミナー 6 ○

放射線反応化学セミナー 6 ○

3 ○

2 ○

固体物性化学セミナー

化学特別講義（集中講義）

反応物理化学セミナー

反応有機化学セミナー

有機典型元素化学セミナー

グローバル化学特論

有機化学系合同セミナー

錯体化学セミナー

　化学専攻（博士課程後期）

構造物理化学セミナー

授 業 科 目

博士課程後期

単位数
使用言語

履修方法

　
　
必
修
科
目
十
二
単
位
及
び
選
択
必
修
か
ら
一
科
目
（
六
単
位
）
を
含
む

　
　
十
八
単
位
以
上

選

択

必

修

分析化学セミナー

構造有機化学セミナー

量子化学セミナー

選

択
大学院共通授業科目

化学特別研究
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日本語 英語
日本語
・英語

2 ○

8 ○

1 ○

2 ○

2 ○

2 ○

2 ○

2 ○

2 ○

2 ○

2 ○

2 ○

1 ○

1 ○

1 ○

1 ○

1 ○

4 ○

4 ○

4 〇

博士課程前期

単位数
使用言語

履修方法

　地球惑星システム学専攻（博士課程前期）

授 業 科 目

(注1) １年次生が，「地球惑星ミッドターム演習I」を履修する場合は，担当教員の承認を得ること。
(注2) 選択必修から，１科目(1又は2単位)を超えて履修した場合は，(注3）により特別に認めた場合を除き，
　　修了要件の単位には加えられない。
(注3) 必修，選択必修(1科目)及び選択以外の次に示す科目を履修した場合は，地球惑星システム学専攻の承
　　認を得て６単位まで，修了要件に加えることができる。
　　 ・選択必修から，1科目を超えて履修した科目
　　 ・理学研究科の他専攻の授業科目
　　 ・共同セミナー
　　 ・理学研究科以外の他研究科等の授業科目

地球ダイナミクス

必
 
 
修

ナノスケール鉱物学に関するインターンシップ

地球惑星物質学セミナーＩ

地球惑星化学セミナーＩ

地球惑星分野融合セミナーI

地球惑星システム学特別研究

地球惑星ミッドターム演習I（注1）

太陽系進化論

地球史

断層と地震

選

択

必

修

大学院共通授業科目(基礎)(注1)

地球惑星システム学特別講義（集中講義）

Earth and Planetary Science

地球惑星インターンシップ

国際化演習I

国際化演習II

選
 
 
 
 
択

地球内部物質学

東アジアのテクトニクス

資源地質学

岩石レオロジーと変形微細組織

地球惑星物質分析法

　
　
全
て
の
必
修
科
目
十
九
単
位
及
び
選
択
必
修
か
ら
一
科
目
（
一
又
は
二
単
位
）
を
含
む

　
　
三
〇
単
位
以
上

1
又は
2

地球惑星物理セミナーＩ
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日本語 英語
日本語
・英語

2 ○

12 ○

1 ○

2 ○

2 ○

2 ○

2 ○

2 ○

2 ○

2 ○

2 ○

2 ○

1 ○

1 ○

1 ○

1 ○

1 ○

1 ○

6 ○

6 ○

6 〇

注）選択科目は博士課程前期において履修していない科目を受講すること。

理学研究科以外の他研究科等の開設科目で，地球惑星システム学専攻に
おいて認めたもの

こ
の
中
か
ら
全
て
の
必
修
科
目
十
五
単
位
を
含
む
十
八
単
位
以
上

た
だ
し
、
選
択
科
目
は
博
士
課
程
前
期
に
お
い
て
履
修
し
て
い
な
い
科
目
を
履
修
す
る
こ
と

断層と地震

地球内部物質学

必
 
修

地球惑星分野融合セミナーⅡ

地球惑星システム学特別研究

地球惑星ミッドターム演習Ⅱ

選
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
択

太陽系進化論

地球史

地球ダイナミクス

Earth and Planetary Science

国際化演習III

国際化演習IV

ナノスケール鉱物学に関するインターンシップ

地球惑星物質学セミナーＩ

地球惑星化学セミナーＩ

地球惑星物理セミナーＩ

　地球惑星システム学専攻（博士課程後期）

地球惑星科学研究提案プロジェクト

東アジアのテクトニクス

資源地質学

岩石レオロジーと変形微細組織

地球惑星物質分析法

地球惑星インターンシップ

授 業 科 目

博士課程後期

単位数
使用言語

履修方法
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単位数 開講期 科目区分 備　　考

2 後期 選択 隔年開講

2 後期 選択 隔年開講

2 前期 選択

1 集中 選択

単位数 開講期 科目区分 備　　考

2 ―― 選択

　理学融合教育科目

◆ 理学融合教育科目は，専攻の枠を越えた融合領域の授業科目として毎年異なるテーマのもとに開設します。

◆　共同セミナーは，５研究科（総合科学，理学，工学，先端物質科学及び統合生命科学）において開催される学術講演や
　セミナー等を５研究科の学生に広く聴講可能にするもので，博士課程前期を通じて２単位とし，15回以上の出席で単位
　を合否で認定します。

授　　業　　科　　目

社会実践理学融合特論

理学融合基礎概論Ａ

理学融合基礎概論Ｂ

科学コミュニケーション概論

　共同セミナー

授　　業　　科　　目

共同セミナー
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４ 広島大学大学院理学研究科細則の理学研究科授業科目（別表第２）で示す各専攻 

    授業科目一覧表下の「（注２）必修，選択必修（１科目）及び選択以外の次に示 
    す科目を履修した場合は，〇〇専攻の承認を得て，選択必修と合計して○単位ま 
    で，修了要件に加えることができる。」に係る修了要件算入の願い出様式 

 
 

平成    年    月    日 
 

修了要件算入の可否について 
    

学生番号：              

学生所属：           学専攻 

学生氏名：              
 
 

下記授業科目を，広島大学大学院理学研究科細則，理学研究科授業科目表（別表２）の「理学研究科以外の他

研究科等の開設科目で，       学専攻において認めたもの」として，修了要件に算入する科目として扱

ってよいか伺います。 
 

記 
開設時期：平成  年度（ 前期 ・ 後期 ） 

講義コード 授業科目名 単位数 開設部局・専攻 
修了要件の 

可否※ 
（※専攻長が記入） 

 
 

   
可 ･ 否 

 
 

   
可 ･ 否 

 
 

   
可 ･ 否 

 
 

   
可 ･ 否 

 

上記のとおり回答する。 

平成  年  月  日 

理学研究科             専攻長             ㊞ 
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５ 広島大学大学院共通授業科目に関する細則 

(平成 22年 3月 5日理事(教育担当)決裁) 

広島大学大学院共通授業科目に関する細則 

(趣旨) 

第 1条 この細則は，広島大学大学院規則(平成 20年 1月 15日規則第 2号)第 25条第 5項

の規定に基づき，広島大学大学院の授業科目のうち，複数の研究科の学生が共通に履修で

きる授業科目(以下「共通授業科目」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。 

(授業科目及び単位数等) 

第 2条 共通授業科目として開設する授業科目，単位数等は，別表のとおりとする。 

2 授業時間割及び履修方法等は，学年の始めに発表する。 

(単位数の計算の基準) 

第 3条 各共通授業科目の単位数は，授業の方法に応じ，次の基準により計算するものとす

る。 

(1) 講義及び演習は，15時間の授業をもって 1単位とする。 

(2) 実験及び実習については，30時間の授業をもって 1単位とする。 

2 一の授業科目について，講義，演習，実験又は実習のうち二以上の方法の併用により行

う場合については，その組み合わせに応じ，前項に規定する基準を考慮して理事(教育・

東千田担当)が定める時間の授業をもって 1単位とする。 

(開設) 

第 4条 共通授業科目は，研究科等(研究科，附置研究所，全国共同利用施設，学内共同教

育研究施設又は理事室に置くセンター若しくは室をいう。以下同じ。)が開設できるもの

とする。 

2 共通授業科目を開設しようとする研究科等は，その授業計画を作成し，理事(教育・東千

田担当)の承認を得るものとする。 

(履修手続) 

第 5条 学生は，共通授業科目を履修しようとする場合は，毎学期指定する期間に所定の手

続をしなければならない。 

2 前項の規定による手続をしない者は，履修を認めない。ただし，特別の事由がある場合

に限り，当該共通授業科目担当教員の承認を得て，履修を認めることがある。 

(単位の取扱い) 

第 6条 学生が修得した共通授業科目の単位は，所属する研究科の履修基準により，当該研

究科の修了要件単位に算入することができる。 

(雑則) 

第 7条 この細則に定めるもののほか，共通授業科目に関し必要な事項は，理事(教育・東

千田担当)が定める。 

附 則 

この細則は，平成22年 4月 1日から施行する。 
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(略) 

 

附 則(平成 31年 3月 1日 一部改正) 

この細則は，平成31年 4月 1日から施行する。 

別表(第 2条第 1項関係) 

区

分 
科目名 

単位

数 
開設研究科等 

基

礎 
アドバンスト・イングリッシュⅠ 2 

外国語教育研究センター 

 プレ・アカデミック・イングリッシュⅡ 2 

  アカデミック・ライティングⅠ 2 

  アカデミック・プレゼンテーションⅠ 2 
 人文社会系キャリアマネジメント 2 グローバルキャリアデザインセ

ンター  理工系キャリアマネジメント 2 
 ストレスマネジメント 2 

  論文英語修辞学演習 2 ライティングセンター 

  論文英語修辞学I 1   

  学問と社会 2 教育本部 
 文明共存論 2 総合科学研究科 
 英米社会論(国際関係) 2  

 コア科目 A(現代リスク論) 2  

 コア科目 B(現代リスク論) 2  

 コア科目 A(総合情報論) 2  

 コア科目 B(総合情報論) 2  

 コア科目 A(文明と環境) 2  

 コア科目 B(文明と環境) 2  

 コア科目 A(創造と想像) 2  

 コア科目 B(創造と想像) 2  

 総合人間学 2 文学研究科 

 学術文章の書き方とその指導法－大学教員を

目指して－ 
2 

教育学研究科 

  大学教員養成講座 2 

  大学院生のための学術情報検索 2 
 グローバル法政特講(地球市民と平和) 2 社会科学研究科 
 理学融合基礎概論B 2 理学研究科 
 社会実践理学融合特論 2  

  科学コミュニケーション概論  1    
 コミュニケーション能力開発 2 先端物質科学研究科 
 MOTとベンチャービジネス論 2 工学研究科 
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技術戦略論 2  

 知的財産及び財務・会計論 2  

 技術移転論 2  

 MOT and Venture Business 2    
 Technology Transfer 2  

 平和共生特論 2 国際協力研究科 
 環境管理特論 2  

 経済開発政策特論 2  

 教育開発特論 2  

 アジア文化特論 2  

 平和と安全 2  

 恒久的平和と文化 2  

専

門 
サステナブル物質科学 2 自然科学研究支援開発センター 

  生命科学概論 2 先端物質科学研究科 

  科学教育開発基礎論 4 国際協力研究科 

  能力開発特論 2  
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６ 大学院共通授業科目等について 

 
○大学院共通授業科目 

（受講対象者：統合生命科学研究科及び医系科学研究科を除く研究科の学生） 
広島大学大学院において，社会でリーダーとして活躍できる人間力，物事を俯瞰的，総合的

に捉え発信できる力，時間管理能力，高い倫理観，問題解決できる人材を養成するため，全て

の研究科の学生が共通に履修できる授業科目として，次の授業科目を提供しています。 
なお，修得した単位は，所属する研究科の履修基準により，修了要件単位に算入することが

できます。また，シラバスの確認，履修手続きは原則「My もみじ」で行ってください。 
 

＜平成 31 年度開設科目（基礎）＞ 
社会人汎用力育成分野 （社会人として必要とされる能力を育成する授業科目） 

授業科目名 開設単位数 開設部局 
アドバンスト・イングリッシュⅠ 2 外 国 語 教 育 研 究 セ ン

ター プレ・アカデミック・イングリッシュⅡ 2 
アカデミック・ライティング I 2 
アカデミック・プレゼンテーション I 2 
人文社会系キャリアマネジメント 2 グローバルキャリアデ

ザインセンター 
 

理工系キャリアマネジメント 2 
ストレスマネジメント 2 
論文英語修辞学演習 2 ライティングセンター 
論文英語修辞学 I 1 
学問と社会 2 教育本部 
コア科目 A（現代リスク論） 2 総合科学研究科 
コア科目 A（創造と想像） 2 
コア科目 A（総合情報論） 2 
コア科目 A（文明と環境） 2 
コア科目 B（現代リスク論） 2 
コア科目 B（創造と想像） 2 
コア科目 B（総合情報論） 2 
コア科目 B（文明と環境） 2 
学術文章の書き方とその指導法—大学教員を目指して— 2 教育学研究科 

 大学教員養成講座 2 
大学院生のための学術情報検索 2 
理学融合基礎概論 B 2 理学研究科 
社会実践理学融合特論 2 
科学コミュニケーション概論 1 
コミュニケーション能力開発 2 先端物質科学研究科 
MOT とベンチャービジネス論（MOT-1)   2 工学研究科 

 技術戦略論（MOT-2) 2 
知的財産及び財務・会計論（MOT-3) 2 
技術移転論（MOT-4) 2 
MOT and Venture Business (MOT-E1) (E) 2 
Technology Transfer（MOT-E2) (E) 2 

 (E)：英語で行われる授業科目 
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国際理解育成分野（グローバル社会の中で必要とされる態度を育成する授業科目） 

授業科目名 開設単位数 開設部局 
文明共存論（※） 2 総合科学研究科 
英米社会論（国際関係）（※） 2 
総合人間学 2 文学研究科 
グローバル法政特講（地球市民と平和）(E)（※） 2 社会科学研究科 
平和共生特論 (E)（※） 2 国際協力研究科 
環境管理特論 (E)（※） 2 
経済開発政策特論 (E)（※） 2 
教育開発特論 (E)（※） 2 
アジア文化特論 (E)（※） 2 
平和と安全 (E)（※） 2 
恒久的平和と文化 (E)（※） 2 

(E)：英語で行われる授業科目 

 
※：平和に関する授業科目 

被爆地「ヒロシマ」に開学し，「自由で平和な一つの大学」を建学の精神として掲げ

る広島大学では，寛容と共生の心を養い，平和に対する意識を高められるよう，平和

に関する授業科目を提供しています。 
なお，社会科学研究科及び国際協力研究科が開設する授業科目は，英語で行われます。 

 
 

＜平成 31 年度開設科目（専門）＞ 
高度専門職業人養成分野 （高度な専門知識を養成する授業科目） 

授業科目名 開設単位数 開設部局 
サステナブル物質科学 2 自然科学研究支援開発

センター 
生命科学概論 2 先端物質科学研究科 
科学教育開発基礎論 (E) 4 国際協力研究科 
能力開発特論 (E) 2 

(E)：英語で行われる授業科目 
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グローバルキャリアデザインセンター提供プログラム 
 

グローバルキャリアデザインセンターでは，研究キャリアの初期段階にある博士課程後期学生(D)及び

若手研究者(PD)を対象に，新分野に挑戦する活力のある研究人材の育成を目的としたプログラム

(HIRAKU 実践プログラム)を提供しています。HIRAKU 実

践プログラムは，若手研究者がグローバルキャリアデザイン

センター担当科目および独自セミナー等を履修・受講するこ

とで，社会の多方面で活躍できる素養を身につけることがで

きるように構成されています。 
また，若手研究者は「未来を拓く地方協奏プラットフォー

ム」の基幹 IT システム（若手研究者ポートフォリオ

HIRAKU-PF）を通じて，これらの履修・受講履歴や達成状

況を記録するとともに，研究人材としての能力を自己チェッ

クし，自身の強みやアピールポイントを理解することができ

ます。さらにグローバルキャリアデザインセンターにおいて，

キャリア形成に必要な指導・助言も受けることができる体制

を整えていますので，ぜひ，これらのプログラムとシステム

を活用してください。 
 

HIRAKU 実践プログラム 

＜グローバルキャリアデザインセンター担当科目＞ ※はセンター独自のセミナー・イベント 
Ⅰ．創造性の発揮                           知識と知的能力（ドメインＡ） 
【選択】 イノベーション演習 

データサイエンティスト養成 
Ⅱ．キャリア開発と自己管理能力の向上                    個人の能力（ドメインＢ） 
【必修】 高度イノベーション人財のためのキャリアマネジメント 

【選択】 長期インターンシップ 

理工系キャリアマネジメント 

人文社会系キャリアマネジメント 

ストレスマネジメント 

Ⅲ．専門家としての誠実性と管理能力の向上                研究の運営管理（ドメインＣ） 
【必修】 ※研究の心得~プロフェッショナルになるために~（前期及び後期にそれぞれ開催予定） 
Ⅳ．他者との協働と影響力の向上                          影響とインパクト（ドメインＤ） 
【選択】 リーダーシップ手法 

※未来博士 3 分間コンペティション(予選 2019 年 6 月、本選 2019 年 9 月開催予定)への参加含む 
 

＜上記以外の奨励科目（主としてドメインＤ）＞ ※はセミナー・イベント 

開設研究科等 授業科目等名 
ライティングセンター ※オンデマンド英語論文ワークショップ 

教育学研究科 学術文章の書き方とその指導法—大学教員を目指して— 
大学教員養成講座 

先端物質科学研究科 コミュニケーション能力開発 

国際協力研究科 Developing Designing Ability 

工学研究科 

技術移転論 

技術戦略論 
知的財産及び財務・会計論 
ＭＯＴとベンチャービジネス論 

統合生命科学研究科 プロテオミクス実験法・同実習 
理学研究科 ※ナノ・バイオ・インフォ化学シンポジウム(2019 年 12 月開催予定)  

 

知識と 
知的能力
（A） 

個人の能力
（B） 

影響と 
インパクト

（D） 

研究の 
管理運営
（C） 

知識基盤 
(A1) 

認知的能力 
(A2) 

創造性 
(A3) 

他者とともに
働く 
(D1) コミュニケー

ションと普及 
(D2) 

一般社会との
関わりと 

インパクト 
(D3) 

能力開発・ 
キャリア開発 

(B3) 

自己管理 
(B2) 

個人の資質 
(B1) 

財政・資金調
達・研究資源 

(C3) 

研究マネジメ
ント 
(C2) 

専門家として
の行動 
(C1) 

Vitae ©2016 Careers Research Advisory Centre (CRAC) Limited.  

【グローバルキャリアデザインセンター提供プログラムについての問合せ先】 
広島大学グローバルキャリアデザインセンター(若手研究人材養成担当) 
Tel：082-424-4563 E-mail：wakateyousei@office.hiroshima-u.ac.jp  
URL：https://www.hiroshima-u.ac.jp/gcdc_yr/ 
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７ 履修手続・成績・修了について 

 

 広島大学大学院理学研究科細則（第５条，第７条）に基づき，下記により履修手続を行

ってください。 

 履修登録には入学時に通知した広大パスワードが必要です。この初期広大パスワードは

自由に変更することができます。もしパスワードが分からなくなった場合は学生証を持参

のうえ理学研究科学生支援室の窓口に申し出てください。また履修登録等に関して不明な

点については学生支援室に申し出てください。 

 

Ⅰ 博士課程前期の学生 

(1) 履修登録について 

新入生ガイダンスおよび学生便覧，時間割表，授業科目内容一覧（シラバス）等を参

照し，各学期に学内外のパソコンを利用して指定された期間内に広島大学学生情報シス

テム『学生情報の森 もみじ』（以下，My もみじという。）に履修する授業科目を登録し

ます。各学期の履修登録期間は「My もみじ」の掲示などにより通知します。履修登録期

間中は何度でも登録をやり直すことができますので，必ず履修科目や担当教員名を再確

認してください。 

前期履修登録期間：4 月上旬～中旬の指定された日 

後期履修登録期間：授業開始前約１週間，授業開始後の約１週間 

① 講義，演習・セミナー 

演習やセミナーの曜日・時限等は変更されることがあります。また専攻により隔年開

講科目がありますので注意してください。 

② 特別研究（必修） 

  時間割表には掲載されていませんが，「研究指導届」が提出されると「特別研究」を 

 My もみじに登録します。 

  また，「数学特別演習」も時間割表には掲載されていませんが，「研究指導届」が提出 

 されると「数学特別演習」を My もみじに登録します。 

③ 特別講義，集中講義 

本研究科の特別講義，集中講義については開講日時・履修登録期間を所定の掲示板に

その都度掲示しますので，指定された期間内に登録してください。 

④ 大学院共通授業科目，他研究科・他学部の授業科目，教職科目 

  所定の履修登録期間内に同様の方法で「もみじ」に登録してください。ただし，集中

講義など研究科等により登録方法が異なることがあります。登録できない場合は当該研

究科等に問い合せてください。 

(2) 研究指導届の提出について 

  前期始めの指定する期日（履修登録最終日頃）までに，所定の「研究指導届」に研究

題目を記入し，主指導教員及び副指導教員の承認印をもらい，所属専攻事務室に提出し

てください。 
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  学生支援室では「研究指導届」が提出されると「研究指導」「特別研究」を「My もみ

じ」に登録します。その「研究指導」の評価は合格・不合格，「特別研究」の評価は秀，

優，良，可，不可の５段階評価で学業成績表に表示されます。 

(3) ５研究科共通講義・共同セミナーについて 

  自然科学・技術系研究科（総合科学，理学，先端物質科学，工学，統合生命科学：以

下「５研究科」と称する）の共通講義あるいは共同セミナーと位置づけられた科目を修

了要件単位として認定しています。 

  ５研究科共同セミナーは，上記の５研究科内で実施される学術講演・セミナー等を５

研究科学生に広く聴講可能にするもので，博士課程前期を通じて 15 回以上の出席をも

って２単位を認定しています。受講手続きは以下の方法で行います。 

① 理学研究科学生支援室で５研究科共同セミナー用の「聴講届」を受け取ってください。 

② ５研究科共同セミナーの案内を所定の掲示板にその都度掲示しますので，共同セミナ

ー受講後，「聴講届」に共同セミナーの世話教員の出席確認印をもらってください。 

③ 共同セミナーを 15 回以上受講後，「聴講届」に専攻長の承認印を受け，理学研究科学

生支援室に提出してください。 

 

Ⅱ 博士課程後期の学生 

博士課程後期学生用の授業科目は，全ての専攻で開設されています。なお，数学専攻

の学生は，「特別研究」のみのため履修登録の必要はありませんが，博士課程前期開設

等の授業科目を履修する場合および物理科学専攻，化学専攻，及び地球惑星システム学

専攻の学生は，「特別研究」を除き「My もみじ」に登録してください。 

  研究指導届の提出について 

  前期始めの指定する期日（履修登録最終日頃）までに，所定の「研究指導届」に研究

題目を記入し，主指導教員及び副指導教員の承認印をもらい，所属専攻事務室に提出し 

てください。 

  学生支援室では，「研究指導届」が提出されると「研究指導」「特別研究」を「My もみ

じ」に登録します。その「研究指導」の評価は合格・不合格，「特別研究」の評価は秀,

優,良,可,不可の５段階評価で学業成績表に表示されます。 

 

Ⅲ 成 績 

・学業成績の評価は，秀，優，良，可，不可の５段階で評価し，秀，優，良，可を合格と   

します。 

 評価方法については各授業科目のシラバスを参照してください。ただし，「研究指導」，

「５研究科共同セミナー」は合格，不合格の２段階評価とします。 

・成績の発表は，前期の成績については９月上旬，後期の成績については３月上旬に行い

ます。発表後は学生情報システム「My もみじ」により成績を確認することができます。 

・成績に疑義のある場合は，「１５ 成績評価に対する異議申立制度について」（１６１頁） 

 を参照ください。 
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８ 修士論文の提出・審査について 

 

１ 論文題目の提出 

   修士論文を提出する修了予定の学生は，主指導教員及び副指導教員の承認を得て，所

定の修士論文題目届を１月１５日までに（９月修了予定者は，７月中旬までに）専攻事

務室又は理学研究科学生支援室に提出してください。詳細については 12 月上旬に掲示

します。 

 

２ 論文の提出 

  期 日： ２月８日（９月修了予定者は，７月末日） 

  部 数： １部 

  提出先： 理学研究科 各専攻事務室 

 

３ 論文の審査及び最終試験 

 (1) 専攻毎に２月中旬に論文発表会を実施します。（９月修了予定者は，別途指示する日） 

 (2) 日程等は，別途掲示により通知します。 

(3) 論文の評価は，秀，優，良，可を合格，不可を不合格とします。 

 (4) 最終試験の評価は，合格，不合格とします。 

 

４ 修了認定 

  ３月上旬の研究科教授会（９月修了予定者は，９月上旬）において修了と認定された

学生は，３月２３日（９月修了者は，９月２０日）をもって当該課程を修了することに

なります。 

（注）上記期日が土曜日・日曜日・祝日に当たるときは，期日を変更し，あらかじめ掲示

等によりお知らせします。 

 

（博士課程前期の修了要件） 

単 位 数 特別研究８単位およびその他の必修単位を含む 30 単位以上 

研究指導 合格（１セメ～４セメ，学期ごとに評価） 

修士論文 合格（秀，優，良，可で評価） 

最終試験 合格 

※在学期間については，優れた研究業績を上げたと認定された者については１年以上在学

すれば足りるものとし，その業績を特別研究の８単位のうち２単位または４単位に換算

します。 
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９ 教育職員専修免許状の取得について 
 

１．専修免許状を取得するための所要資格 

免許法別表第 1（第 5 条関係） 

第１欄 第２欄 第３欄 

所要資格 

 

免許状の種類 

 

基礎資格 

大学院において修得することを必要と
する最低単位数 

教科又は教職に関する科目 

中学校教諭専修免許状 修士の学位を有すること ２４ 

高等学校教諭専修免許状 〃 ２４ 

 

２．免許法上の単位修得方法 

  次の各号のいずれかに該当している者は，本研究科博士課程前期を修了すれば，中

学校及び高等学校教諭専修免許状を取得することができる。 

  なお，下記の（3）に該当する者は，事前に学生支援室と相談のうえ，不足単位を補

うこと。 

(1) 中学校及び高等学校教諭一種免許状の数学又は理科を取得している者。 

(2) 学士の学位を有し，大学において中学校及び高等学校教諭一種免許状の数学又は理

科の免許状取得に必要な単位を充足している者。 

(3) 上記(2)の単位を充足していない者で，博士課程前期在学中に不足単位を補って，所

要の単位を充足した者。 

 

 各専攻毎に取得できる専修免許状の種類，教科と本研究科で開講される該当授業科目

との関係を示すと次のとおりである。この中から 24 単位以上を修得しなければならない。 

 なお，各専攻の特別講義（集中講義），理学融合教育科目及び大学院共通授業科目の単

位は上記 24 単位には含まれないので注意すること。 

専 攻 名 
取得できる専修免許状の種類，教

科 
該当授業科目 

数学専攻 
中学校教諭専修免許状（数学） 
高等学校教諭専修免許状（数学） 

「総合数理特論Ｄ」を除く数学専
攻の授業科目全部 

物理科学専攻 
中学校教諭専修免許状（理科） 
高等学校教諭専修免許状（理科） 

「分子分光学・光化学」，「分子光
科学セミナー」，「物理科学エクス
ターンシップ」を除く物理科学専
攻の授業科目全部 

化学専攻 
中学校教諭専修免許状（理科） 
高等学校教諭専修免許状（理科） 

「グローバル化学特論」及び「生
物無機化学」を除く化学専攻の授
業科目全部 

地球惑星システム学専攻 
中学校教諭専修免許状（理科） 
高等学校教諭専修免許状（理科） 

地球惑星システム学専攻の授業
科目（次頁参照） 
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地球惑星システム学専攻：○印がついている科目を２４単位以上履修 

必 
 

 

修 

地球惑星分野融合セミナーI 

地球惑星システム学特別研究  

地球惑星ミッドターム演習 I 

太陽系進化論 

地球史 

地球ダイナミクス 

断層と地震 

○ 
○ 
× 
○ 
○ 
○ 
○ 

 

選 
 

 

択 

地球内部物質学  

東アジアのテクトニクス  

資源地質学  

岩石レオロジーと変形微細組織  

地球惑星物質分析法  

地球惑星インターンシップ  

国際化演習Ⅰ  

国際化演習Ⅱ  

Earth and Planetary Science  

ﾅﾉｽｹｰﾙ鉱物学に関する ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ 

地球惑星物資学セミナーⅠ  

地球惑星化学セミナーⅠ  

地球惑星物理セミナーⅠ  

○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
× 
× 
× 
× 
○ 
× 
× 
× 

地球惑星システム学特別講義（集中講義） × 
    ※平成 30 年度入学生から適用 

 

３．免許状授与の申請手続き 

  免許状の授与を願い出る者は，次に掲げる書類等を学生支援室経由で，広島県 

教育委員会へ提出しなければならない。 

(1) 教育職員免許状授与申請書 (2)宣誓書 (3)履歴書 (4)整理カード 

(5)学力に関する証明書 (6)基礎となる免許状の写  

備 考 

１．修了予定者は，指定する日までに上記書類を取り揃え，学生支援室に提出す 

ること。 

２．中学校と高等学校の両方に申請する場合は２通作成すること。 
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１０ 広島大学学位規則 

(平成 16 年 4 月 1 日規則第 8 号) 
広島大学学位規則 

目次 
第 1 章 総則(第 1 条) 
第 2 章 学位授与の要件及び専攻分野(第 2 条・第 3 条) 
第 3 章 博士の学位授与の申請及び学位論文の審査方法等(第 4 条－第 10 条) 
第 4 章 博士の学位授与等(第 11 条－第 14 条) 
第 5 章 雑則(第 15 条－第 17 条) 
附則 

 
第 1 章 総則 

(趣旨) 
第 1 条 この規則は，学位規則(昭和 28 年文部省令第 9 号)第 13 条第 1 項，広島

大学通則(平成 16 年 4 月 1 日規則第 2 号)第 46 条第 2 項及び広島大学大学院規

則(平成 20 年 1 月 15 日規則第 2 号)第 46 条第 3 項の規定に基づき，広島大学

(以下「本学」という。)が行う学位の授与に関し必要な事項を定めるものとす

る。 
第 2 章 学位授与の要件及び専攻分野 

(学位授与の要件) 
第 2 条 本学を卒業した者には，学士の学位を授与する。 
2 本学大学院の課程を修了した者には，修士若しくは博士の学位又は専門職学

位を授与する。 
3 前 2 項に定めるもののほか，博士の学位は，本学大学院の博士課程を経ない

者であっても学位論文を提出してその審査に合格し，かつ，試問に合格した

ときにも授与する。 
(専攻分野の名称) 

第 3 条 学士の学位を授与するに当たっては，別表第 1 に掲げる専攻分野の名

称を付記するものとする。 
2 修士及び博士の学位を授与するに当たっては，別表第 2 に掲げる専攻分野の

名称を付記するものとする。 
3 専門職学位を授与するに当たっては，別表第 3 に掲げる学位の名称を付記す

るものとする。 
第 3 章 博士の学位授与の申請及び学位論文の審査方法等 

(博士の学位授与の申請及び受理) 
第 4 条 博士の学位の授与の申請に要する学位論文は 1 編とし，2 通を提出する

ものとする。ただし，別に参考論文を添付することができる。 
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2 前項の学位論文の審査のため必要があるときは，論文の訳文，模型及び標本

等を提出させることができる。 
3 第 2 条第 3 項に該当する者が，博士の学位の授与を申請する場合は，学位申

請書に学位論文，論文目録，論文の要旨，履歴書及び審査手数料 57,000 円を

添え，学位に付記する専攻分野の名称を指定し，当該研究科の長を経て学長

に提出するものとする。ただし，本学大学院の博士課程に所定の修業年限以

上在学し，所定の単位を修得し(博士課程の後期の課程に単位の修得の定めが

ない場合は，単位の修得を要しない。)，かつ，学位論文の作成等に対する指

導を受けた後退学した者(以下「本学大学院博士課程の教育課程を終えて退学

した者」という。)が，再入学しないで，退学したときから 1 年以内に博士の

学位の授与を申請するときは，審査手数料を免除することができる。 
4 前項により学位論文の提出があったときは，学長は，学位に付記する専攻分

野の名称により，適当と認める研究科の教授会(以下「教授会」という。)に審

査を付託する。 
5 受理した学位論文及び審査手数料は，いかなる理由があってもこれを返還し

ない。 
(審査委員会・試問委員会) 

第 5 条 教授会は，博士の学位論文の審査及び試験を行うため，審査委員 3 人

以上からなる審査委員会を設ける。 
2 教授会は，第 2 条第 3 項に定める試問を行うため，試問委員 3 人以上からな

る試問委員会を設ける。 
3 教授会において必要と認めたときは，当該研究科若しくは他の研究科の教員

又は他の大学院若しくは研究所等の教員等を審査委員又は試問委員に加える

ことができる。 
(試験及び試問の方法) 

第 6 条 試験は，博士の学位論文を中心として，これに関連ある科目について

行うものとする。 
2 試問は，筆答試問及び口頭試問により，専攻分野に関し本学大学院において

博士課程を修了した者と同等以上の学力を有することを確認するために行う。 
3 前項の試問については，外国語は 2 種類を課することを原則とする。ただし，

教授会が特別な事由があると認めたときは，1 種類のみとすることができる。 
4 本学大学院博士課程の教育課程を終えて退学した者から各研究科が定める年

限内に学位論文を受理したときは，第 2 条第 3 項の規定にかかわらず，試問

に代えて試験とする。 
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(審査期間) 
第 7 条 博士の学位論文の審査及び試験又は試問は，学位論文を受理したとき

から 1 年以内に終了するものとする。ただし，特別の事由があるときは，教

授会の議を経て，その期間を 1 年以内に限り延長することができる。 
(審査委員会・試問委員会の報告) 

第 8 条 審査委員会は，学位論文の審査及び試験を終了したときは，直ちに論

文の内容の要旨，論文審査の要旨及び試験の結果の要旨を，文書をもって教

授会に報告しなければならない。 
2 試問委員会は，試問を終了したときは，直ちにその結果の要旨を，文書をも

って教授会に報告しなければならない。 
(教授会の審議決定) 

第 9 条 教授会は，前条の報告に基づいて審議の上，博士の学位を授与すべき

かどうかを議決する。 
2 前項の議決をするには，教授会の構成員(海外出張中及び長期療養中の者を除

く。)の 3 分の 2 以上の出席を必要とし，かつ，出席者の 3 分の 2 以上の賛成

がなければならない。 
3 教授会において必要と認めたときは，当該研究科若しくは他の研究科の教員

又は他の大学院若しくは研究所等の教員等を，この審議に出席させることが

できる。ただし，その出席者は，議決に加わることはできない。 
(教授会の報告) 

第 10 条 教授会が博士の学位を授与できるものとしたときは，研究科の長は，

学位論文とともに論文の内容の要旨，論文審査の結果の要旨及び試験又は試

問の結果の要旨を，文書をもって学長に報告しなければならない。 
2 教授会が博士の学位を授与できないものとしたときは，研究科の長は，その

旨を文書をもって学長に報告しなければならない。 
第 4 章 博士の学位授与等 

(博士の学位授与) 
第 11 条 学長は，前条の報告を踏まえ，博士の学位を授与すべき者には，学位

記を授与し，博士の学位を授与できない者には，その旨を通知する。 
(博士の学位登録) 

第 12 条 本学が博士の学位を授与したときは，学長は，学位簿に登録し，文部

科学大臣に報告するものとする。 
(学位論文要旨の公表) 

第 13 条 本学が博士の学位を授与したときは，当該博士の学位を授与した日か

ら 3 月以内に，当該博士の学位の授与に係る論文の内容の要旨及び論文審査

の結果の要旨をインターネットの利用により公表するものとする。 
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(学位論文の公表) 
第 14 条 本学において博士の学位を授与された者は，当該博士の学位を授与さ

れた日から 1 年以内に，当該博士の学位の授与に係る論文の全文を公表しな

ければならない。ただし，当該博士の学位を授与される前に既に公表したと

きは，この限りでない。 
2 前項の規定にかかわらず，博士の学位を授与された者は，やむを得ない事由

がある場合には，学長の承認を受けて，当該博士の学位の授与に係る論文の

全文に代えてその内容を要約したものを公表することができる。この場合に

おいて，学長は，その学位論文の全文を求めに応じて閲覧に供するものとす

る。 
3 博士の学位を授与された者が行う前 2 項の規定による公表は，本学の協力を

得て，インターネットの利用により行うものとする。 
4 前 3 項の規定により当該博士の学位の授与に係る論文を公表するときは，

「広島大学審査学位論文」と明記しなければならない。 
第 5 章 雑則 

(修士若しくは博士の学位又は専門職学位の授与の取消し) 
第 15 条 本学において修士若しくは博士の学位又は専門職学位を授与された者

が，次の各号のいずれかに該当するときは，学長は，教育研究評議会(以下

「評議会」という。)の議を経て，修士若しくは博士の学位又は専門職学位の

授与を取り消し，学位記を返還させるものとする。 
(1) 不正の方法により修士若しくは博士の学位又は専門職学位を受けたこと

が判明したとき。 
(2) その名誉を汚辱する行為があったとき。 

2 評議会において，前項の議決を行う場合は，評議員(海外出張中及び長期療養

中の者を除く。)の 3 分の 2 以上の出席を必要とし，かつ，出席者の 4 分の 3
以上の賛成がなければならない。 

3 学位の授与を取り消したときは，その旨の理由を付して本学学報に公表する

ものとする。 
(学位記及び申請書等の様式) 

第 16 条 学位記及び第 4 条第 3 項の申請書等の様式は，別記様式第 1 号から別

記様式第 7 号までのとおりとする。 
(その他) 

第 17 条 この規則に定めるもののほか，学位の授与に関し必要な事項は，各学

部又は各研究科が定める。 

附 則 
1 この規則は，平成 16 年 4 月 1 日から施行する。 
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2 平成 15 年度以前に入学した学生の学士の学位に付記する専攻分野の名称に

ついては，別表第 1 の規定にかかわらず，なお従前の例による。 
3 平成 15 年度以前に入学した学生の修士又は博士の学位に付記する専攻分野

の名称については，別表第 2 の規定にかかわらず，なお従前の例による。 
4 第 2 条第 3 項の規定による博士の学位の授与は，本学大学院の博士課程を経

た者に同種類の学位を授与した後において取扱うものとする。 
 
(略) 
 
附 則 

 

この規則は，平成 31 年 4 月 1 日から施行する。 

別表第 1(第 3 条第 1 項関係) 

学士の学位に付記する専攻分野の名称 
学部名 専攻分野の名称 備考 

総合科学部 総合科学   
文学部 文学   
教育学部 教育学 第五類(心理学系コース)を除く 

心理学 第五類(心理学系コース) 
法学部 法学   
経済学部 経済学   
理学部 理学   
医学部 医学 医学科 

看護学 保健学科(看護学専攻) 
保健学 保健学科(理学療法学専攻及び作業療法学専攻) 

歯学部 歯学 歯学科 
口腔健康科学 口腔健康科学科 

薬学部 薬学 薬学科 
薬科学 薬科学科 

工学部 工学   
生物生産学部 農学   
情報科学部 情報科学  

別表第 2(第 3 条第 2 項関係) 

修士及び博士の学位に付記する専攻分野の名称 
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研究科名 専攻分野の名称 
修士 博士 

総合科学研究科 学術 学術 
文学研究科 文学 文学 
教育学研究科 教育学 教育学 

心理学 心理学 
学術 学術 

社会科学研究科 法学 法学 
経済学 経済学 
学術 学術 
マネジメント マネジメント 

理学研究科 理学 理学 
先端物質科学研究科 理学 理学 

工学 工学 
学術 学術 

工学研究科 工学 工学 
学術 学術 

国際協力研究科 学術 学術 
教育学 教育学 
工学 工学 
農学 農学 
国際協力学 国際協力学 

統合生命科学研究科 理学 理学 
 工学 工学 
 農学 農学 
 学術 学術 
医系科学研究科 医科学 医学 
 歯科学 歯学 
 公衆衛生学 薬学 
 薬科学 学術 
 看護学 医科学 
 保健学 歯科学 
 口腔健康科学 薬科学 
 学術 看護学 
  保健学 
  口腔健康科学 
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別表第 3(第 3 条第 3 項関係) 

専門職学位に付記する学位の名称 
研究科名 学位の名称 

教育学研究科 教職修士(専門職) 
法務研究科 法務博士(専門職) 

 
別記様式・・・添付略 
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１１ 広島大学学位規則理学研究科内規 

平成16年4月1日研究科長決裁 
   広島大学学位規則理学研究科内規 
 (趣旨) 
第1条 この内規は，広島大学学位規則（平成16年4月1日規則第8号。以下「規則」という。）

第17条の規定に基づき，広島大学大学院理学研究科における学位の授与に関し必要な事項を

定める。 
(在学中の学位申請) 

第2条 規則第2条第2項により博士(理学)の学位の授与を申請しようとする者は，1月31日まで

に別紙様式による学位申請の手続をしなければならない。 
(学位申請の受理) 

第3条 博士(理学)の学位申請があつた場合には，理学研究科教授会(以下「研究科教授会」と

いう。)に受理すべきかどうかを諮るものとする。 
(審査委員会) 

第4条 審査委員会は，学位請求論文の内容に関係の深い専門分野の教授3名以上をもつて組織

する。 
2 審査委員に事故があつた場合には，研究科教授会の議を経て研究科長が委員を変更するこ

とができる。 
3 研究科教授会の議を経て研究科長が必要と認めた場合には，理学研究科若しくは他の研究

科の教員又は他の大学院若しくは研究所等の教員等を委員に加えることができる。 
4 審査委員会に，主査を置く。 

(学位論文の公聴会) 
第5条 審査委員会は，学位論文の公聴会を開催するものとする。 
2 公聴会の日程等は，開催日の1週間前までに公示するものとする。 

(試問委員会) 
第6条 試問委員会は，学位請求論文の内容に関係の深い専門分野の教授3名以上をもつて組織

する。ただし，委員のうちには他専攻の教授を含むものとする。 
2 試問委員に事故があつた場合には，研究科教授会の議を経て研究科長が委員を変更するこ

とができる。 
3 研究科教授会の議を経て研究科長が必要と認めた場合には，理学研究科若しくは他の研究

科の教員又は他の大学院若しくは研究所等の教員等を委員に加えることができる。 
4 試問委員会に，主査を置く。 

(試験及び試問の方法) 
第7条 規則第6条第3項の試問に課する外国語は，理学研究科においては，1種類とする。 
2 規則第6条第4項の所定の年限は，理学研究科においては，3年とする。 

(学位授与の期日) 
第8条 論文審査及び最終試験に合格した者の博士の学位授与の期日は，次のとおりとする。 

(1) 標準修業年限内に合格した者   学期末 
ただし，研究科教授会の議を経て研究科長が特別な事由があると認めた場合には合格

した日とすることができる。 
(2) その他の者           合格した日 
(内規の改正) 

第9条 この内規を改正する場合は，研究科教授会の議を経て行う。 
附 則 

この内規は，平27年4月1日から施行する。  
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１２ 広島大学大学院理学研究科 学位授与の判定基準及び学位論文の評価基準 

 
 
 

【博士課程前期】 
広島大学大学院理学研究科では，研究倫理教育（標準プログラム）を修了した者に対して，

次の判定基準に基づいて修士の学位審査を行い，適当と認められる者に対して，修士（理

学）の学位を授与する。 
 
（学位論文の判定基準） 
1. 修士の学位を受ける者は，学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）に基づき，当該専門 

分野における研究能力及び高度な専門的能力を身につけていること，さらに幅広い教養と 

総合的な判断力を有していること。 

2. 修士論文は，次に定める「学位論文の評価基準」に基づき評価を受けることとし，修士 

の学位を受ける者は，当該専門分野の発表会・審査委員会で学術研究に相応しい研究発表 

を行い，質疑に対し論理的かつ明解に応答すること。 

3. 修士学位論文の提出の手続きについては，別に定める。 

 

（学位論文の評価基準） 
 論文の審査項目 

1．当該研究領域における修士としての十分な知識を修得し，問題を的確に把握し，解明す 

る能力を身につけているか。 

2．研究テーマの設定が申請された学位に対して妥当なものであり，論文作成にあたっての 

問題意識が明確であるか。 

3．論文の記述（本文、図、表、引用など）が十分かつ適切であり，結論に至るまで首尾一 

貫した論理構成になっているか。 

4．設定したテーマの研究に際して，適切な研究方法，調査・実験方法，あるいは論証方法 

を採用し，それに則って具体的な分析・考察がなされているか。 

5．当該研究領域の理論的見地または実証的見地から見て，独自の価値を有するものとなっ 

ているか。 
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【博士課程後期】 
広島大学大学院理学研究科では，研究倫理教育（標準プログラム）を修了した者に対 

して，次の判定基準に基づいて博士の学位審査を行い，適当と認められる者に対して，

博士（理学）の学位を授与する。 
 
（学位論文の判定基準） 
１．博士の学位を受ける者は，学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）に基づき，国際的 

な視野に立った学際的な学識を備え，当該専門分野における研究を自立して実践できる 

能力及び高度な専門的能力を有していること。 
２．博士論文は，次に定める「学位論文の評価基準」に基づき評価を受けることとし，博 

士の学位を受ける者は，当該専門分野の発表会・審査委員会で学術研究に相応しい研究 

発表を行い，質疑に対し論理的かつ明解に応答すること。 
３．博士学位論文の提出の手続きについては，別に定める。 
 
（学位論文の評価基準） 
 論文の審査項目 

1．当該研究領域における博士としての十分な知識を修得し，問題を的確に把握し，解明す 

る能力を身につけているか。 

2．研究テーマの設定が申請された学位に対して妥当なものであり，論文作成にあたっての 

問題意識が明確であるか。 

3．論文の記述（本文，図，表，引用など）が十分かつ適切であり，結論に至るまで首尾一 

貫した論理構成になっており，論理的に明確な結論が導かれているか。 

4．設定したテーマの研究に際して，適切な研究方法，調査・実験方法，あるいは論証方法 

を採用し，それに則って具体的な分析・考察がなされているか。 

5．当該研究領域の理論的見地または実証的見地に加え，国際的な学術水準および学際的観 
点から見て，独自の価値を有するものとなっているか。 
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１３ 博士学位請求論文受理手続マニュアルについて 

 

 理学研究科のいずれかの専攻において学位請求論文の審査を希望する者は，課程博士・論文博士の別

なく，理学研究科に論文受理の手続きを行う前に，その専攻で予備的手続きを行う。その標準的な手順

は，以下の「学位請求論文の受理前の予備的手続き」に述べるようなものとする。なお，論文の形式は

１４「博士学位請求論文の提出・審査について」の「４ 学位請求論文の形式」に説明する２種類のう

ち，いずれか一方に限る。  また，学位申請の詳細については，学生支援室で入手できる。 

 

学位請求論文の受理前の予備的手続き 

 １）学位請求論文の審査を受けることを希望する者は，まず，希望する専攻に属する関連分野の教員

（教授又は准教授）に申し出て，その指示を受ける。申し出を受けた教員は，論文内容が審査の対

象となり得ると判断したときは，論文受理に必要な形式を整えるよう指示をする。事務的手続きに

関しては，学生支援室に申し出れば，関係書類及びその書き方一式を入手できる。 

 ２）学位請求論文の形式は，後述の形式Ⅰあるいは形式Ⅱの 2種類のうち，いずれかとする。 

 ３）いずれの形式の学位請求論文の場合でも，まず，１～2 部を審査を希望する専攻に提出し，受理

のための予備的審査を受けなければならない。専攻で受理のための予備的審査を受ける段階では，

仮綴じしたものでよい。 

 ４）学位請求論文及び必要書類等（履歴書，学位請求論文の要旨及び論文目録を含む。） 

は一括して，関連教員を通じ専攻長あてに提出するものとする。 

 ５）学位請求論文の提出を受けた場合，専攻長は，理学研究科への正式申請に先だって，専攻の教授

会に受理の可否を予備的に諮らなければならない。 

 ６）専攻の教授会は，関連分野の教員の説明を受けた後，提出論文がその専攻分野の博士論文として

審査の対象に相応しいか否か，及び形式的要件を満たしているか否かを精査する。 

 ７）参考論文（参考論文がある場合）及び添付書類等についても必要な要件を満たしているか否かを，

専攻の教授会で精査する。 

 ８）提出された論文が受理に必要な要件を満たしていない場合は，専攻長から申請者にその旨を連絡

し，場合によっては，その理由を付して学位請求論文及び提出書類を返却する。 

 ９）必要な要件を満たしていると判断した場合は，論文審査担当者・試問担当者等の候補を決めた上

で，専攻長は申請者に理学研究科への正式な受理願いの手続きを指示する。 
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１４ 博士学位請求論文の提出・審査について 

 

１ 論文の提出期限 

 博士の学位請求論文を提出予定の学生は，あらかじめ主指導教員及び副指導教員の承認及び専攻で

の予備審査を経て，提出書類(1)～(10)を原則として下記の期日までに理学研究科学生支援室に提出

してください。なお，提出期限は会議の日程に合わせて変更になることがありますので事前に学生支

援室で確認してください。 

・ ３月修了希望者： １月３１日 

・ ９月修了希望者： ６月・７月の第２金曜日 

ただし，博士課程後期の標準修業年限３年を超えて在学する者及び広島大学大学院 

 理学研究科細則第１３条に該当する早期修了者は，随時提出することができます。その 

 場合は，修了を希望する月の２ヶ月前の第２金曜日までに提出してください。 

 なお，原則８月は会議を開催しません。 

２ 提出書類 

(1) 学 位 申 請 書： ２部（「(1)学位申請書」参照） 

(2) 論 文 目 録： ２部（「(2)論文目録（表紙）」参照） 

(3) 論文要旨(紙媒体)：２部（論 文 題 目 (和 訳 ) ,氏 名 ,Ａ ４ 版 ２ ペ ー ジ 以 内 ,Ａ ４ 版 縦 ， 左 横 書） 

(4) 論文要旨(電子データ)：(3)の内容を「PDF」で，電子媒体で提出 

(5) 履 歴 書： ２部（記入例参照） 

(6) 学位請求論文： ６部（仮綴したもの） 

(7) 公表論文の共著者からの「承諾書」（形式Ⅱの場合）：１部（記入例参照） 

(8) 博士の学位論文の提出及び公表に係る確認書（申請書）：２部（別紙様式） 

(9) 論文の全文(電子データ)：「PDF」で，学位授与審査日の前日までに，公表論文及び 

参考論文を除き，電子媒体で提出 

(10) 論文の要約(電子データ)：「PDF」で，学位授与審査日の前日までに電子媒体で提出 

  （上記 (10)については，「やむを得ない事由」で論文が公表できない場合のみ，例を参考にして作

成し提出） 

 

＊ 「やむを得ない事由」により，全文に代えて要約の公表を申請した者が,「やむを得ない事由」が

解消された場合は，指導教員のサインを得て,再度提出してください。 

 

［注意事項］ 

１．氏名（漢字），生年月日，本籍は，戸籍と相違ないように注意してください。 

２．提出書類は，１部はオリジナルとし，他はコピーで可（ただし，氏名及び印欄については，すべ

て自署・押印してください。（コピー不可）） 

３．著作権を学会等に移譲している論文について，学位論文を公表する際には，機関リポジトリへの

掲載許可を著作権者から得る必要があります。 

また、学位論文として申請する論文の著作権がどこにあるのか，機関リポジトリでの公表が許可

されているのかを必ず確認し，必要な許諾を得てください。 

 

 

 － 67－



３ 提出書類の様式及び記入例 

(1) 学位申請書 

 

 

 

 

 

 

平成  年  月  日 

 

広島大学長 殿 

 

                     氏名        印 

      

学 位 申 請 書 

 

学 位 論 文 ， 論 文 要 旨 お よ び 履 歴 書 を 添 え て 博 士 （ 理 学 ）

の 学 位 の 授 与 を 申 請 し ま す 。  
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(2) 論文目録（表紙） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（論文目録の記入例） 氏 名  

 主論文 

   Title of Doctoral Thesis 

 （学位請求論文題目の和訳） 

（形式Ⅰの場合） 

   ･･･････Journal, 111(10)(1997)5-10. 

  （○○誌）平成○○年○月 出版予定（○○○○出版） 

（形式Ⅱの場合） 

公表論文 

 (1) Title of the published article 1 on which the thesis in mainly based. 

       著者名 Name(s) of author(s) 

       ･･･････Journal, 98(3)(1998)100-107. 

  (2) Title of the published article 2 on which the thesis in mainly based. 

       著者名 Name(s) of author(s) 

       ･･･････Letters, 70 (1995)15-18. 

  (3) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

（参考論文を添付する場合） 

参考論文 

  (1) Title of the reference article 1 to which you contribute. 

       著者名 Name(s) of author(s) 

       ･･･････Journal, 111(10)(1997)5-10. 

  (2) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

（注意） 

＊ 論文題目が外国語の場合は，和訳をつけて，外国語，日本語の順序で列記してください。 

 ＊ 論文題目，著者名，学協会誌名，巻(号)，発表年(西暦)，最初と最後のページは，項目

の順序を入れ替えて記載しても可。 

 ＊ 形式Ⅰの場合…主論文をまだ公表していないときは，公表予定の方法及び時期を記載し

てください。 

 ＊ 主論文，公表論文がまだ公表されていないときは，掲載可として受理されていることを

確認できる証明書を添付してください。 

 ＊ 公表論文，参考論文が２つ以上ある場合は，列記してください。 

 ＊ 公表論文，参考論文には和訳をつける必要はありません。 

 ＊ 共著者がある場合は，その氏名を付記してください。 

論  文  目  録 

 

 

               学位申請者 

               氏   名                印 
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(3) 論文要旨の記入例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学位論文要旨 
 

Title of Doctoral Thesis 
（学位請求論文題目の和訳） 

 
                     氏 名 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

※ Ａ４版２ページ以内，Ａ４版縦，左横書 

－ 70－



 

(4)履歴書の記入例      履   歴   書 

   ふりがな  

本  籍 
(都道府県) 

  ℡ 氏 名   

現 住 所 
〒 

 
生年月日    年  月  日 

E-mail:  

年 月 日 学 歴 ・ 職 歴 ・ 研 究 歴 ・ 賞 罰 

       学  歴 

      ○○県立○○高等学校卒業 

      ○○大学○○学部○○学科入学 

      ○○大学○○学部○○学科卒業 

      広島大学大学院理学研究科（博士課程前期）○○学専攻入学 

      広島大学大学院理学研究科（博士課程前期）○○学専攻修了 

      広島大学大学院理学研究科（博士課程後期）○○学専攻進学 

      広島大学大学院理学研究科（博士課程後期）○○学専攻修了見込み 

       職  歴 

       なし 

    

       研 究 歴 

      鉱物の合成実験を行い参考論文１を発表 

      ペクマタイト鉱物及び稀元素の粘土鉱物への吸着等について研究 

        

       賞  罰 

       なし 

  上記のとおり相違ありません。 

      平成  年  月  日 

                氏名               印 

備考 １ 履歴事項は，高等学校卒業後の履歴について年次を追って記入してください。 

   ２ 学歴，職歴は年月日まで記入してください。（研究歴は年月まででよい。） 

   ３ 本学大学院博士課程の教育課程を終えて退学した者は，単位修得証明書を添付してください。 

   ４ 職歴を記入する場合，ＴＡ・ＲＡは記入しないでください。 

   ５ 研究歴は，修士課程または博士課程前期から記入してください。 

   ６ 職歴，賞罰に該当事項がない場合は，それぞれ「なし」と記入してください。 
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４ 学位請求論文の形式 

（１）形式Ⅰ（Original Paper を主論文とする場合） 

 1.1) 主論文は，学会誌又はそれに準ずる確かなレフェリー制のある公開誌（紀要も含む。以下，論

文誌と呼ぶ。）に，既に掲載されている原著論文か，掲載可として受理されている原著論文のコ

ピーとする。後者の場合は，掲載可として受理されていることを確認できる証明書を必要とする。 

 1.2) 原著論文の著者は，学位申請者の単独名でなければならない。 

 1.3) 主論文の他に，参考論文を添付することができる。 

 1.4) 参考論文は，共著でも可とする。 

 1.5) 主論文及び参考論文は共に，全体構成が分かるような目次を付した上でまとめなければならな

い。（学位申請に際しては仮綴じでよい。） 

（２）形式Ⅱ（Thesis を主論文とする場合） 

 2.1) 主論文として，学位申請のために書き下ろした Thesis を当てる。 

 2.2) 主論文そのものは，そのままの形で論文誌に掲載される必要はないが，その主要な部分が原著

論文として，論文誌に既に掲載されているか，掲載可として受理されていなければならない。（こ

の原著論文を公表論文と呼ぶ。）後者の場合は，掲載可として受理されていることを確認できる

証明書を必要とする。 

 2.3) 主論文の著者は，学位申請者の単独名でなければならない。 

 2.4) 公表論文は，共著であってもよい。すなわち，公表論文の著者は，学位申請者を含む複数であ

ってもよい。ただし，同一論文で複数の学位申請を禁じるため，共著論文を公表論文とする場合，

共著者から学位請求論文に使うことに関する承諾書を得なければならない。 

 2.5) 主論文・公表論文の他に，参考論文を添付することができる。 

 2.6) 公表論文は，参考論文に数えない。 

 2.7) 参考論文は，共著でも可とする。 

 2.8) 主論文，公表論文及び参考論文は共に，全体構成が分かるような目次を付した上でまとめなけ

ればならない。（学位申請に際しては仮綴じでよい。） 

 

５．学位請求論文の書き方 

  学位請求論文の書き方について，受理審査に使う仮綴じの論文の標準的な形式を例として示す。 

 

 （１）表紙：横書きで，次の事項を上から順に記載する。 

  a. 広島大学学位請求論文 

  b. 題目 

  c. (題目の和訳) [和文題目の場合は不要] 

  d. “論文提出の西暦年の数字”年 [引用記号“”は不要。以下同様] 

  e. 広島大学大学院理学研究科“専攻名”専攻 

  f. 著者の氏名 

  g. 論文博士の場合には，著者の氏名の下にカッコ書きで（所属：“所属機関等の名称”） と記載す

る。 
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（２）形式Ⅰの場合 

 Ａ．全体の構成が分かるような「目次」を次の順に書く。 

  a. 目次 

  b. 主論文 

    主論文の題目（題目の和訳） [和文題目の場合は，後者は不要] 

    著者名（単独） 

    掲載誌等の名称，巻（号），出版年，頁（最初と最後の頁）など 

  c. [参考論文がある場合] 

    参考論文 

    参考論文の題目 

    著者名（共著者名も含む。） 

    掲載紙等の名称，巻（号），出版年，頁（最初と最後の頁）など 

    {参考論文が複数ある場合は，(1)・・・・・，(2)・・・・・などと番号を付けて参考論文の題

目以下を列記する。} 

 Ｂ．2 枚目以降：“主論文”の文字を入れた間紙を入れて，主論文を綴じる。 

 Ｃ．[参考論文がある場合] 

   主論文の後に，“参考論文”の文字とそのリスト[c. に準じる。]を記載した間紙を入れて，参考

論文を綴じる。 

（３）形式Ⅱの場合 

 Ａ．全体の構成が分かるような「目次」を次の順に書く。 

  a. 目次 

  b. 主論文 

    主論文の題目（題目の和訳） [和文題目の場合は，後者は不要] 

    著者名（単独） 

  c. 公表論文 

    公表論文の題目 

    著者名（共著者名も含む。） 

 掲載誌等の名称，巻（号），出版年，頁（最初と最後の頁）など 

    {公表論文が複数ある場合は，(1)・・・・・，(2)・・・・・などと番号を付けて公表論文の題

目以下を列記する。} 

  d. [参考論文がある場合] 

    参考論文 

    参考論文の題目 

    著者名（共著者名も含む） 

    掲載紙等の名称，巻（号），出版年，頁（最初と最後の頁）など 

    {参考論文が複数ある場合は，(1)・・・・・，(2)・・・・・などと番号を付けて参考論文の題

目以下を列記する。} 

 Ｂ．2 枚目以降：“主論文”の文字を入れた間紙を入れて，主論文を綴じる。 
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 Ｃ．主論文の後に，“公表論文”の文字とそのリスト[c. に準じる。]を記載した間紙を入れて，公表

論文を綴じる。 

 Ｄ．[参考論文がある場合] 

   公表論文の後に，“参考論文”の文字とそのリスト[d. に準じる。]を記載した間紙を入れて，参

考論文を綴じる。 
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 （４）学位請求論文（仮綴じの学位請求論文） 

（仮綴じの表紙）             Ａ（形式Ⅰの場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ファイルの表紙に貼ってください） 

 

 

Ｂ（形式Ⅰの場合）             Ｃ（形式Ⅰの場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

広島大学学位請求論文 

 

Title of Doctoral Thesis 

(学位請求論文題目の和訳) 

 

 

 

○○○○年 

広島大学大学院理学研究科 

○○○専攻 

大島 広理 

＊現職があれば氏名の下に（ ）書きで記載

してください。 

 

 

 

 

目  次 

 

１．主論文 

   Title of Doctoral Thesis 

   （学位請求論文題目の和訳） 

   大島 広理 

       ･･･････Journal, 95(8)(1999)5-56. 

 

２．参考論文 

(1) Title of the reference article 1 to which 

you contribute. 

      Name(s) of author(s) 

      ･･･････Journal, 111(10)(1997)5-10. 

(2) Title of the reference article 2 to which 

you contribute. 

      Name(s) of author(s) 

      Review of ･･･････ , 8 (1996)50-72. 

(3) ･･･････････ 

      ･･･････････ 

 

 

 

 

主論文 

 

参考論文 

 (1) Title of the reference article 1 to which 

you contribute. 

       Name(s) of author(s) 

       ･･･････Journal, 111(10)(1997)5-10. 

 (2) Title of the reference article 2 to which 

you contribute. 

       Name(s) of author(s) 

       Review of ･･･････ , 8 (1996)50-72. 

 (3) ･･･････････ 

      ･･･････････ 
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Ａ（形式Ⅱの場合）                       Ｂ（形式Ⅱの場合）     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ（形式Ⅱの場合）                      Ｄ（形式Ⅱの場合）     

主論文主論文 

目  次 

 

１．主論文 

   Title of Doctoral Thesis 

   （学位請求論文題目の和訳） 

   大島 広理 

        

２．公表論文 

 (1) Title of the published article 1 on which the thesis 

in mainly based. 

     Name(s) of author(s) 

     ･･･････Journal, 98(3)(1998)100-107. 

 (2) Title of the published article 2 on which the thesis 

in mainly based. 

      Name(s) of author(s) 

      ･･･････ Letters,70(1995)15-18. 

３．参考論文 

(1) Title of the reference article 1 to which you 

contribute. 

    Name(s) of author(s) 

    ･･･････Journal, 111(10)(1997)5-10. 

(2) Title of the reference article 2 to which you 

contribute. 

     Name(s) of author(s) 

     Review of ･･･････ , 8 (1996)50-72. 

 

 

 

主論文 

 

 

公表論文 

 

 (1) Title of the published article 1 on which the 

thesis in mainly based. 

     Name(s) of author(s) 

     ･･･････Journal, 98(3)(1998)100-107. 

 (2) Title of the published article 2 on which the 

thesis in mainly based. 

      Name(s) of author(s) 

      ･･･････ Letters,70(1995)15-18. 

 

参考論文 

 

(1) Title of the reference article 1 to which 

you contribute. 

    Name(s) of author(s) 

    ･･･････Journal, 111(10)(1997)5-10. 

(2) Title of the reference article 2 to which 

you contribute. 

     Name(s) of author(s) 

     Review of ･･･････ , 8 (1996)50-72. 
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（５）公表論文の共著者からの「承諾書」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

承諾書 
平成○○年○月○日 

 

私は，○○○○により出版された○○巻ｐｐ．○○にある論文“○○

○○”を広島大学理学研究科○○専攻博士課程後期○○○○の博士論

文の公表論文とすることを承諾します。 
 

                   署 名            
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（裏面に必要事項を記入してください。） 

 

博士の学位論文の提出及び公表に係る確認書（申請書） 

 
 広島大学が博士の学位を授与したときは，学位規則（昭和二十八年四月一日文部省令第九号）の第八

条，第九条及び広島大学学位規則（平成 16 年 4 月 1 日規則第 8 号）の第 13 条及び第 14 条に基づき，広

島大学学術情報リポジトリにおいて「学位論文の内容の要旨」，「学位論文審査の結果の要旨」及び「学

位論文の全文」を公表します。 

 博士の学位論文を提出するにあたり，学位の申請及び広島大学学術情報リポジトリにおける公表につ

いて以下の項目を確認のうえ，必要事項を記入してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学位申請者氏名  

論文提出先研究科  

論文題目  

 
問い合わせ先：  

① リポジトリ・著作権に関すること  

広島大学図書館 図書学術情報企画グループ 学術情報企画主担当 
Tel : 082-424-6228 (内線 東広島 6228)   Fax: 082-424-6211 (内線 東広島 6211) 
E-Mail : tosho-kikaku-jyoho @office.hiroshima-u.ac.jp 
広島大学学術情報リポジトリ（HiR）トップページ   http://ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/ 

 
② 確認書（申請書）・電子ファイル・学位論文審査に関すること 

各研究科支援室（学生支援グループ） 
 
③ 特許等に関すること 

指導教員 または 広島大学産学・地域連携センター知的財産部門 
Tel:  082-424-5597  Fax: 082-424-6133 
E-Mail: chizai@hiroshima-u.ac.jp 
 
 

※以下の項目は，事務で記入します。 

学位記番号 
甲 
乙 

第        号 学位授与年月日 年   月   日 

  

【広島大学学位規則（平成 16 年 4 月 1 日規則第 8 号）抜粋】 

(学位論文要旨の公表) 

第 13 条 本学が博士の学位を授与したときは，当該博士の学位を授与した日から 3 月以内に，当該博士の学位

の授与に係る論文の内容の要旨及び論文審査の結果の要旨をインターネットの利用により公表するものとす

る。 

(学位論文の公表) 

第 14 条 本学において博士の学位を授与された者は，当該博士の学位を授与された日から 1 年以内に，当該博

士の学位の授与に係る論文の全文を公表しなければならない。ただし，当該博士の学位を授与される前に既

に公表したときは，この限りでない。 

2 前項の規定にかかわらず，博士の学位を授与された者は，やむを得ない事由がある場合には，学長の承認を

受けて，当該博士の学位の授与に係る論文の全文に代えてその内容を要約したものを公表することができる。

この場合において，学長は，その学位論文の全文を求めに応じて閲覧に供するものとする。 

3 博士の学位を授与された者が行う前 2 項の規定による公表は，本学の協力を得て，インターネットの利用に

より行うものとする。 

4 前 3 項の規定により当該博士の学位の授与に係る論文を公表するときは，「広島大学審査学位論文」と明記

しなければならない。 
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記載いただく氏名等の情報は，学位関係業務にのみ使用します。 

１．学位論文執筆に係る確認事項 

 □ 所定の研究倫理教育プログラムを受講し，研究倫理に関し必要な事項を理解したこと。 

□ 研究上の不正行為（捏造，改ざん，盗用等）を行っていないこと。 
□ 著作権の侵害行為を行っていないこと。（以下のア～エを満たす，適切な方法で引用を行っている。ま

たは，学位論文執筆に関して著作権者の許諾を得ている。） 
ア 既に公表されている著作物であること 
イ 「公正な慣行」に合致すること 
 ・引用を行う「必然性」があること 
 ・カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること 
ウ 研究の引用の目的上「正当な範囲内」であること 

・引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること 
・引用される分量が必要最小限の範囲内であること  

エ 「出所の明示」をすること 
□ プライバシーを保護すべき研究対象者が存在しないこと。または，研究対象者のプライバシーが保護さ

れていること。（対象者が研究対象となることを了解しており，公表方法等にも合意している。） 
２．学位論文申請に係る確認事項 

 □ 共著者がいる場合，共著者が同じ内容で学位論文申請を行うことが無いよう，「あなたの学位論文とす

ることに同意する。」旨の書類を本学に提出していること。または，単著論文であること。 
□ 「学位論文の全文」，「学位論文の要旨」の電子データを提出すること。また，広島大学学位規則第 14

条第 2 項における「やむを得ない事由」がある場合には，併せて「学位論文全文の要約」の電子データ

を提出すること。博士論文の電子データ形式は，PDF（PDF/A(ISO 19005)推奨）とする。 
３．広島大学学術情報リポジトリで公表することに係る確認事項 

＜注意事項＞ 
1 本学では広島大学学術情報リポジトリ（以下「リポジトリ」という。）で論文の全文及び論文の要旨をインターネット公開することとして

いるため，本確認書（申請書）提出の際に，著作権のうち複製権・公衆送信権について許諾したこととなります。 

2 リポジトリではデータの公開にあたり，データの複製（印刷・ダウンロード等）は，調査研究・教育または学習を目的としている場合に

限定されることを明示します。 

3 「学位論文の要旨」及び「論文審査の要旨」は学位授与日から 3 月以内に，「学位論文の全文」又は「学位論文全文の要約」は学

位授与日から 1 年以内にリポジトリにおいて公表し，リポジトリトップページに「お知らせ」を掲載しますので，確認してください。 

 □ 学位論文全文の公表に際し，学位申請者自身が著作権等の権利関係を確認済みであること。 

□ 広島大学学位規則第 14 条第 2 項における「やむを得ない事由」（以下Ａ～Ｈ）に該当しないこと。 
（該当がある場合はこの欄を空欄とし，以下の項目にチェックを入れること。） 

【広島大学学位規則第 14 条第 2 項における「やむを得ない事由」に該当する項目】（ない場合はチェック不要） 

 Ａ□ 立体形状による表現を含むなど事実上インターネットでの公表が不可能なものである。 

Ｂ□ 学位論文における文章や図表・写真等について，著作権法第 32 条に定める引用ではなく，同法第

63 条に定める許諾によって利用した場合において，リポジトリでの公表が許諾に係る利用方法及び

条件の範囲内に含まれていない。また，リポジトリでの公表について許諾が得られていない。 

Ｃ□ 共著者のある場合で，リポジトリで公表することについて許諾が得られていない。 

Ｄ□ 著作権を譲渡している場合で，著作権者（出版社や学会）に許諾が得られていない。 

Ｅ□ 投稿・出版した（またはその予定がある）ものであって，掲載誌・出版社の許諾が得られていない。 

Ｆ□ 公表してはいけないような，対象者のプライバシーに関わる情報や秘匿の情報を含んでいる。 

Ｇ□ 投稿・出版の予定があって，全文の公表により申請者自身に明らかな不利益が生じる。 

Ｈ□ 特許・実用新案等の出願の予定があって，全文の公表により申請者自身に明らかな不利益が生じる。 

広島大学長 殿 
上記の理由（詳細：                         ）により，学位の

授与に係る論文の全文に代えてその内容を要約したものを公表したいので，申請します。 
なお，上記の理由が解消された場合には，速やかに       研究科学生支援グループへ

改めて本紙を提出し，論文の全文を公表します。 
【公開予定日：２０  年  月  日】 （ □ 公開予定日は定まらない。） 
（事務で記入） 

やむを得ない事由の審議結果 ２０  年  月  日 研究科教授会・代議員会 承認  □ 

４．申請者署名及び指導教員署名 

学位申請者署名（自署）  ２０  年  月  日 

主指導教員署名（自署） 
（論文博士の場合，主査等署名）  ２０  年  月  日 
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学 生 生 活 





○学  生  生  活 

１ 学生への連絡・通知等について 

  大学から学生のみなさんへの伝達事項は，「Myもみじ」に掲示しますので，一日一度は

必ず「Myもみじ」にログインして確認するよう心掛けてください。ただし，以下のい

ずれかに該当する場合は，各学部の掲示板にも掲示されます。また，重要な事項につきまし

ても同様に掲示します。（下記の掲示板案内図 参照） 

１．履修登録期間中の掲示（カリキュラム変更，時間割，時間割変更，履修手続など） 

２．ポスターおよびチラシなどの掲示物 

３．授業料納入告知・納入催促，学生定期健康診断などのお知らせ 

  ４．新入生や編入生に対する掲示→４月末日まで 

  また，専攻等からの連絡事項については，各学科・専攻の掲示板にも掲示されるので注意

してください。 

 

 

 

 

               （理学研究科掲示板案内図挿入） 
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２ 平成３１年度の各専攻長について 

専 攻 氏  名 棟室名 電話番号 
メールアドレス 

（hiroshima-u.ac.jp 略） 

専攻事務室 

棟室名    電話番号 

数 学 

物 理 科 学 

化 学 

地球惑星システム学 

井上 昭彦 

森吉 千佳子 

山﨑 勝義 

井上 徹 

C612 

A118 

B511 

A606 

424-7341 

424-7399 

424-7405 

424-7460 

Inoue100@ 

moriyosi@sci. 

kyam@ 

toinoue@ 

B709  424-7350 

B208  424-7381 

A403  424-7105 

A606  424-7460 

 ※メールアドレスは後に続く「hiroshima-u.ac.jp」が省略されています。 

 ※「東広島市」市外から電話するときは，市外局番「０８２」が必要です。 

３ 各専攻の大学院チューター名簿について 

  有意義で充実した学生生活を送るために，不明なことや困ったことが起きた場合は，指導教員又

は専攻長若しくは下記のチューターに相談してください。 

専 攻 

対象学生（入学 

年度・博士課程 

前期・後期の別） 

氏  名 棟室名 電話番号 
メールアドレス 

（hiroshima-u.ac.jp 略） 

数 学 
31 

30 

前期・後期 

前期・後期 

作間 誠 

木村 俊一 

C610 

C812 

424-7339 

424-7356 

sakuma@ 

kimura@math.sci. 

物理科学 

31 

31 

30 

30 

前期 

後期 

前期 

後期 

深澤 泰司 

深澤 泰司 

木村 昭夫 

木村 昭夫 

B205 

B205 

D204 

D204 

424-7380 

424-7380 

424-7400 

424-7400 

fukazawa@astro. 

fukazawa@astro. 

akiok@ 

akiok@ 

化 学 

31 

31 

30 

30 

前期 

後期 

前期 

後期 

水田 勉 

岡田 和正 

灰野 岳晴 

高口 博志 

C406 

C505 

C304 

B510 

424-7420 

424-7102 

424-7427 

424-7406 

tmizuta@ 

okadak@ 

haino@ 

Kohguchi@ 

地 球 惑 星 

システム学 

31 

30 

前期・後期 

前期・後期 

井上 徹 

柴田 知之 

A606 

Ａ615 

424-7460 

424-7464 

toinoue@ 

tomo33hk@ 
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４ 学内の様々な相談施設等について 

相 談 内 容 等 相談施設等 内線番号 
メールアドレス・ＵＲＬ 

（hiroshima-u.ac.jp 略） 

内科診療，応急措置 

定期健康診断 

健康相談（婦人科・泌尿

器科・歯科を含む） 

カウンセリング・学生相談 

メンタルヘルス相談 

 

 

保健管理センター 

（学生プラザ北側） 

 

 

 

424-6192 

 

 

424-6186 

424-6187 

 

health@ 

http://home.hiroshima-u.ac.jp/health/ 

 

メンタルヘルス  mental@ 

カウンセリング・学生相談  shinri@ 

学生による学生のための  

何でも相談 

ピアサポートルーム 

（学生プラザ４階） 
424-6328 

peer@ 

http://home.hiroshima-u.ac.jp/peer/ 

海外留学について 
国際交流グループ 

（学生プラザ２階） 
424-4346 

https://momiji.hiroshima-u.ac.jp/mom

iji-top/learning/study-abroad.html 

(留学) 

国際交流イベント 

留学生の生活相談 

国際交流グループ 

（学生プラザ３階） 
424-4541 

https://momiji.hiroshima-u.ac.jp/mom

iji-top/life/kokusai/kouryu.html 

(国際交流) 

ハラスメント相談 
ハラスメント相談室 

（中央図書館地下 1 階）  
424-5689 

harassos@ 

https://www.hiroshima-u.ac.jp/harass 

修学支援の相談 

（身体等の障害・アクセ

シビリティ） 

アクセシビリティセンター 

(学生プラザ２階） 
424-6324 

achu@ 

https://www.achu.hiroshima-u.ac.jp/ 

キャリア支援，就職支援 

キャリア相談・就職相談 

インターンシップ 

学内アルバイト 

グローバルキャリア

デザインセンター 

（学生プラザ２階） 

424-5827 
career-group@office. 

https://www.hiroshima-u.ac.jp/gcdc/ 

学生生活全般 

（学生のためのなんでも

相談窓口） 

学生生活支援グループ 

（学生プラザ３階） 424-6145 gakusei-senmon@office. 

 ※詳細については，広島大学学生情報の森もみじ（http://momiji.hiroshima-u. ac.jp） 

をご覧ください。 

 

５ 広島大学学生情報システム「学生情報の森 もみじ」について 

「学生情報の森 もみじ」（以下，「もみじ」とします。）は，広島大学で学び，生活するために必要な

情報を提供するシステムです。イベント情報やサークル情報，その他手続きに関する情報等，誰で

も自由に閲覧可能な「もみじTop」と，広大ID・広大パスワードでログイン後に利用する「My もみじ」

から構成されています。 

以下に「もみじ」に関する注意事項を示します。 

(1)  広大ＩＤと広大パスワード 

「My もみじ」を安全に利用するために，広大ＩＤと広大パスワードを使用します。これらは他人に

知られないようにしてください。第三者による成績などの個人情報の参照や履修登録科目の書き

換えなどを防ぐためです。 
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(2) 掲示，休講補講教室変更，試験情報 

各種通知やお知らせ掲示，休講・補講，試験情報やその他授業に関する連絡事項など，学生

生活に関する多くの情報は「My もみじ」に掲示されます。重要な情報を見逃さないよう，毎日「My

もみじ」にログインして確認してください。 

(3) 履修登録 

    学生は設定された期間に履修する科目を登録します。設定された期間以外は登録できません。

登録可能な期間は「My もみじ」の掲示などでお知らせします。一部の授業では履修学生の調

整を行うこともあるので，その指示に従ってください。シラバスを参照することもできます。 

(4) 学籍情報 

所属，住所，父母等の住所，電話番号などの情報が掲載されています。これらの情報はチュー

ターの学生指導，事務職員による連絡などに利用するため，変更などがあった際には速やかに届

け出てください。メールアドレス，携帯電話番号，電話番号は，学内ネットワーク（HINET2007）から

アクセスしている場合は「My もみじ」上で変更可能です。 

(5) 成績情報 

学生は各自の成績を参照することができます。 

(6) アンケート 

パソコンで簡単に回答できるアンケート機能があります。学生生活に関する調査や，授業改善

につながる授業改善アンケート等が行われます。 

(7) 進路・就職 

進路・就職に関する情報（進路希望入力，就職活動入力，進路決定入力）を入力する必要があ

ります。求人や就職先の情報などを入手することもできます。 

(8) 「My もみじ」へのアクセス 

「My もみじ」には，学内外のネットワークに繋がったパソコンからログインできます。学籍情報，

成績情報等の参照は学内ネットワークに限定されています。また， 掲示，休講補講教室変更，

試験情報には携帯電話からもアクセスできます。 

（9）「My もみじ」の利用可能時間について 

  「もみじ」は 24 時間利用できますが，メンテナンス等によりシステムを一時停止することがありま

す。その場合は，「My もみじ」の掲示や「もみじ Top」の「システム管理者からのお知らせ」等で通

知します。 

（10）その他の注意について 

その他「My もみじ利用上の注意」を下記 URL に記載しています。必ず一読した上でご利用くだ

さい。 

https://momiji.hiroshima-u.ac.jp/momiji-top/information/attention.html 

６ 学生関係の事務窓口等について 

   

証明書自動発行機は，学生証と広大パスワードが必要です。 

証明書・申請書類等 窓口等 申請期日・連絡先 留意事項 

在学証明書 

証明書自動発行機 

月～金曜日 

８：３０～１７：15 

（ 祝 日 ， 12/29 ～ 1/3

を除く） 

 

学業成績証明書  

修了見込証明書 希望進路登録者のみ発行 

健康診断証明書 定期健康診断の受診者のみ発行 

学割証（旅客運賃割引） 学割証は年間 20 枚まで 
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授業料免除等 

奨学金 

保険関係業務 

学生生活支援 

グループ 

（学生プラザ３階） 

424-6163,6138 

424-6167,6169 

424-6166,6168 

詳細はホームページ参照 

学生宿舎 

課外活動 

424-5794 

424-6146,6143 
詳細はホームページ参照 

就職情報の提供 

就職・進路相談 

学内アルバイト 

グローバルキャリア

デザインセンター 

（学生プラザ２階） 

424-5827 詳細はホームページ参照 

休学・退学・留学 

理学研究科 

学 生 支 援 室 

（Ｅ棟００４号室） 

その都度 

424-7318,7309 

指導教員とご相談ください 

住所・電話等の変更 

父母住所等の変更 
 

通学証明書  

学生証の再発行 写真を持参してください 

東広島キャンパスの 

構内駐車証（有料） 
４月上旬（10 月上旬） 

交通安全講習会の受講が条

件となっています。 

事件・事故の報告 その都度 事件等対応マニュアル参照 

履修登録 

学生情報システム 

「My もみじ」 

履修登録期間内  

希望進路登録 １年次の 10 月末まで 希望進路が入力されていな

いと「修了見込証明書」は発

行されません。 確定進路登録 進路が内定次第 

※詳細については，広島大学学生情報の森もみじ（http://momiji.hiroshima-u. ac.jp） 

 をご覧ください。 

７ 学生教育研究災害傷害保険（学研災）＋付帯賠償責任保険（学研賠）または留学 

  生向け学研災付帯学生生活総合保険（インバウンド付帯学総）について 

   学研災には，大学が保険料を負担（正規の修業年限内のみ）し,全員加入していますので,加入手

続きは不要です。 

学研賠は，教育実習，介護体験活動，インターンシップおよび他大学・研究所等で実験を行う場

合，この保険への加入が条件になっていることがありますので，全員加入するようにしてください。（保

険料は各自自己負担） 

インバウンド付帯学総は，正課活動・インターンシップ，およびプライベートな活動も補償範囲とな

っており，法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金が支払われます。（自動車，バイク及び原

動機付自転車での事故は補償対象外） 事故の連絡受付等について英語の「メール」による対応が

可能で，示談交渉は原則保険会社が行います。（国外での訴訟を除く） 

本学では，留学生のみなさんが安心して日本での留学生活を送れるように，留学生は全員加入と

しています。(保険料は各自自己負担) 

詳細については，入学時に配付される「留学生向け学研災付帯学生生活総合保険」のパンフレッ

トをご確認ください。パンフレットは学生プラザ 3 階の学生生活支援グループでも配付しています。

（加入用払込用紙はパンフレットにはさんであります。） 

８ 構内駐車場利用申請および交通規制について 

   自動車等で入構しようとする学生は，東広島キャンパス構内駐車場利用申請を「もみじ」より各自 

Ｗｅｂ申請を行ってください。 

  その際，毎年４月又は 10 月に実施される交通安全講習会を受講する必要があります。 

また，東広島キャンパス並びにその周辺における交通の安全，災害及び騒音の防止等を図り，教

育環境を保持するため「広島大学東広島キャンパスの構内交通に関する細則」が設けられています。

構内における交通ルール等を守ってください。（構内交通に関する規定は諸規程の「東広島キャン

パスの構内交通に関する細則」を参照してください。） 
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９ 事件・事故の報告について 

   事件・事故（交通事故を含む）に関わった場合には，速やかに学生支援室及び指導教員に報告

してください。 

  ○ 大学周辺で悪質な事件が増えています。特に夜間は注意してください。 

  ○ 学生が被害に遭う悪質商法，クレジットやキャッチセールスなどの勧誘にも注意してください。 

  ○ 交通事故を起こしたら事後のトラブル防止のためにも必ず警察に届け出てください。 

 

１０ 理学部・理学研究科「学生生活・就学相談室」について 

    「学生生活・就学相談室」では，学生が抱えている就学や進路，友人関係などの悩みや問題を 

聞き届けて，悩みや問題の解消に向けた支援を提供する。 

○ 実施体制 

      ・ 相 談 員 ： 理学研究科ハラスメント対策委員 

                各学科・各専攻チューター（主に教育・研究に関する相談を担当） 

                学生支援室 担当職員（全般的な相談を担当） 

      ・ 相談時間 ： 平日９時から１７時まで 

      ・ 相談場所 ： 学生支援室（Ｅ００４）打合せ室，就職資料室又は教員研究室等 

   ○ 主な活動内容 

       学生支援室に相談に来たら，担当職員が「調査票」を基に聞き取りを行い，相談内容に 

      応じて，ハラスメント対策委員，各学科・各専攻チューターと協力し，対応する。対応ができ 

ない場合は，適切な部署（以下参照）と協力し，対応する。 

         

相談内容 担当部署 

 進路（進学，留学）  学生支援室，国際交流グループ 

 就職  グローバルキャリアデザインセンター 

 健康（身体・精神）  保健管理センター，アクセシビリティセンター 

 ハラスメント  ハラスメント相談室 

 経済  学生生活支援グループ，生協 

 その他 

  

 学生生活支援グループなんでも相談，国際交流グループ 

 ピアサポートルーム（学生による学生のための相談窓口） 
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１１ 気象警報の発表，公共交通機関の運休又は事件・事故等の場合における 

授業等の取扱いについて 

平成 24 年 2 月 13 日 
理事(教育担当)決裁 

 
 気象警報の発表，公共交通機関の運休又は事件・事故等の場合における授業(期末試験等を含む。)
の取扱いについては，次のとおりとする。 
 
第 1 授業を一斉休講(授業日における授業(土曜日開講のものを除く。)の休講をいう。)とする際の

取扱い 
 
1 理事(教育・東千田担当)(以下「理事」という。)の判断を必要としない一斉休講 

広島地方気象台から，特別警報が広島市又は東広島市に対して発表された場合は，その地域に

所在するキャンパスのすべての授業を一斉休講とする。 
ただし，東広島市に対して波浪又は高潮の特別警報のみが発表された場合は，一斉休講は行わ

ない。 
 
2 理事の判断を必要とする一斉休講 

次の場合で，各キャンパスにおける授業を実施することが困難であると理事が判断したときは，

当該キャンパスの当日の授業を一斉休講とする。なお，霞キャンパス(東千田キャンパス)において

(1)から(3)までの場合により一斉休講とするときは，東千田キャンパス(霞キャンパス)においても

同様に一斉休講とする。 
一斉休講とする授業時限の範囲とその判断時刻の目安は 3.のとおりとする。 
(1) 広島地方気象台から，大雨，洪水，大雪，暴風又は暴風雪のいずれかの警報が，広島市又は

東広島市に対して発表された場合 
(2) 台風の接近等によりあらかじめ広島市又は東広島市に対して大雨，洪水，大雪，暴風又は暴

風雪のいずれかの警報の発表が予想される場合 
  (3) JR 山陽本線等の公共交通機関が，事故，大雨等の災害又はストライキ等で運休する場合 
  (4) 学生・職員が大学へ通学・通勤することが困難な状況が発生した場合 
  (5) その他，事件・事故等が発生し，構内への立ち入りが規制された場合 
 
3 一斉休講する授業時限の範囲と判断時刻の目安 

一斉休講とする授業時限の範囲 判断時刻 

8:45 から 12:10 までに開始される授業 06:45 頃まで 

12:50 から 17:05 までに開始される授業 10:50 頃まで 

17:30 から 19:40 までに開始される授業 16:00 頃まで 

 
4 一斉休講時における授業実施の特例 
  一斉休講時において授業を実施できる特例は，次のとおりとする。 

(1) インターンシップや野外実習，ボランティア活動等一斉休講措置としたキャンパス内で開
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講されない授業で，受講生の安全が確実に確保されていると開設部局の長等が判断した場合

は，当該授業を実施できる。 
(2) 双方向システムによる授業で，配信先のキャンパスのみが一斉休講である場合は，配信先

キャンパスでの受講生に対して当日配付資料の配付，レポート提出等により当日の授業を補

完し，受講者間で教育内容に差が生じないと開設部局の長等が判断した場合に，配信元の授

業を実施できる。 
 
第 2 第 1 以外の取扱い 

 
第 1 の取扱いに基づき，開設部局等の長は授業を休講とするかどうか判断することとし，決定

した措置等については，速やかに理事へ報告するものとする。 
 
第 3 その他 
 

第 2 にかかわらず，理事が授業を実施することが困難であると判断した場合は，休講措置を講

じることができるものとする。 
 
第 4 適用 
   

この取扱いは，平成 28 年 10 月 1 日から適用する。 
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１ 広島大学通則 

(平成 16年 4月 1日規則第 2号) 

広島大学通則 

目次 

第 1章 総則(第 1条－第 9条) 

第 2章 入学(第 10条－第 18条) 

第 3章 教育課程(第 19条－第 27 条) 

第 4章 他の大学等における授業科目の履修(第 28条－第 31 条) 

第 5章 休学及び退学(第 32条－第 35 条) 

第 6章 転学部，転学科及び転学(第 36 条－第 38条) 

第 7章 賞罰及び除籍(第 39条－第 43 条) 

第 8章 卒業及び学位の授与(第 44 条－第 46条) 

第 9章 授業料(第 47条－第 51 条) 

第 10 章 研究生，科目等履修生及び外国人特別学生等(第 52 条－第 54条) 

第 11 章 厚生施設等(第 55条・第 56条) 

附則 

 

第 1章 総則 

(趣旨) 

第 1条 この通則は，広島大学学則(平成 16年 4月 1日規則第 1号)第 18条の規

定に基づき，広島大学(以下「本学」という。)の学部の学生の修学に関し必要

な事項を定めるものとする。 

(学科，類及びコース) 

第 2条 本学の学部に，次の学科又は類を置く。 

総合科学部  総合科学科 

 国際共創学科 

文学部  人文学科 

教育学部  第一類(学校教育系) 

   第二類(科学文化教育系) 

   第三類(言語文化教育系) 

   第四類(生涯活動教育系) 

   第五類(人間形成基礎系) 

法学部  法学科 

経済学部  経済学科 

理学部  数学科 

   物理学科 

   化学科 
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   生物科学科 

   地球惑星システム学科 

医学部  医学科 

   保健学科 

歯学部  歯学科 

   口腔健康科学科 

薬学部  薬学科 

   薬科学科 

工学部  第一類(機械・輸送・材料・エネルギー系) 

   第二類(電気電子・システム情報系) 

   第三類(応用化学・生物工学・化学工学系) 

   第四類(建設・環境系) 

生物生産学部  生物生産学科 

情報科学部 情報科学科 

2 法学部及び経済学部は昼夜開講制とし，昼間に授業を行うコース(以下「昼間

コース」という。)及び主として夜間に授業を行うコース(以下「夜間主コース」

という。)を置く。 

(教育研究上の目的) 

第 2条の 2 学部は，本学の理念に立脚し，それぞれ固有の教育目標を明確に掲

げるとともに，その目標を達成するための教育研究を通じて，基礎力と応用

力を兼ね備えた柔軟性に富む人材を育成することを目的とする。 

2 学部，学科，類等ごとの教育研究上の目的については，各学部細則で定める。 

(収容定員) 

第 3条 本学の収容定員は，別表のとおりとする。 

(修業年限) 

第 4条 本学の修業年限は，4年とする。ただし，医学部医学科，歯学部歯学科

及び薬学部薬学科にあっては，6年とする。 

第 5条 第 52 条の 2に規定する本学の科目等履修生として，一定の単位を修得

した者が本学に入学した場合において，当該単位の修得により当該学部の教

育課程の一部を履修したと認められるときは，修得した単位数その他の事項

を勘案して学部が定める期間を修業年限に通算することができる。ただし，

その期間は，当該学部の修業年限の 2分の 1を超えないものとする。 

(在学年限) 

第 6条 本学の学部(医学部医学科，歯学部歯学科，薬学部薬学科及び工学部を

除く。)の在学年限は，8年とする。 

2 医学部医学科，歯学部歯学科及び薬学部薬学科の在学年限は，12 年とする。 

3 工学部の在学年限は，6年とする。 
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(学年) 

第 7条 学年は，4月 1日に始まり，翌年 3月 31日に終わる。 

(学期) 

第 8条 学年は，前期及び後期の 2期に分け，前期を 4月 1日から 9月 30日ま

で，後期を 10月 1日から翌年 3月 31日までとする。 

2 前項に定める各学期は，前半及び後半に分けることができる。 

3 前期の前半を第 1ターム，後半を第 2ターム，後期の前半を第 3ターム，後

半を第 4タームとする。 

(休業日) 

第 9条 学年中の定期休業日は，次のとおりとする。 

(1) 日曜日及び土曜日 

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日 

(3) 春季休業 4月 1日から 4月 7日まで 

(4) 夏季休業 8月 11日から 9月 30 日まで 

(5) 冬季休業 12 月 26 日から翌年 1月 5日まで 

2 学長は，特別の事情があるときは，前項第 3号から第 5号までの休業日を変

更することができる。 

3 臨時の休業日は，その都度別に定める。 

4 特別の事情があるときは，前 3項に定める休業日に授業を実施することがで

きる。 

第 2章 入学 

(入学の時期) 

第 10条 入学の時期は，学年の始めとする。 

2 前項の規定にかかわらず，学期の始めに入学させることができる。 

(入学資格) 

第 11条 本学に入学することのできる者は，次の各号のいずれかに該当する者

とする。 

(1) 高等学校又は中等教育学校を卒業した者 

(2) 通常の課程による 12年の学校教育を修了した者又は通常の課程以外の課

程によりこれに相当する学校教育を修了した者 

(3) 外国において学校教育における 12 年の課程を修了した者又はこれに準ず

る者で文部科学大臣の指定したもの 

(4) 専修学校の高等課程(修業年限が 3年以上であることその他の文部科学大

臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するもの

を文部科学大臣が定める日以後に修了した者 

(5) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定し

た在外教育施設の当該課程を修了した者 
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(6) 文部科学大臣の指定した者 

(7) 高等学校卒業程度認定試験規則(平成 17年文部科学省令第 1号)による高

等学校卒業程度認定試験に合格した者(同規則附則第 2条の規定による廃止

前の大学入学資格検定規程(昭和 26 年文部省令第 13号)による大学入学資格

検定に合格した者を含む。) 

(8) 学校教育法(昭和 22 年法律第 26 号)第 90条第 2項の規定により大学に入

学した者であって，本学において，大学における教育を受けるにふさわし

い学力があると認めたもの 

(9) 本学において，個別の入学資格審査により，高等学校を卒業した者と同

等以上の学力があると認めた者で，18歳に達したもの 

(入学出願手続) 

第 12条 本学に入学を志願する者は，所定の期間内に，検定料 17,000 円(夜間

主コースにあっては 10,000 円)を納付の上，別に定める書類(以下「出願書類」

という。)を本学に提出しなければならない。 

2 第 13 条に規定する入学試験において，出願書類等による選抜(以下「第 1段

階目の選抜」という。)を行い，その合格者に限り学力検査その他による選抜

(以下「第 2段階目の選抜」という。)を行う場合の検定料の額は，前項の規定

にかかわらず，第 1段階目の選抜に係る額は 4,000 円(夜間主コースにあって

は 2,200 円)とし，第 2段階目の選抜に係る額は 13,000 円(夜間主コースにあ

っては 7,800 円)とする。 

3 第 1項の規定は，第 14条，第 18条又は第 38条の規定により入学を志願する

場合について準用する。ただし，検定料の額は，30,000 円(夜間主コースにあ

っては 18,000 円)とする。 

(検定料の免除) 

第 12条の 2 前条の規定にかかわらず，特別の事情がある者には，検定料を免

除することができる。 

2 検定料の免除に関し必要な事項は，別に定める。 

(入学試験) 

第 13条 入学志願者に対しては，入学試験を行う。 

2 前項の入学試験については，別に定める。 

(学士入学及び再入学) 

第 14条 本学は，次の各号のいずれかに該当する者については，前条の規定に

かかわらず，選考の上，学士入学として入学を許可することができる。 

(1) 本学の一の学部を卒業して，更に同一学部の他の学科若しくは類又は他

の学部に入学を願い出た者 

(2) 他の大学の学部を卒業し本学に入学を願い出た者 
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(3) 学校教育法第 104 条第 4項の規定により独立行政法人大学評価・学位授

与機構から学士の学位を授与され本学に入学を願い出た者 

2 本学は，前条及び前項の規定にかかわらず，本学を退学し同一学部に入学を

願い出た者については，選考の上，再入学として入学を許可することができ

る。 

3 前 2項による入学者の既修得単位，修業年限及び在学年限の認定は，当該学

部の教授会の議を経て，学部長が行う。 

(合格者の決定) 

第 15 条 入学を許可すべき者は，各学部の教授会の議を経て，学長が決定する。 

(入学手続) 

第 16条 入学の許可を受けようとする者は，指定の期日までに，別に定める書

類(以下「入学手続書類」という。)を提出するとともに，入学料 282,000 円

(夜間主コースにあっては 141,000 円)を納付しなければならない。 

(入学料の免除及び徴収猶予) 

第 16条の 2 前条の規定にかかわらず，特別の事情がある者には，入学料の全

額又は半額を免除し，又はその徴収を猶予することができる。 

2 前条の規定にかかわらず，別に定める広島大学フェニックス奨学制度による

奨学生(以下「フェニックス奨学生」という。)には，入学料の全額を免除する

ことができる。 

3 前 2 項に定めるもののほか，入学料の免除及び徴収猶予に関し必要な事項は，

別に定める。 

(入学許可) 

第 16条の 3 学長は，第 16条の入学手続を完了した者(入学料の免除又は徴収

猶予の許可申請中の者及びフェニックス奨学生申請中の者を含む。)に入学を

許可する。 

(検定料及び入学料の返還) 

第 17条 既納の検定料及び入学料は，返還しない。 

2 前項の規定にかかわらず，次の各号のいずれかに該当するときは，納付した

者の申出により，当該各号に規定する額を返還する。 

(1) 第 13 条の入学試験において，第 1段階目の選抜を行い，第 2段階目の選

抜を行う場合に，検定料を納付した者が第 1段階目の選抜で不合格となっ

たとき 13,000 円(夜間主コースにあっては 7,800 円) 

(2) 第 12 条第 1項の規定による一般選抜の出願の受付後に，検定料を納付し

た者が大学入試センター試験の受験科目の不足等による出願無資格者であ

ることが判明したとき 13,000 円(夜間主コースにあっては 7,800 円) 

(3) 検定料を納付した者が出願書類を提出しなかったとき その検定料相当

額 
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(4) 入学料を納付した者が入学手続書類を提出しなかったとき その入学料

相当額 

(編入学) 

第 18条 本学は，第 11条及び第 14条の規定にかかわらず，本学の第 3年次又

は第 2年次に入学を志願する者については，試験の上，編入学を許可するこ

とができる。 

2 編入学の取扱いに関し必要な事項は，別に定める。 

第 3章 教育課程 

(教育課程の編成及び履修方法等) 

第 19条 本学の教育課程は，本学の理念に基づき，学部及び学科又は類等の特

色を生かして，教育上の到達目標を達成するために必要な授業科目を開設し，

教育プログラムとして，体系的に編成するものとする。 

2 授業科目は，教養教育科目及び専門教育科目に区分する。 

3 前項に規定する授業科目及びその履修方法は，教養教育に関する規則及び各

学部細則で定める。 

4 教育課程の履修上の区分として，細目の区分を設ける必要があるときは，教

養教育に関する規則及び各学部細則の定めるところによる。 

5 教育プログラムに関し必要な事項は，別に定める。 

(授業の方法) 

第 19条の 2 授業は，講義，演習，実験，実習若しくは実技のいずれかにより

又はこれらの併用により行うものとする。 

2 前項の授業は，文部科学大臣が別に定めるところにより，多様なメディアを

高度に利用して，当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができ

る。 

3 第 1 項の授業は，外国において履修させることができる。前項の規定により，

多様なメディアを高度に利用して，当該授業を行う教室等以外の場所で履修

させる場合についても，同様とする。 

(単位数の計算の基準) 

第 19条の 3 各授業科目の単位数を定めるに当たっては，1単位の授業科目を 4

5時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし，授業の方法

に応じ，当該授業による教育効果，授業時間外に必要な学修等を考慮して，

次の基準により単位数を計算するものとする。 

(1) 講義及び演習については，15時間から 30時間までの範囲で規則等(教養

教育科目にあっては教養教育に関する規則，専門教育科目にあっては各学

部細則をいう。以下同じ。)で定める時間の授業をもって 1単位とする。 

(2) 実験，実習及び実技については，30時間から 45 時間までの範囲で規則

等で定める時間の授業をもって 1単位とする。ただし，芸術等の分野にお
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ける個人指導による実技の授業については，規則等で定める時間の授業を

もって 1単位とすることができる。 

(3) 一の授業科目について，講義，演習，実験，実習又は実技のうち二以上

の方法の併用により行う場合については，その組み合わせに応じ，前 2号

に規定する基準を考慮して規則等で定める時間の授業をもって 1単位とす

る。 

2 前項の規定にかかわらず，卒業論文，卒業研究，卒業制作等の授業科目につ

いては，これらの学修の成果を評価して単位を与えることが適切と認められ

る場合には，これらに必要な学修等を考慮して，単位数を定めることができ

る。 

(単位の授与) 

第 19条の 4 一の授業科目を履修した者に対しては，試験及び出席状況により

所定の単位を与える。ただし，前条第 2項の授業科目については，各学部の

定める適切な方法により学修の成果を評価して単位を与えることができる。 

(授業科目の成績評価) 

第 19 条の 5 授業科目の成績の評価は，秀，優，良，可及び不可の 5 段階とし，

秀，優，良及び可を合格，不可を不合格とする。 

(履修科目の登録の上限) 

第 20条 学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため，卒業の要件

として学生が修得すべき単位数について，学生が 1年間又は 1学期に履修科目

として登録することができる単位数の上限は，各学部細則の定めるところに

よる。 

2 各学部細則の定めるところにより，所定の単位を優れた成績をもって修得し

た学生については，次学期に単位数の上限を超えて履修科目の登録を認める

ことができる。 

(日本語科目及び日本事情に関する科目) 

第 21条 外国人留学生及び外国人留学生以外の学生で外国において相当の期間

中等教育を受けたもののために，日本語科目及び日本事情に関する科目を置

き，これらに関する授業科目を開設することができる。 

2 前項の授業科目は，国際センターにおいて開設するものとする。 

3 前項の規定により履修して単位を修得するときに，卒業の要件として修得す

べき単位数のうち，当該授業科目の単位で代えることができる授業科目及び

単位数等については，各学部細則の定めるところによる。 

(長期にわたる教育課程の履修) 

第 22条 学生が，職業を有している等の事情により，修業年限を超えて一定の

期間にわたり計画的に教育課程を履修し卒業することを希望する旨を申し出
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たときは，当該学部において支障のない場合に限り，その計画的な履修(以下

「長期履修」という。)を認めることができる。 

2 長期履修の取扱いに関し必要な事項は，別に定める。 

(教育課程の修了) 

第 23条 学生は，在学中所定の教育課程を修了しなければならない。 

2 教育課程の修了は，所定の授業科目を履修の上，単位を修得することによる。 

(教員の免許状授与の所要資格の取得) 

第 24条 教員の免許状授与の所要資格を取得しようとする者は，教育職員免許

法(昭和 24年法律第 147 号)及び教育職員免許法施行規則(昭和 29年文部省令

第 26号)に定める所要の単位を修得しなければならない。 

2 本学において当該所要資格を取得できる教員の免許状の種類等については，

各学部細則の定めるところによる。 

(他学部等の授業科目の履修) 

第 25条 学生は，第 23条第 2項の所定の授業科目(学部の学生を対象とするも

のに限る。以下この条において同じ。)のほか，他の学部，研究科，附置研究

所，教育本部，全国共同利用施設及び学内共同教育研究施設（以下この条に

おいて「他学部等」という。）の授業科目(学部の学生を対象とするものに限

る。以下この条において同じ。)を履修することができる。 

2 学生が他学部等の授業科目を履修しようとするときは，所属学部及び当該他

学部等の定めるところにより履修するものとする。 

(大学院授業科目の履修) 

第 26条 学生が，本学大学院に進学を志望し，所属学部が教育上有益と認める

ときは，学生が進学を志望する研究科の長の許可を得て，当該研究科の授業

科目(大学院の学生を対象とするものに限る。以下この条において同じ。)を履

修することができる。 

2 学生が，本学大学院の授業科目を履修することに関し必要な事項は，別に定

める。 

(教育内容等の改善のための組織的な研修等) 

第 27条 本学は，授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研

究を実施するものとする。 

第 4章 他の大学等における授業科目の履修 

(学生交流) 

第 28条 学生は，学長の許可を得て他の大学又は短期大学の授業科目を履修す

ることができる。 

2 学部が教育上有益と認めるときは，学生が前項により修得した単位を，当該

学部の教授会の議を経て，本学の授業科目の履修により修得したものとみな

すことができる。 
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3 前項の規定により修得したものとみなすことができる単位数は，次条第 3項

及び第 4項，第 30 条第 1項並びに第 31 条第 1項及び第 2項の規定により修得

したものとみなし，又は与えることができる単位数と合わせて 60単位を超え

ないものとする。 

4 他の大学又は短期大学の学生は，学長の許可を得て本学の授業科目を履修す

ることができる。 

5 学生交流に関し必要な事項は，別に定める。 

(留学等) 

第 29条 学生は，外国の大学又は短期大学で学修しようとするときは，学長の

許可を得て留学することができる。 

2 前項の留学の期間は，本学の在学期間に算入する。 

3 学部が教育上有益と認めるときは，学生が第 1項により修得した単位を，当

該学部の教授会の議を経て，本学の授業科目の履修により修得したものとみ

なすことができる。 

4 前項の規定は，外国の大学又は短期大学が行う通信教育における授業科目を

我が国において履修する場合及び外国の大学又は短期大学の教育課程を有す

るものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であ

って，文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程における授業科目を

我が国において履修する場合について準用する。 

5 前 2項の規定により修得したものとみなすことができる単位数は，前条第 2

項，次条第 1項並びに第 31条第 1項及び第 2項の規定により修得したものと

みなし，又は与えることができる単位数と合わせて 60 単位を超えないものと

する。 

6 外国の大学若しくは短期大学又は外国の大学若しくは短期大学の教育課程を

有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設

であって，文部科学大臣が別に指定するものの学生は，学長の許可を得て本

学の授業科目を履修することができる。 

7 留学等に関し必要な事項は，別に定める。 

(大学以外の教育施設等における学修) 

第 30条 学部が教育上有益と認めるときは，学生が行う短期大学又は高等専門

学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を，当該学

部の教授会の議を経て，本学における授業科目の履修とみなし，単位を与え

ることができる。 

2 前項の規定により与えることができる単位数は，第 28 条第 2項，前条第 3項

及び第 4項並びに次条第 1項及び第 2項の規定により修得したものとみなし，

又は与えることができる単位数と合わせて 60単位を超えないものとする。 
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3 短期大学又は高等専門学校の専攻科等の学生は，学長の許可を得て本学の授

業科目を履修することができる。 

4 大学以外の教育施設等における学修に関し必要な事項は，別に定める。 

(第 1年次に入学した者の既修得単位等の認定) 

第 31条 学部が教育上有益と認めるときは，本学の第 1年次に入学した者が入

学前に大学又は短期大学(外国の大学若しくは短期大学又は外国の大学若しく

は短期大学の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において

位置付けられた教育施設であって，文部科学大臣が別に指定するものを含

む。)において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生として修

得した単位を含む。)を，本学の授業科目の履修により修得したものとみなす

ことができる。 

2 学部が教育上有益と認めるときは，本学の第 1年次に入学した者が入学前に

行った前条第 1 項に規定する学修を，本学における授業科目の履修とみなし，

単位を与えることができる。 

3 前 2項の規定により修得したものとみなし，又は与えることができる単位数

は，本学において修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)を

除き，第 28条第 2項，第 29条第 3項及び第 4項並びに前条第 1項の規定によ

り修得したものとみなし，又は与えることができる単位数と合わせて 60単位

を超えないものとする。 

4 前 3項の規定による既修得単位等の認定に関し必要な事項は，別に定める。 

第 5章 休学及び退学 

(休学) 

第 32条 学生が疾病その他やむを得ない事由により引き続き 3月以上修学でき

ないときは，当該学部長の許可を得て，休学することができる。 

2 休学の期間は，引き続き 1年を超えることができない。ただし，特別の事情

があるときは，更に 1年以内の休学を許可することがある。 

3 前 2項の規定にかかわらず，医学部医学科の学生であって，広島大学大学院

規則(平成 20年 1月 15日規則第 2号)第 17条第 10号に該当する者が，大学院

医歯薬保健学研究科医歯薬学専攻の博士課程に入学するときは，当該学部長

の許可を得て，休学することができる。 

4 前項の休学期間は，引き続き 4年を超えることができない。ただし，特別の

事情があるときは，更に 1年以内の休学を許可することがある。 

5 第 1項及び第 2項の規定にかかわらず，文部科学省が実施する日韓共同理工

系学部留学生事業により受け入れた韓国人留学生が兵役に服するときは，当

該学部長の許可を得て，休学することができる。 

6 前項の休学期間は，兵役に服する期間とする。 
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7 休学期間内であっても，その事由が消滅したときは，当該学部長の許可を得

て，復学することができる。 

第 33条 休学期間(前条第 4項及び第 6項に規定する休学期間を除く。)は，通

算して所属学部の修業年限を超えることができない。 

第 34条 休学期間は，在学期間に算入しない。 

(退学) 

第 35条 学生が退学しようとするときは，学長に願い出て許可を受けなければ

ならない。 

第 6章 転学部，転学科及び転学 

(転学部) 

第 36条 学生が他の学部に移ることを志望するときは，所属学部及び志望学部

の教授会の議を経て，学長の許可を受けなければならない。 

2 転学部の取扱いに関し必要な事項は，別に定める。 

(転学科等) 

第 37条 学生が所属学部内の他の学科又は類に移ることを志望するときは，当

該学部長の許可を受けなければならない。 

2 法学部又は経済学部の学生が所属学部内の他のコースに移ることを志望する

ときは，当該学部長の許可を受けなければならない。 

(転学) 

第 38条 他の大学から転学を志願する者については，当該学部の教授会の議を

経て，学長が許可する。この場合，既修得単位，修業年限及び在学年限の認

定は，当該学部の教授会の議を経て，学部長が行う。 

2 学生が他の大学に転学しようとするときは，所属学部の教授会の議を経て，

学長の許可を受けなければならない。 

第 7章 賞罰及び除籍 

(表彰) 

第 39条 学生に表彰に値する行為があるときは，学長は，これを表彰すること

ができる。 

2 表彰に関し必要な事項は，別に定める。 

(懲戒) 

第 40条 学生が本学の諸規則に違反し，学内の秩序を乱し，その他学生の本分

に反する行為をしたときは，学長は，これを懲戒する。 

2 懲戒の種類は，訓告，停学及び退学とする。 

3 懲戒に関し必要な事項は，別に定める。 

第 41条 学生が次の各号のいずれかに該当するときは，懲戒により退学を命ず

ることができる。 

(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者 
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(2) 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者 

(3) 正当の理由がなくて出席常でない者 

(4) 学内の秩序を著しく乱した者 

(5) 学生の本分に著しく反した者 

第 42 条 停学が 3 月以上にわたるときは，その期間は，修業年限に算入しない。 

(除籍) 

第 43条 学生が次の各号のいずれかに該当するときは，学長は，当該学部の教

授会の議を経てこれを除籍することができる。 

(1) 入学料の免除若しくは徴収猶予を不許可とされた者，半額免除若しくは

徴収猶予を許可された者又はフェニックス奨学生に不採用となった者であ

って，納付すべき入学料を納付しないもの 

(2) 所定の在学年限に達して，なお卒業の認定を得られない者 

(3) 授業料納付の義務を怠り督促を受けてもなお納付しない者 

第 8章 卒業及び学位の授与 

(卒業の要件) 

第 44条 第 4条に規定する修業年限以上在学し，かつ，所定の授業科目を履修

し，各学部において定める卒業の要件として修得すべき単位数(124 単位以上。

医学部医学科及び歯学部歯学科にあっては 188 単位以上，薬学部薬学科にあっ

ては 186 単位以上(将来の薬剤師としての実務に必要な薬学に関する臨床に係

る実践的な能力を培うことを目的として大学の附属病院その他の病院及び薬

局で行う実習に係る 20単位以上を含む。))を修得した者には，当該学部の教

授会の議を経て，学長が卒業を認定する。 

2 前項の規定による卒業の要件として修得すべき単位数のうち，第 19条の 2第

2項の授業の方法により修得することができる単位数は次のとおりとする。 

(1) 卒業の要件として修得すべき単位数が 124 単位(医学部医学科及び歯学部

歯学科にあっては 188 単位，薬学部薬学科にあっては 186 単位。以下同

じ。)の場合は，60単位を超えないものとする。 

(2) 卒業の要件として修得すべき単位数が 124 単位を超える場合は，第 19 条

の 2第 1項の授業の方法によって 64 単位(医学部医学科及び歯学部歯学科に

あっては 128 単位，薬学部薬学科にあっては 126 単位)以上の修得がなされ

ていれば，60単位を超えることができる。 

(早期卒業) 

第 45条 本学の学生(医学部医学科，歯学部歯学科及び薬学部薬学科に在学する

学生を除く。)で当該学部に 3年以上在学したもの(これに準ずるものとして文

部科学大臣の定めるものを含む。)が，卒業の要件として修得すべき単位を優

秀な成績をもって修得したと認められ，かつ，当該学部において学校教育法

施行規則(昭和 22 年文部省令第 11号)第 147 条に定める要件を満たしている場
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合には，第 4条の規定にかかわらず当該学部の教授会の議を経て，学長が卒

業を認定することができる。 

(卒業証書及び学位の授与) 

第 46条 卒業の認定を受けた者には，学長が卒業証書及び学士の学位を授与す

る。 

2 学士の学位の授与に関し必要な事項は，別に定める。 

第 9章 授業料 

(授業料) 

第 47条 授業料の年額は，535,800 円(夜間主コースにあっては 267,900 円)と

する。ただし，第 22条により長期履修を認められた者については，長期履修

を認められた時点における残りの修業年限に相当する年数に授業料の年額を

乗じて得た額を当該長期履修の期間の年数で除した額(その額に 10円未満の端

数があるときは，これを切り上げた額)とする。 

2 前項に定める授業料は，前期及び後期に区分し，各期ごとに年額の 2分の 1

に相当する額を納付するものとし，前期にあっては 4月，後期にあっては 10

月に納付しなければならない。 

3 前項の規定にかかわらず，前期に係る授業料を納付するときに，当該年度の

後期に係る授業料を併せて納付することができる。 

4 入学年度の前期又は前期及び後期に係る授業料については，前 2項の規定に

かかわらず，入学を許可されるときに納付することができる。 

5 第 2項及び前項の規定にかかわらず，次の各号に掲げる者は，当該各号に掲

げる日までに授業料を納付しなければならない。 

(1) 特別の事情により期の中途において入学，復学，転学，編入学又は再入

学した者 月割計算によるその期の額をそれぞれの許可日の属する月の末

日 

(2) 学年の中途で卒業する者 月割計算によるその期の額を，第 2項に定め

る各期の納付期日 

(3) 月割分納を許可された者 その月の末日。ただし，末日が休業期間中に

ある場合は，当該休業期間の開始する日の前日 

(4) 免除，徴収猶予及び月割分納の許可を取り消され，又は猶予期間満了の

者 許可の取消し，又は猶予期間満了の日の属する月の末日 

6 前項各号に定める月割の計算による額は，第 1項に定める授業料の年額の 12

分の 1に相当する額(その額に 10円未満の端数があるときは，これを切り上げ

た額)とする。 

7 既に長期履修を認められている者が長期履修の期間を短縮することを認めら

れたときは，当該短縮後の期間に応じて第 1項ただし書の規定により定めら

れた授業料に当該者が在学した期間の年数(その期間に 1年に満たない端数が
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あるときは，これを切り上げた年数。以下同じ。)を乗じて得た額から当該者

が在学した期間(学年の中途にあっては，当該学年の終了までの期間とする。

以下同じ。)に納付すべき授業料の総額を控除した額を，長期履修の期間の短

縮を認められた時に納付するものとする。ただし，当該短縮後の期間が修業

年限に相当する期間のときは，第 1項本文に定める授業料に当該者が在学し

た期間の年数を乗じて得た額から当該者が在学した期間に納付すべき授業料

の総額を控除した額を納付するものとする。 

8 所定の期日までに授業料を納付しないときは，掲示等により本人及び父母等

に督促する。 

(授業料の免除及び徴収猶予) 

第 48条 経済的理由により納付が困難であり，かつ，学業優秀と認められる学

生又は特別の事情により授業料の納付が著しく困難であると認められる学生

に対しては，授業料の全額若しくは半額を免除し，又はその徴収を猶予し，

若しくは月割分納を許可することができる。 

2 前項に定めるもののほか，フェニックス奨学生に対しては，授業料の全額を

免除することができる。 

3 前 2項に定めるもののほか，別に定める広島大学光り輝く奨学制度による奨

学生に対しては，授業料の全額を免除することができる。 

4 前 3 項に定めるもののほか，授業料の免除及び徴収猶予に関し必要な事項は，

別に定める。 

(休学者の授業料) 

第 49条 休学中は，授業料を免除する。 

(退学者等の授業料) 

第 50 条 退学又は懲戒退学の者もその期の授業料は，納付しなければならない。 

2 停学を命ぜられた者は，その期間中も授業料を納付しなければならない。 

(授業料の返還) 

第 51条 既納の授業料は，返還しない。 

2 前項の規定にかかわらず，授業料を納付した者が次の各号のいずれかに該当

するときは，納付した者の申出により，当該各号に規定する授業料に相当す

る額を返還する。 

(1) 入学の時期までに入学を辞退したとき 授業料の全額 

(2) 納付期限までに休学を許可されたとき その許可された期間の授業料に

相当する額 

(3) 9 月 30 日以前に退学を許可されたとき 後期分の授業料に相当する額 

第 10章 研究生，科目等履修生及び外国人特別学生等 
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(研究生) 

第 52条 本学の学生以外の者で，本学において特定の事項について研究するこ

とを志願するものがあるときは，教育研究に支障のない場合に限り，選考の

上，研究生として入学を許可することができる。 

2 研究生に関し必要な事項は，別に定める。 

(科目等履修生) 

第 52条の 2 本学の学生以外の者で，本学において一又は複数の授業科目を履

修することを志願するものがあるときは，教育研究に支障のない場合に限り，

選考の上，科目等履修生として入学を許可することができる。 

2 科目等履修生に関し必要な事項は，別に定める。 

(外国人特別学生) 

第 53条 第 13条，第 14 条及び第 18 条の規定によらないで入学を志願する外国

人は，外国人特別学生として選考の上，入学を許可することができる。 

(履修証明プログラム) 

第 53条の 2 本学の教育研究上の資源を活かし，社会人等への学習の機会を積

極的に提供するため，本学に学校教育法第 105 条に規定する特別の課程として

履修証明プログラムを開設することができる。 

2 履修証明プログラムに関し必要な事項は，別に定める。 

(公開講座) 

第 54条 本学の教育研究を広く社会に開放し，地域住民への学習の機会を積極

的に提供するため，本学に公開講座を開設することができる。 

2 公開講座に関し必要な事項は，別に定める。 

第 11章 厚生施設等 

(厚生施設) 

第 55条 本学に，学生宿舎その他の厚生施設を設ける。 

2 前項の施設に関し必要な事項は，別に定める。 

(雑則) 

第 56条 学部長は，学部細則を改正したときは，学長に報告するものとする。 

2 この通則に定めるもののほか，学部の学生の修学に関し必要な事項は，別に

定める。 

附 則 

1 この通則は，平成 16年 4月 1日から施行する。 

2 法学部夜間主コース及び学部の収容定員並びに全学部の収容定員は，別表の

規定にかかわらず，平成 16年度から平成 18年度までにあっては，次の表のと

おりとする。 
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学部名 学科等名 収容定員 

平成 16年度 平成 17年度 平成 18年度 

法学部 法学科夜間主コース 270 240 210 

計 850 820 790 

総 計 9,840 9,790 9,760 

3 経済学部夜間主コース及び学部の収容定員，生物生産学部の収容定員並びに

全学部の収容定員は，別表の規定にかかわらず，平成 16年度にあっては，次

の表のとおりとする。 

学部名 学科等名 収容定員 

経済学部 経済学科夜間主コース 270 

計 890 

生物生産学部 生物生産学科 390 

計 390 

総  計 9,840 

4 平成 15年度以前に入学した学生の教育課程及び卒業要件等については，この

通則の規定にかかわらず，なお従前の例による。 

5 平成 16年 4月 1日以降において在学者の属する年次に編入学，学士入学，転

入学又は再入学する者の教育課程における旧広島大学通則(昭和 26年 10月 1

日制定。以下「旧規程」という。)については，この通則の施行後もなおその

効力を有する。 

6 この通則の施行の際旧規程附則により存続するものとされた学部，学科及び

課程については，なお存続するものとする。 

 

(略) 

附 則(平成 21年 3月 31 日規則第 14 号) 

1 この規則は，平成 21年 4月 1日から施行する。 

2 医学部の医学科及び学部並びに全学部の入学定員並びにその収容定員は，こ

の規則による改正後の広島大学通則(以下「新通則」という。)別表の規定にか

かわらず，平成 21 年度から平成 36 年度までにあっては，次の表のとおりとす

る。 

年 度 
入学定員 収容定員 

医学科 医学部計 総計 医学科 医学部計 総計 

平成 21年度 110 230 2,350 610 1,130 9,905 

平成 22年度 117 237 2,357 627 1,147 9,960 

平成 23年度 117 237 2,357 644 1,164 10,015 
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平成 24年度 117 237 2,357 661 1,181 10,032 

平成 25年度 120 240 2,357 681 1,201 10,049 

平成 26年度 120 240 2,357 701 1,221 10,066 

平成 27年度 120 240 2,357 711 1,231 10,073 

平成 28年度 120 240 2,357 714 1,234 10,073 

平成 29年度 120 240 2,357 717 1,237 10,073 

平成 30年度 115 235 2,352 715 1,235 10,068 

平成 31年度 115 235 2,352 710 1,230 10,063 

平成 32年度    695 1,215 10,051 

平成 33年度    680 1,200 10,039 

平成 34年度    665 1,185 10,027 

平成 35年度    650 1,170 10,015 

平成 36年度    640 1,160 10,008 

3 歯学部の口腔保健学科は，新通則第 2条第 1項の規定にかかわらず，平成 21

年 3 月 31 日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間，

存続するものとする。 

4 歯学部の口腔保健学科及び口腔健康科学科の収容定員は，新通則別表の規定

にかかわらず，平成 21年度から平成 23年度までにあっては，次の表のとおり

とする。 

学部名 学科等名 
収容定員 

平成 21年度 平成 22年度 平成 23年度 

歯学部 口腔保健学科 120 80 40 

  口腔健康科学科 40 80 120 

5 新通則第 26条の規定は，平成 20 年度以前に入学した学生には適用しない。 

 

(略) 

附 則(平成 23年 3月 31 日規則第 13 号) 

1 この規則は，平成 23年 4月 1日から施行する。 

2 全学部の入学定員並びに歯学部の歯学科及び学部の収容定員並びに全学部の

収容定員は，この規則による改正後の広島大学通則別表の規定にかかわらず，

平成 23年度から平成 36年度までにあっては，次の表のとおりとする。 

 年度 
 入学定員  収容定員 

 総計  歯学科  歯学部計  総計 

 平成 23 年度  2,355  348  508  10,008 

 平成 24 年度  2,355  341  501  10,018 

 平成 25 年度 2,358  334  494 10,031 
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 平成 26 年度 2,358  327  487 10,044 

 平成 27 年度 2,358  320  480 10,047 

 平成 28 年度 2,358     10,048 

 平成 29 年度 2,358     10,051 

 平成 30 年度 2,353     10,049 

 平成 31 年度 2,353     10,044 

 平成 32 年度       10,029 

 平成 33 年度       10,014 

 平成 34 年度       9,999 

 平成 35 年度       9,984 

 平成 36 年度       9,974 

 

(略) 

附 則(平成 27年 3月 31 日規則第 50 号) 

1 この規則は，平成 27年 4月 1日から施行する。 

2 医学部の保健学科及び学部並びに全学部の収容定員は，この規則による改正

後の広島大学通則別表の規定にかかわらず，平成 27年度から平成 36年度まで

にあっては，次の表のとおりとする。 

 年度 
 収容定員 

 保健学科  医学部計  総計 

 平成 27 年度  500  1,211  10,027 

 平成 28 年度    1,194  10,008 

 平成 29 年度    1,197  10,011 

 平成 30 年度    1,195  10,009 

 平成 31 年度    1,190  10,004 

 平成 32 年度    1,175  9,989 

 平成 33 年度    1,160  9,974 

 平成 34 年度    1,145  9,959 

 平成 35 年度    1,130  9,944 

 平成 36 年度    1,120  9,934 

附 則(平成 28年 3月 31 日規則第 51 号) 

1 この規則は，平成 28年 4月 1日から施行する。 

2 全学部の入学定員並びに教育学部の第一類(学校教育系)及び学部の収容定員

並びに全学部の収容定員は，この規則による改正後の広島大学通則別表の規
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定にかかわらず，平成 28 年度から平成 36 年度までにあっては，次の表のとお

りとする。 

年度 
入学定員 収容定員 

総計 第一類(学校教育系) 教育学部計 総計 

平成 28年度 2,338 700 1,960 9,988 

平成 29年度 2,338 680 1,940 9,971 

平成 30年度 2,333 660 1,920 9,949 

平成 31年度 2,333     9,924 

平成 32年度       9,909 

平成 33年度       9,894 

平成 34年度       9,879 

平成 35年度       9,864 

平成 36年度       9,854 

 

(略) 

附 則(平成 29年 3月 14 日規則第 18 号) 

1 この規則は，平成 29年 4月 1日から施行する。 

2 理学部の物理科学科は，この規則による改正後の広島大学通則(以下「新規則」

という。)第 2条第 1項の規定にかかわらず，平成 29年 3月 31日に当該学科

に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間，存続するものとする。 

3 理学部の物理科学科及び物理学科の収容定員は，新規則別表の規定にかかわ

らず，平成 29 年度から平成 31 年度までにあっては，次の表のとおりとする。 

 学部名  学科等名 
収容定員 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

理学部 
物理科学科 198 132 66 

物理学科 66 132 198 

   附 則 

1 この規則は，平成 30年 4月 1日から施行する。 

2 この規則による改正前の広島大学通則第 2条に規定する工学部の第一類(機械

システム工学系)，第二類(電気・電子・システム・情報系)，第三類(化学・バ

イオ・プロセス系)は，この規則による改正後の広島大学通則(以下(新規則)と
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いう。)第 2条及び別表の規定にかかわらず，平成 32年 3月 31日に当該類に

在学する者が当該類に在学しなくなる日までの間，存続するものとする。 

3 医学部医学科及び学部の入学定員並びに全学部の入学定員並びに工学部及び

情報科学部の編入学定員並びに全学部の編入学定員並びに総合科学部，文学

部，教育学部，法学部，経済学部，医学部，工学部及び情報科学部の収容定

員並びに全学部の収容定員は，新規則別表の規定にかかわらず，平成 30年度

から平成 36年度までにあっては，次の表のとおりとする。 

学

部

名 

学科等名 入学定員 編入学定

員 
収容定員 

平成

30年

度 

平成 31

年度 

平成

30年

度 

平成

31

年度 

平成 3

0年度 

平成 31

年度 

平成 3

2年度 

平成 3

3年度 

平成 3

4年度 

平成 3

5年度 

平成 3

6年度 

総

合

科

学

部 

総合科学

科 

    
510 500 490         

国際共創

学科 

    
40 80 120         

計     550 580 610         

文

学

部 

人文学科     570 560 550         

計     570 560 550         

教

育

学

部 

第一類

(学校教

育系) 

    

657 634 631     

第二類

(科学文

化教育

系) 

    

346 340 334     

 第三類

(言語文

化教育

系) 

    

325 314 303     

第四類

(生涯活

動教育

系) 

    

345 338 331     

 第五類

(人間形

成基礎

系) 

    

217 214 211     

 計     1,890 1,840 1,810     

法

学

夜間主コ

ース 

    
170 160 150         
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部 計     750 740 730         

経

済

学

部 

昼間コー

ス 

    
615             

夜間主コ

ース 

    
240 220 205         

計     855 830 815         

医

学

部 

医学科 120 120   720 720 705 690 675 660 645 

計 240 240   1,200 1,200 1,185 1,170 1,155 1,140 1,125 

工

学

部 

第一類

(機械・

輸送・材

料・エネ

ルギー

系) 

  

0 0 150 300 455         

第二類

(電気電

子・シス

テム情報

系) 

  

0 0 90 180 273         

第三類

(応用化

学・生物

工学・化

学工学

系) 

  

0 0 115 230 349         

第四類

(建設・

環境系) 

    

495 450 408         

第一類

(機械シ

ステム工

学系) 

    

315 210 105         

第二類

(電気・

電子・シ

ステム・

情報系) 

  10 10 

405 270 135         

第三類

(化学・

バイオ・

プロセス

系) 

    

345 230 115 
  

  

  

  

  

  

  

  

計   10 10 1,935 1,890 1,850         

情

報

情報科学

科 

  0 0 
80 160 245         
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科

学

部 

計 

  0 0 

80 160 245         

総 計 2,338 2，338 70 70 9,944 9,914 9,909 9,904 9,889 9,874 9,859 

 

別表(第 3条関係) 

収容定員 

学部名 学科等名 入学定員 編入学定員 収容定員 

総合科学

部 

総合科学科 120   480 

国際共創学科 40   160 

計 160   640 

文学部 人文学科 130 10 540 

計 130 10 540 

教育学部 第一類(学校教育系) 157   628 

第二類(科学文化教育

系) 

82   328 

第三類(言語文化教育

系) 

73   292 

第四類(生涯活動教育

系) 

81   324 

第五類(人間形成基礎

系) 

52   208 

計 445   1,780 

法学部 法学科 昼間コース 140 10 580 

夜間主コー

ス 

30 10 140 

計 170 20 720 

経済学部 経済学

科 

昼間コース 150 5 610 

夜間主コー

ス 

45 5 190 

計 195 10 800 

理学部           

数学科 47   10 188 

物理学科 66 264 

化学科 59 236 
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生物科学科 34 136 

地球惑星システム学

科 

24 96 

          

計 230 10 940 

医学部 医学科 105   630 

保健学科 120 
 

480 

計 225 
 

1,110 

歯学部 歯学科 53 
 

318 

口腔健康科学科 40   160 

計 93 
 

478 

薬学部 薬学科 38   228 

薬科学科 22   88 

計 60   316 

工学部           

第一類(機械・輸送・

材料・エネルギー系) 

150   5 610 

第二類(電気電子・シ

ステム情報系) 

90 
  3 

366 

第三類(応用化学・生

物工学・化学工学系) 

115 
  4 

468 

第四類(建設・環境

系) 

90 
  3 

366 

          

計 445 15 1,810 

生物生産

学部 

生物生産学科 90 10 380 

計 90 10 380 

情報科学

部 
情報科学科 80 5 330 

総   計 2,323 80 9,844 
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２ 広島大学学生交流規則 

(平成 16年 4月 1日規則第 7号) 

広島大学学生交流規則 

目次 

第 1章 総則(第 1条・第 2条) 

第 2章 派遣学生(第 3条－第 10 条) 

第 3章 特別聴講学生(第 11条－第 18 条) 

第 4章 雑則(第 19条) 

附則 

 

第 1章 総則 

(趣旨) 

第 1条 この規則は，広島大学通則(平成 16年 4月 1日規則第 2号)第 28条第 5

項，第 29 条第 7項，第 30条第 4項及び広島大学大学院規則(平成 20年 1月 1

5日規則第 2号)第 35条第 4項の規定に基づき，広島大学(以下「本学」とい

う。)における派遣学生及び特別聴講学生の取扱いに関し必要な事項を定める

ものとする。 

(定義) 

第 2条 この規則において「派遣学生」とは，本学に在学中の学生で，本学の教

育課程の一環として他の大学等の授業科目を履修するもの(外国の大学又は短

期大学(大学以外の高等教育機関を含む。以下「外国の大学等」という。)へ留

学するもの，外国の大学又は短期大学の教育課程を有するものとして当該外

国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって，文部科学大臣

が別に指定するものの当該教育課程における授業科目を我が国において履修

するもの及び国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実

施に伴う特別措置法(昭和 51年法律第 72号)第 1条第 2項に規定する 1972 年

12 月 11 日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学(以下「国際

連合大学」という。)の教育課程における授業科目を履修するものを含む。)を

いう。 

2 この規則において「特別聴講学生」とは，他の大学等に在学中の学生で，そ

の大学等の教育課程の一環として本学の授業科目を履修するものをいう。 

3 この規則において「他の大学等」とは，次の各号のいずれかに該当するもの

をいう。 

(1) 本学と学生の交流を行う大学，短期大学(専攻科を含む。以下同じ。)又

は高等専門学校(専攻科を含む。以下同じ。) 
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(2) 外国の大学等又は外国の大学若しくは短期大学の教育課程を有するもの

として当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって，

文部科学大臣が別に指定するもの 

(3) 国際連合大学 

4 この規則において「大学間協議」とは，学生を交流するに当たって，あらか

じめ本学と他の大学等との間で，履修できる授業科目の範囲，対象となる学

生数，単位の認定方法，授業料等の費用の取扱い方法，その他必要とされる

具体的な措置に関して行う協議をいう。 

5 この規則において「部局間協議」とは，学生を交流するに当たって，あらか

じめ本学の学部又は研究科(以下「学部等」という。)と他の大学等との間で，

履修できる授業科目の範囲，対象となる学生数，単位の認定方法，授業料等

の費用の取扱い方法，その他必要とされる具体的な措置に関して行う協議を

いう。 

第 2章 派遣学生 

(取扱いの要件) 

第 3条 派遣学生の取扱いは，原則として大学間協議又は部局間協議が成立した

ものについて行う。 

2 前項の大学間協議は，学部にあっては学部の教授会，研究科にあっては研究

科の教授会(以下「当該教授会」という。)の議を経て，学長が行う。 

3 第 1項の部局間協議は，当該教授会の議を経て，当該学部等の長が行う。 

(出願手続) 

第 4条 派遣学生を志願する者は，所定の願書に大学間協議又は部局間協議によ

り決定した事項を記載した書類を添えて，学長に願い出なければならない。 

2 出願の時期は，大学間協議又は部局間協議の定めるところによる。 

(派遣の許可) 

第 5条 派遣学生の願い出があったときは，当該教授会の議を経て，学長が派遣

を許可する。 

2 学長は，他の大学等の授業科目を履修することを認めたときは，当該他の大

学等の長に必要書類を添えて学生の受入れを依頼するものとする。ただし，

部局間協議によるものについては，当該学部等の長が当該他の大学等の長に

依頼するものとする。 

(履修期間) 

第 6条 派遣学生の履修期間は，1学期又は 1学年間とする。 

2 前項の規定にかかわらず，学長が事情やむを得ないと認めたときは，当該他

の大学等の長と協議の上(部局間協議によるものについては，当該学部等の長

が当該他の大学等の長と協議の上)，履修期間を変更することができる。ただ

し，履修期間は，通算して 2年を超えることができない。 

－ 113－



(在学期間への算入) 

第 7条 前条に規定する履修期間は，本学の在学期間に算入する。 

(履修報告書の提出) 

第 8条 派遣学生は，履修期間が終了したときは，直ちに(外国の大学等へ留学

する学生については，帰国の日から 1月以内に)所属の学部等の長を経て，学

長に履修報告書を提出しなければならない。 

(授業料等) 

第 9条 派遣学生は，本学に正規の授業料を納付するものとする。 

2 派遣学生の受入大学等における授業料等の費用の取扱いは，大学間協議又は

部局間協議により定めるものとする。 

3 前項の規定により，派遣学生が受入大学等における授業料等の費用を負担す

る場合は，第 1項の規定にかかわらず，当該大学間協議又は部局間協議ごと

に理事(国際・平和・基金担当)が定める期間，本学の授業料を徴収しないこと

ができる。 

(派遣の許可の取消し) 

第 10条 学長は，派遣学生がその履修の実が上がらないと認められるとき，そ

の本分に反する行為があると認められるとき，又は授業料等の納付の義務を

怠ったときは，当該他の大学等の長と協議の上(部局間協議によるものについ

ては，当該学部等の長が当該他の大学等の長と協議の上)，派遣の許可を取り

消すことがある。 

第 3章 特別聴講学生 

(取扱いの要件等の準用) 

第 11条 第 3条，第 5条第 1項，第 6条及び第 10条の規定は，特別聴講学生に

準用する。この場合において，第 3条，第 5条第 1項，第 6条及び第 10条中

「派遣学生」とあるのは「特別聴講学生」と，第 5条中「派遣」とあるのは

「受入れ」と，第 10条中「派遣の許可」とあるのは「受入れの許可」と読み

替えるものとする。 

2 前項の場合において，特別聴講学生が歯学部と外国の大学との間で成立した

部局間協議に基づき受入れる学生であるときは，第 6条第 1項中「1学期又は

1学年間」とあるのは「4学年間」と，同条第 2項ただし書中「2年」とある

のは「5年」と読み替えるものとする。 

(出願手続) 

第 12条 特別聴講学生を志願する者(広島大学森戸国際高等教育学院 3＋1プロ

グラムに志願する者を除く。)は，次の各号(他の大学等(外国の大学等及び国

際連合大学を除く。)の学生にあっては第 4号を除く。)に掲げる書類を，履修

を希望する学期の始まる 2月前(外国の大学等の学生の場合は，原則として 6

月前。ただし，外国の大学等との大学間協議又は部局間協議において定めの
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ある場合は，その期日)までに，所属大学等の長を通じて学長に提出しなけれ

ばならない。 

(1) 本学所定の特別聴講学生願 

(2) 在学証明書及び成績証明書 

(3) 所属大学等の長の推薦書 

(4) 医師の健康診断書 

(受入れの通知) 

第 13条 学長は，特別聴講学生の受入れを許可したときは，その所属大学等の

長を経て本人にその旨を通知するものとする。 

第 14条 削除 

(学業成績証明書の交付) 

第 15 条 学部等の長は，特別聴講学生の学業成績証明書を交付するものとする。 

(学生証) 

第 16条 特別聴講学生は，所定の学生証の交付を受け，常に携帯しなければな

らない。 

(検定料，入学料及び授業料) 

第 17条 特別聴講学生に係る検定料及び入学料は，徴収しない。 

2 特別聴講学生が国立の大学，短期大学又は高等専門学校の学生であるときは，

本学での授業料は，徴収しない。 

3 特別聴講学生が公立若しくは私立の大学，短期大学若しくは高等専門学校，

外国の大学等又は国際連合大学の学生であるときは，履修するそれぞれの学

期(前期又は後期)ごとに 1単位に相当する授業について 14,800 円の授業料を

所定の期日までに納付しなければならない。ただし，次の各号のいずれかに

該当するときは，授業料の納付を要しない。 

(1) 公立又は私立の大学，短期大学又は高等専門学校との間で締結した大学

間相互単位互換協定において，当該学生の授業料が相互に不徴収とされて

いるとき。 

(2) 外国の大学等又は国際連合大学との間で締結した大学間交流協定，部局

間交流協定又はこれらに準ずるものにおいて，当該学生の授業料が相互に

不徴収とされているとき。 

4 前項の規定にかかわらず，特別聴講学生が広島大学森戸国際高等教育学院 3

＋１プログラムの大学間交流協定に基づき受入れる学生であるときは，履修

する期間に応じ次の各号に掲げる授業料を所定の期日までに納付しなければ

ならない。 

(1) 3 ターム 399,600 円 

(2) 4 ターム 532,800 円 

5 既納の授業料は，返還しない。 
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(費用の負担) 

第 18条 実験，実習に要する費用は，必要に応じ特別聴講学生の負担とする。 

第 4章 雑則 

(雑則) 

第 19条 この規則に定めるもののほか，この規則の実施に関し必要な事項は，

学部等が定める。 

2 この規則に定めるもののほか，広島大学森戸国際高等教育学院 3＋１プログ

ラムの特別聴講学生の取扱いに関し必要な事項は，別に定める。 

附 則 

1 この規則は，平成 16年 4月 1日から施行する。 

2 この規則の施行の際現に旧広島大学学生交流規程(昭和 47 年広島大学規程第

32 号)に基づき許可されている派遣学生及び特別聴講学生については，この規

則により許可された派遣学生及び特別聴講学生とみなす。 

 

(略) 

 

附 則(平成 30年 10月 1日規則第 125 号) 

この規則は，平成 30年 10月 1日から施行する。 
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３ 広島大学障害学生の修学等の支援に関する規則 

(平成 16 年 4 月 1 日規則第 129 号) 

広島大学障害学生の修学等の支援に関する規則 
(趣旨) 

第 1 条 この規則は，広島大学通則(平成 16 年 4 月 1 日規則第 2 号)第 56 条(広島大学大学

院規則(平成 20 年 1 月 15 日規則第 2 号)第 56 条及び広島大学特別支援教育特別専攻科規

則(平成 19 年 3 月 20 日規則第 44 号)第 24 条において準用する場合を含む。)の規定及び

広島大学(以下「本学」という。)が身体等に障害のある者を受け入れ，修学等の支援(以下

「支援」という。)を積極的に行うという理念に基づき，本学において身体等に障害のあ

る学生を入学前から卒業に至るまで支援する体制を整備し，その支援を円滑に実施するた

めに必要な事項を定めるものとする。 
(定義) 

第 2 条 この規則において「障害学生」とは，身体障害，知的障害，精神障害(発達障害を

含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)があり，障害者手帳を有す

る者又はそれに準ずる障害があることを示す診断書を有する者で，本人が修学上の支援を

受けることを希望し，かつ，その必要性が認められたものをいう。 
(支援の申出) 

第 3 条 支援は，入学前，入学後のいずれの時期においても，障害学生本人から申し出るこ

とができる。 
2 支援の必要性の有無及び支援の範囲については，その都度協議するものとする。 

(支援体制) 
第 4 条 支援は，障害学生が志望又は所属する学部，研究科又は専攻科(以下「所属学部等」

という。)が主たる責任を持つものとする。 
2 所属学部等は，教養教育に関しては大学院総合科学研究科等と緊密な協力関係を持つな

ど，相互に積極的に連携及び協力するものとする。 
3 前 2 項の支援を円滑かつ適切に行うため，教育室アクセシビリティセンター会議は，関

係部局間の調整を行うものとする。 
(入学試験等に関する相談体制) 

第 5 条 学長は，本学の入学試験の受験を希望する身体等に障害のある者に対し，入学試験

の特別措置等の相談及び入学後の修学等に関する相談に応じるための指針を設ける。 
2 前項の指針は，別に定める。 

(試験等に関する特別措置) 
第 6 条 学長は，障害学生に対し，試験等において他の学生と同じ基準で評価を受けること

を保証するため，試験等に関して特別措置を講ずる。 
2 前項の特別措置に関し必要な事項は，別に定める。 

(事務) 
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第 7 条 支援に関する事務は，学生総合支援センター並びに所属学部等を支援する東広島地

区運営支援部の支援室及び霞地区運営支援部学生支援グループにおいて処理する。 
(雑則) 

第 8 条 この規則に定めるもののほか，この規則の実施に関し必要な事項は，別に定める。 

附 則 
この規則は，平成 16 年 4 月 1 日から施行する。 
 
(略) 

附 則(平成 28 年 6 月 21 日規則第 160 号) 

この規則は，平成 28 年 6 月 21 日から施行し，この規則による改正後の広島大学障害学

生の修学等の支援に関する規則の規定は，平成 28 年 4 月 1 日から適用する。 
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４ 広島大学におけるハラスメントの防止等に関する規則 

(平成 16 年 4 月 1 日規則第 111 号) 

広島大学におけるハラスメントの防止等に関する規則 
(趣旨) 

第 1 条 この規則は，広島大学学則(平成 16 年 4 月 1 日規則第 1 号)第 28 条の規定に基づき，

広島大学(以下「大学」という。)におけるハラスメントが職員，学生，生徒，児童及び園

児並びにその関係者(以下「構成員」という。)の人権を侵害し，又は就学，就労，教育若

しくは研究(以下「就学・就労」という。)の権利等を侵害するものであるという認識にた

ち，大学においてその発生を防止するとともに，事後，適切に対応するため，ハラスメン

トの防止に関し必要な事項を定めるものとする。 
(定義等) 

第 2 条 この規則において「ハラスメント」とは，セクシュアル・ハラスメント及びそのほ

かのハラスメントをいう。 
2 この規則において「セクシュアル・ハラスメント」とは，一定の就学・就労上の関係に

ある大学の構成員が，相手の意に反する性的な性質の不適切な言動を行い，これによって

相手が，精神的な面を含めて，学業や職務遂行に関連して一定の不利益・損害を被るか，

若しくは学業や職務に関連して一定の支障が生じること，又は就学・就労のための環境を

悪化させることをいう。 
3 この規則において「そのほかのハラスメント」とは，セクシュアル・ハラスメントには

あたらないが，一定の就学・就労上の関係にある大学の構成員が，相手の意に反する不適

切な言動を行い，これによって相手が，精神的な面を含めて，学業や職務遂行に関連して

一定の不利益・損害を被るか，若しくは学業や職務に関連して一定の支障が生じること，

又はそのようなおそれがあることをいう。 
4 ハラスメントの行為者とされた者(以下「行為者とされた者」という。)の言動が次の各号

のいずれかに該当する場合は，ハラスメントがあると認めるものとする。 
(1) 行為者とされた者が第 2 項又は前項の行為を行うとの意図を有していたと認められ

るとき。 
(2) 当該言動が明らかに社会的相当性を欠くと認められるとき。 
(防止及び啓発) 

第 3 条 大学は，職員及び学生等に対し，ハラスメントの発生を防止するための啓発に努め

る。 
(相談体制) 

第 4 条 大学におけるハラスメントに関する相談への対応は，広島大学ハラスメント相談室

(以下「相談室」という。)が行う。 
2 相談室は，前項の相談に際し，ハラスメントの被害を受けたとする者(以下「被害を受け

たとする者」という。)のプライバシーを保護し，人権を侵害しないよう十分に配慮する

ものとする。 
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(調査体制) 
第 5 条 学長は，ハラスメントの事実関係を調査するため，及び必要な措置を講じるため，

当該の事案ごとに広島大学ハラスメント調査会(以下「調査会」という。)を設置する。 
2 前項の調査会に関し必要な事項は，別に定める。 
3 調査会は，被害を受けたとする者，行為者とされた者及びそのほかの関係者から公正な

事情聴取を行い，調査結果を速やかに学長に報告する。 
4 前項の事情聴取においては，事情聴取対象者の人権やプライバシーの保護には十分に配

慮するものとする。 
5 調査会は，調査の過程で，被害を受けたとする者の緊急避難措置，被害を受けたとする

者と行為者とされた者との間の調整又は被害を受けたとする者若しくは行為者とされた者

の配属又は所属する部局等での調査や調整等の勧告等の必要を認めたときは，これを行う。 
6 前項の勧告に基づき，部局等に調査会を置くことができる。 

(調査結果の告知及び不服申立て) 
第 6 条 学長は，調査会からの調査結果の報告を受け，被害を受けたとする者及び行為者と

された者に対して，速やかに書面により調査結果を告知するものとする。 
2 前項の告知を受けた者は，当該告知内容について不服がある場合は，告知を受けた日の

翌日から 2 週間以内に，書面により学長に不服を申し立てることができるものとする。た

だし，当該事案に関して，広島大学職員懲戒規則(平成 16 年 4 月 1 日規則第 97 号)に基づ

く懲戒に係る審査を受ける者は，不服を申し立てることはできない。 
3 学長は，前項本文の不服申立てがあった場合は，不服を申し立てた者に対して，申立て

内容の検討結果について書面により通知するものとする。 
4 前項の通知内容に対する不服申立ては，認めない。 

(措置の決定及び実施) 
第 7 条 学長は，調査会からの調査結果の報告を受け，被害を受けたとする者の不利益の回

復，環境の改善及び行為者とされた者に対する指導等の必要な措置を決定し，実施する。 
2 学長は，前項の決定に当たり，さらに審議が必要と認められる事項については，教育研

究評議会に付議する。 
(雑則) 

第 8 条 この規則に定めるもののほか，ハラスメントの防止及び事後の対応に関し必要な事

項は，別に定める。 

附 則 
1 この規則は，平成 16 年 4 月 1 日から施行する。 
2 旧広島大学ハラスメントの防止等に関する規程(平成 11 年広島大学規程第 12 号。以下

「旧規程」という。)により置かれたハラスメント相談員及び同専門相談員が行ったハラ

スメントに関する相談業務等の行為は，この規則により置かれたハラスメント相談員及び

同専門相談員が行ったものとみなす。 
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3 旧規程により設置されたハラスメント調査会については，この規則に基づき設置された

ものとみなす。 
 
(略) 

附 則 

この規則は，平成 31 年 4 月 1 日から施行する。 
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 ５ 広島大学学生表彰規則 

(平成 16 年 4 月 1 日規則第 14 号 )  
 

広島大学学生表彰規則  
(趣旨 )  

第 1 条 この規則は，広島大学通則 (平成 16 年 4 月 1 日規則第 2 号 )第 39 条第

2 項 (広島大学大学院規則 (平成 20 年 1 月 15 日規則第 2 号 )第 40 条及び広島

大学特別支援教育特別専攻科規則 (平成 19 年 3 月 20 日規則第 44 号 )第 16 条

第 1 項において準用する場合を含む。 )の規定に基づき，広島大学 (以下「本学」

という。 )の学生の表彰に関し必要な事項を定めるものとする。  
(表彰の基準 )  

第 2 条 表彰は，次の各号のいずれかに該当する本学の学生又は学生を構成員

とする団体について行う。  
(1 ) 学術研究活動において，特に顕著な業績を挙げたと認められる者  
(2 ) 課外活動において，特に優秀な成績をおさめ，課外活動の振興に功績が

あったと認められる者  
(3 ) 社会活動において，特に顕著な功績を残し，社会的に高い評価を受けた

と認められる者  
(4 ) その他前 3 号と同等以上の表彰に値する行為等があったと認められる者  
(表彰対象者の推薦 )  

第 3 条 理事 (教育・東千田担当 )，副学長 (学生支援担当 )，学部長及び研究科長

は，前条各号のいずれかに該当すると認めるものがあるときは，学長に推薦

することができる。  
(表彰の審議 )  

第 4 条 学長は，前条の推薦があったときは，審査会を設置する。  
2 審査会の構成員は，別に定める。  
3 表彰は，審査会の意見を聴き，教育研究評議会の議を経て行う。  

(表彰の方法 )  
第 5 条 表彰は，学長が表彰状を授与することにより行う。  

(表彰の時期 )  
第 6 条 表彰は，原則として次の日に行う。  

 入学式の日  
 学位記授与式の日  

2 前項の規定にかかわらず，表彰する必要があると判断されるときは，その都

度行う。  
(公表 )  

第 7 条 被表彰者は，学内に公表する。  
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(事務 )  
第 8 条 学生の表彰に関する事務は，学生総合支援センターにおいて処理する。  

(雑則 )  
第 9 条 この規則に定めるもののほか，学生の表彰に関し必要な事項は，別に

定める。  

附 則  
この規則は，平成 16 年 4 月 1 日から施行する。  
 
  (略 )  

附 則 (平成 28 年 4 月 1 日規則第 86 号 )  

この規則は，平成 28 年 4 月 1 日から施行する。  
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６ 広島大学学生懲戒規則 
(平成 28 年 3 月 7 日規則第 20 号) 

広島大学学生懲戒規則 
(趣旨) 

第 1 条 この規則は，広島大学通則(平成 16 年 4 月 1 日規則第 2 号)第 40 条第 3 項(広島大

学大学院規則(平成 20 年 1 月 15 日規則第 2 号)第 41 条において準用する場合を含む。)
の規定に基づき，学生の懲戒に関し必要な事項を定めるものとする。 
(懲戒の種類) 

第 2 条 懲戒の内容は，次の各号に掲げる懲戒の種類に応じ，当該各号に定めるとおりと

する。 
(1) 訓告 文書により注意を与え，将来を戒めること。 
(2) 停学 一定の期間又は期間を定めずに登校を停止させること。 
イ 有期の停学 3 月未満の停学で，確定期限を付すもの 
ロ 無期の停学 3 月以上の停学で，確定期限を付さず，指導による効果等の状況を勘

案しながらその解除の時期を決定するもの 
(3) 退学 学生としての身分を失わせること。 
(懲戒の要否等の決定) 

第 3 条 懲戒に相当する行為の存否及び懲戒の処分量定は，学生による事件事故に係る原

因行為の悪質性，結果の重大性等を踏まえて，総合的に勘案して決定するものとする。 
2 原因行為の悪質性の認否に当たっては，学生の主観的態様，行為の性質，当該行為に至

る動機及び事後の対応等を勘案して判断するものとする。この場合において，過去に懲

戒を受けた者又は次条に規定する学部等の長の指導を受けた者による事件事故である場

合は，より悪質性が高いものとみなす。 
3 結果の重大性の認否に当たっては，精神的損害を含めた人身損害の有無及びその程度，

物的損害の有無及びその程度，当該行為が社会に与えた影響等を勘案して判断するもの

とする。 
 (学部等の長の指導) 

第 4 条 学生による事件事故が懲戒に至らない程度のものである場合は，学部又は研究科 
(以下「学部等」という。)の長は，学生に対し，厳重注意その他の指導(以下「学部等の

長の指導」という。)を行うことができる。 
(懲戒の処分量定の標準例) 

第 5 条 懲戒の処分量定の標準例は，別表のとおりとする。 
 (事件事故の報告) 

第 6 条 学生による事件事故(ハラスメント及び不正受験を除く。)が発生した場合は，当該

学生が所属する学部等の長は，速やかに学長に通報するとともに，事実関係の調査を行

い，その調査の結果を学長に報告するものとする。 
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(事実関係の調査) 
第 7 条 学部等の長は，事実関係の調査並びに事件事故に係る事実の存否及び周辺事情の

認定に当たっては，原則として，学生から事情聴取を行わなければならない。 
2 学生が刑事法上の身柄拘束等をされていることにより，事情聴取を行うことができない

場合で，かつ，学部等の長が事情聴取の必要性を認めるときは，事情聴取が可能となる

までの間，前条の調査結果の報告を留保することができるものとする。 
3 事実を認定するための証拠が伝聞であり，かつ，学生が異議を述べている場合は，当該

学生の供述よりも信用するに足るべき他者の供述が得られた場合など，特別な情況があ

るときに限り，当該事実があったと認定できるものとする。 
(審査会) 

第 8 条 学長は，第 6 条の規定により報告があった事件事故について，懲戒を検討する必

要があると認めるとき(ハラスメントにあっては，広島大学ハラスメントの防止等に関す

る規則(平成 16 年 4 月 1 日規則第 111 号)第 6 条第 2 項の規定に基づき教育研究評議会(以
下「評議会」という。)に付議した事案において，評議会が学生の懲戒が相当と判断した

とき)は，学生懲戒審査会(以下「審査会」という。)を設置するものとする。 
2 審査会は，副学長(学生支援担当)，当該学生が所属する学部等の長及び他の学部等の長

若干人で組織するものとし，事件事故の内容に応じて学長が必要と認める者を加えるこ

とができる。 
3 審査会は，第 6 条の報告(次項の規定により追加の調査を行った場合は，当該調査の結果

の報告を含む。)に基づき，学生への懲戒の要否，懲戒の種類及び懲戒の内容について審

査する。この場合において，審査会は，当該学生に対して，口頭又は文書による意見陳

述の機会を与えるものとする。 
4 審査会は，必要に応じて，学部等の長に対して，当該学部等が行った事実関係の調査及

び調査の結果について説明を求め，又は追加の調査を求めることができる。 
5 審査会は，審査の結果を文書で学長に報告するものとする。 

(審査の結果の通知) 
第 9 条 学長は，前条第 5 項の報告を受けたときは，審査会の審査の結果を当該学生が所

属する学部等の長に通知する。 
(学部等における審議) 

第 10 条 学部等の長は，前条の通知があったときは，学生の懲戒について教授会の審議に

付すものとする。この場合において，教授会は，当該学生の懲戒について学長に意見を

述べるものとする。 
(評議会への諮問) 

第 11 条 学長は，審査会の審査の結果及び学部等の教授会の意見の双方又はいずれか一方

が学生の懲戒を提案するものであるときは，学生の懲戒について評議会に諮問する。こ

の場合において，評議会は，当該学生に対して，口頭又は文書による意見陳述の機会を
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与えるものとする。 
(懲戒の決定) 

第 12 条 学長は，評議会の審議を踏まえ，学生の懲戒について決定する。 
(不正受験の取扱い) 

第 13 条 学部等の長は，学生による不正受験が発覚した場合は，学長に通報するとともに，

当該学生の懲戒について教授会の審議に付すものとする。この場合において，教授会は，

当該学生の懲戒について学長に意見を述べるものとする。 
2 学長は，前項の教授会の意見が学生の懲戒を提案するものであるときは，学生の懲戒に

ついて評議会に諮問する。この場合において，評議会は，当該学生に対して，口頭又は

文書による意見陳述の機会を与えるものとする。 
3 学長は，評議会の審議を踏まえ，学生の懲戒について決定する。 

(懲戒の手続) 
第 14 条 懲戒処分は，学生に処分通知書(別記様式第 1 号)を交付し，又は口頭により通知

して行わなければならない。 
2 処分通知書の交付を行う際に，これを受けるべき学生の所在を知ることができない場合

は，当該学生の最後の住所地を管轄する簡易裁判所に対し民法(明治 29 年法律第 89 号)
に定める公示の手続を行い，公示された日から 2 週間を経過したときに処分通知書の交

付があったものとみなす。 
(懲戒処分の効力) 

第 15 条 懲戒処分の効力は，処分通知書を学生に交付したとき，又は口頭により通知した

時点で発生するものとする。 
(停学期間) 

第 16 条 停学の期間の計算は，暦に従って計算するものとし，懲戒処分の効力発生日の翌

日から起算する。 
(無期の停学の解除) 

第 17 条 無期の停学の解除は，学生が所属する学部等の長からの申出により，学長が評議

会に諮問して行う。 
 (停学中の学生指導) 
第 18 条 停学中の学生に対する指導は，学生が所属する学部等が行うものとする。 

(停学中の期末試験及び履修登録) 
第 19 条 停学の期間中における期末試験の受験及び履修手続の取扱いについては，次の各

号に掲げるとおりとする。 
 (1) 停学を開始したターム又は学期の期末試験の受験を認める。ただし，受験資格を満

たしていないときは，この限りでない。 
(2) 停学の期間中の全ての履修登録を認める。 
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(告示) 
第 20 条 学長は，学生の懲戒を行ったときは，当該学生及び被害者が特定されるおそれの

ある内容を除き，原則として，事案の概要，懲戒の種類，処分年月日を懲戒告示(別記様

式第 2 号)により学内に告示するものとする。 
(証明書類等への記載の禁止) 

第 21 条 本学が作成する成績証明書その他の証明書類に，懲戒の有無及び学部等の長の指

導の有無並びにその内容等を記載してはならない。 
2 学生の就職又は進学に際して指導教員その他本学関係者が作成する推薦書類その他の

書類に，懲戒の有無及び学部等の長の指導の有無並びにその内容等を記載してはならな

い。 
(守秘義務) 

第 22 条 学生の懲戒に関する事項に関わった職員は，学生の懲戒に関して知り得た情報を

正当な理由なく他に漏らしてはならない。 
(雑則) 

第 23 条 この規則に定めるもののほか，この規則の実施に関し必要な事項は，別に定める。 
   附 則 
1 この規則は，平成 28 年 4 月 1 日から施行する。 
2 広島大学学生懲戒指針(平成 16年 4月 1日学長決裁)及び広島大学学生懲戒指針の運用に

ついて(申合せ)(平成 22 年 9 月 21 日学長決裁)は，廃止する。 
3 この規則の施行前に発生した学生による事件事故に対する懲戒の適用については，なお

従前の例による。 
   附 則 
 この規則は，平成 30 年 4 月 1 日から施行する。 
別表(第 5 条関係) 
懲戒の処分量定の標準例 

種類 事件事故 処分量定 

犯
罪
行
為
等 

殺人，強盗，強制性交等，誘拐，放火等の凶悪な犯罪行為 退学 

暴行，傷害，万引きその他の窃盗，横領，恐喝又は詐欺行

為 

退学，停学又は

訓告 

麻薬，覚せい剤等の薬物犯罪行為(栽培，売買，不正所持又

は使用)  

退学又は停学(

無期) 

賭博行為 停学又は訓告 

性的な迷惑行為(痴漢行為，のぞき見，盗撮行為等)，わい

せつ行為(公然わいせつ，わいせつ物頒布等)，性暴力行為(

強制わいせつ等)又はストーカー行為 

退学，停学又は

訓告 

コンピュータ又はネットワークの不正利用による犯罪行為 退学又は停学 
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交
通
事
故
等 

飲酒運転若しくは暴走運転により相手を死亡させ，又は高

度後遺障害等を負わせる人身事故を起こした場合 

退学 

飲酒運転又は暴走運転により人身事故(高度後遺障害等を

負わせる人身事故を除く。)を起こした場合 

退学又は停学(

無期) 

無免許運転等悪質な交通法規違反により相手を死亡させ，

又は人身事故を起こした場合 

退学又は停学(

無期) 

飲酒運転，暴走運転又は無免許運転 停学 

不
正
受
験 

替え玉受験等の悪質な不正行為 退学又は停学 

カンニング等の不正行為 停学又は訓告 

監督者の注意又は指示に従わなかった場合 訓告 

研
究
活
動
上

の
不
正
行
為 

研究活動におけるねつ造，改ざん又は盗用 退学又は停学 

研究費等の不正使用 停学又は訓告 

ハ
ラ
ス 

メ
ン
ト 

セクシュアル・ハラスメント行為，アカデミック・ハラス

メント行為，パワー・ハラスメント行為又はモラル・ハラス

メント行為 

 

退学，停学又は

訓告 

非
違
行
為
等 

本学の知的財産を故意に喪失させる行為 退学又は停学 

本学が管理する建造物への不法侵入又はその不正使用若し

くは占拠若しくは損壊若しくは失火(結果が重大なものに限

る。) 

退学，停学又は

訓告 

本学の構成員に対する暴力行為，威嚇，拘禁又は拘束 退学，停学又は

訓告 

本学の教育研究又は管理運営を著しく妨げる暴力的行為 退学，停学又は

訓告 

本学が管理する器物の損壊，汚損又は失火(結果が重大なも

のに限る。)  

停学又は訓告 

 

飲酒を強要し，死に至らしめる等重大な事態を生じさせた

場合 

退学又は停学 

飲酒を強要し，急性アルコール中毒等の被害を生じさせた

場合 

停学又は訓告 

未成年者に対する飲酒若しくは喫煙を強要又は助長する行

為 

停学又は訓告 

授業，実習，研修等で知り得た個人情報の漏えい，紛失等

の不適切な取扱い 

停学又は訓告 

人を教唆して事件事故を実行させた場合又は人の事件事故

を幇助した場合 
退学，停学又は

訓告 

その他，本学の信用を著しく失墜させる行為 退学，停学又は

訓告 
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別記様式第 1 号(第 14 条第 1 項関係) 
 
 

処 分 通 知 書 
 
 
                     年度入学生 
                 学部・学科(研究科・専攻)  
                 学生番号  
                 氏  名  
 

広島大学通則第 40 条(広島大学大学院規則第 41 条において準用する広島大学通則第 40
条)の規定に基づき，   に処する。 
 
 

処 分 理 由 
 
                                        
 
平成  年  月  日 
 
 
                広島大学長   
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別記様式第 2 号(第 20 条関係) 

  
 
 

 

懲戒告示 
 

このたび，本学学生が学生の本分に反する行為を行っ

たため，広島大学通則第40条の規定に基づき，下記のと

おり懲戒処分を行ったので，告示する。 

今後このような不祥事が再発しないよう，学生諸君の

一層の自覚を促すものである。 

 

記 
 
 

事案の概要 

懲戒の種類 

処分年月日  平成 年 月 日 

 

 

平成 年 月 日  

 

広 島 大 学 長  
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   ７ 広島大学学生生活に関する規則 
(平成 16 年 4 月 1 日規則第 15 号) 

 
広島大学学生生活に関する規則 
(趣旨) 

第 1 条 この規則は，広島大学通則(平成 16 年 4 月 1 日規則 2 号)第 56 条の規定に基づき，

広島大学(以下「本学」という。)の学生(以下「学生」という。)が学生生活上守るべき必

要な事項について定めるものとする。 
(学生証) 

第 2 条 学生は，学生証の交付を受け，常に携帯するものとする。 
2 学生証の取扱いに関し必要な事項は，別に定める。 

(住所届) 
第 3 条 学生は，入学後速やかに，本人の住所並びに帰省先住所及び連絡先(以下「住所

等」という。)を所定の様式で所属学部の長に届け出るものとする。住所等に変更があっ

たときには，速やかにその旨を届け出るものとする。 
(健康診断) 

第 4 条 学生は，本学が行う健康診断を受けるものとする。ただし，やむを得ない理由のた

め受診することができないときは，所属学部の長に届け出てその指示を受けるものとする。 
(学生団体の届出) 

第 5 条 学生が，単一の学部の学生をもって団体を結成するときは，代表責任者は，その所

属学部の長に所定の学生団体結成届を提出するものとする。 
2 団体の構成員が 2 学部以上にわたる団体であるときは，代表責任者は，学長に所定の学

生団体結成届を提出するものとする。 
3 結成された団体の活動が継続する場合は，毎年 5 月末日までに，第 1 項に基づく学生団

体の代表責任者にあってはその所属学部の長に，前項に基づく学生団体の代表責任者にあ

っては学長に，所定の更新届を提出するものとする。 
4 前 3 項に規定する届には，次に掲げる事項を記載するものとする。 

(1) 団体の名称  
(2) 団体の目的  
(3) 連絡先  
(4) 代表責任者の氏名  
(5) 所属学部別の構成員数  
(学生又は学生団体の施設使用) 

第 6 条 学生又は学生団体が学内施設(運動場及び道路等を含む。)を使用するときは，責任

者は，原則として 3 日前までに，学部の施設の場合にあっては当該学部の長に，その他の

施設の場合にあっては学長に，所定の施設使用願を提出し，その承認を受けるものとする。 
2 前項に規定する施設使用願には，次に掲げる事項を記載するものとする。 

－ 131－



(1) 使用目的  
(2) 日時及び場所  
(3) 責任者の氏名  
(4) 参加人員(学外者の人員を含む。)  
(掲示及び立看板等) 

第 7 条 学生又は学生団体による学内での掲示物の掲示，立看板の掲出又はちらし・ビラ等

の文書の配付については，次に定めるところにより行うものとする。 
(1) 掲示物は，所定の学生用掲示板に掲示すること。  
(2) 立看板は，所定の学生用掲示場に掲出すること。  
(3) 掲示板の掲示物の大きさは 1 平方メートル以内，立看板の大きさは 2 平方メートル

以内とすること。  
(4) 掲示及び掲出の期間は 3 週間以内とし，この期間を経過した掲示物及び立看板は，

掲示責任者において撤去すること。  
(5) 教室内で配付したちらし・ビラ等の文書は机上等に放置せず，配付責任者において

回収し，その散乱防止に努めること。  
(放送等) 

第 8 条 学生又は学生団体が，学内において，拡声放送の必要が生じた場合並びに行事及び

集会を行う場合は，授業，研究及び診療等に支障を来すことがないよう十分配慮しなけれ

ばならない。 
(準用) 

第 9 条 この規則の規定は，大学院及び専攻科の学生並びに研究生(外国人研究生を含む。)
及び科目等履修生について準用する。 

第 10 条 この規則に定めるもののほか，この規則の実施に関し必要な事項は，別に定める。 
附 則 

1 この規則は，平成 16 年 4 月 1 日から施行する。 
2 この規則の施行の際現に旧広島大学学生生活に関する規程(平成 7 年広島大学規程第 4 号。

以下「旧規程」という。)により交付されている学生証は，この規則により交付された学

生証とみなす。 
3 この規則の施行の際現に旧規程により届け出されている住所届及び学生団体は，この規

則により届け出された住所届及び学生団体とみなす。 
4 この規則の施行の際現に旧規程により使用の承認を受けている学生又は学生団体は，こ

の規則により使用の承認を受けた学生又は学生団体とみなす。 
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８ 広島大学授業料等免除及び猶予規則 

(平成 16年 4月 1日規則第 9号) 

広島大学授業料等免除及び猶予規則 

(趣旨) 

第 1条 この規則は，広島大学通則(平成 16年 4月 1日規則第 2号)第 16条の 2

第 3項及び第 48条第 4項(広島大学大学院規則(平成 20年 1月 15日規則第 2

号)第 49 条第 5項及び広島大学特別支援教育特別専攻科規則(平成 19年 3月 2

0日規則第 44号)第 21条第 1項において準用する場合を含む。)並びに広島大

学大学院規則第 22 条第 4項の規定に基づき，広島大学(以下「本学」とい

う。)の学部，研究科及び専攻科の学生の入学料及び授業料の免除及び徴収猶

予に関し必要な事項を定めるものとする。 

(経済的理由等に基づく入学料の免除，徴収猶予等) 

第 2条 次の各号のいずれかに該当する者には，入学料の全額又は半額を免除す

ることができる。 

(1) 本学の研究科又は専攻科の学生として入学する者であって経済的理由に

よって納付が困難であり，かつ，学業が優秀と認められるもの 

(2) 本学の学部，研究科又は専攻科(以下「学部等」という。)に学生として

入学する者であって，入学前 1年以内において学生の学資を主として負担

している者(以下「学資負担者」という。)が死亡した場合，本人若しくは

学資負担者が災害を受けた場合又はこれらに準ずる場合であって学長が相

当と認める事由がある場合で納付が著しく困難であると認められる者 

2 前項の免除を受けようとする者は，入学手続終了の日までに次の書類を学長

に提出し，その許可を受けなければならない。 

(1) 入学料免除申請書(別記様式第 1号) 

(2) その他学長が必要と認める書類 

第 3条 本学の学部等に学生として入学する者であって，次の各号のいずれかに

該当するものには，入学料の徴収を猶予することができる。 

(1) 経済的理由によって納付期限までに納付が困難であり，かつ，学業が優

秀と認められる者 

(2) 入学前 1年以内において，学資負担者が死亡した場合，本人若しくは学

資負担者が災害を受けた場合又はこれらに準ずる場合であって学長が相当

と認める事由がある場合で納付期限までに納付が困難であると認める者 

2 前項による徴収猶予を受けようとする者は，入学手続終了の日までに入学料

徴収猶予申請書(別記様式第 2号)に前条第 2項第 2号の書類を添えて学長に提

出し，その許可を受けなければならない。ただし，入学料免除を申請し，免

除を不許可とされた者及び半額免除を許可された者が徴収猶予を受けようと
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する場合は，免除の不許可及び半額免除の許可を告知された日から起算して 1

4日以内に提出しなければならない。 

3 第 1項により徴収を猶予する期間は次のとおりとし，当該期間内に納付すべ

き入学料を納付しなければならない。 

(1) 4 月入学者 当該年度の 8月末日 

(2) 10 月入学者 当該年度の 2月末日 

4 免除又は徴収猶予を許可又は不許可とするまでの間は，免除又は徴収猶予を

申請した者に係る入学料の徴収を猶予する。 

5 免除若しくは徴収猶予を不許可とされた者又は半額免除を許可された者(第 2

項ただし書により徴収猶予の申請をした者を除く。)は，免除若しくは徴収猶

予の不許可又は半額免除の許可を告知された日から起算して 14 日以内に，納

付すべき入学料を納付しなければならない。 

(フェニックス奨学生に係る入学料の免除及び徴収猶予並びに光り輝く奨学生

に係る入学料の免除) 

第 3条の 2 広島大学フェニックス奨学制度による奨学生(以下「フェニックス

奨学生」という。)に係る入学料の免除及び徴収猶予並びに広島大学光り輝く

奨学制度による奨学生(以下「光り輝く奨学生」という。)に係る入学料の免除

については，広島大学奨学制度に関する規則(平成 20年 1月 15日規則第 6号)

の定めるところによる。 

(博士課程リーダー育成プログラム履修生に係る入学料の徴収猶予) 

第 3条の 3 広島大学大学院博士課程リーダー育成プログラムの履修を認められ

た者(以下「博士課程リーダー育成プログラム履修生」という。)に係る入学料

の徴収猶予については，広島大学大学院博士課程リーダー育成プログラム規

則(平成 24年 9月 18日規則第 122 号)の定めるところによる。 

(死亡等による入学料の免除) 

第 4条 入学料の徴収猶予を申請した者について，第 3条第 3項に規定する期間

内において死亡した場合は，未納の入学料の全額を免除する。 

2 入学料の免除又は徴収猶予を申請した者について，第 3条第 4項の規定によ

り徴収を猶予している期間内において死亡した場合は，未納の入学料の全額

を免除する。 

3 免除又は徴収猶予を不許可とされた者又は半額免除を許可された者について，

第 3条第 5項に規定する期間内において死亡した場合は，未納の入学料の全額

を免除する。 

4 免除若しくは徴収猶予を不許可とされた者又は半額免除を許可された者であ

って，納付すべき入学料を納付しないことにより学籍を有しないこととなる

場合は，その者に係る未納の入学料の全額を免除する。 
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(経済的理由に基づく授業料免除) 

第 5条 学資の支弁が困難であり，かつ，学業優秀と認められる場合は，各期ご

との授業料について全額又は半額を免除することができる。 

2 前項の免除を受けようとする者は，納付期限までに次の書類を学長に提出し，

その許可を受けなければならない。 

(1) 授業料免除申請書(別記様式第 3号) 

(2) その他学長が必要と認める書類 

(成績優秀学生に対する授業料免除) 

第 5条の 2 成績優秀学生の授業料免除については，広島大学エクセレントスチ

ューデントスカラシップ規則(平成 18年 4月 18 日規則第 91 号)の定めるとこ

ろによる。 

(フェニックス奨学生及び光り輝く奨学生に対する授業料免除) 

第 5条の 3 フェニックス奨学生及び光り輝く奨学生の授業料免除については，

広島大学奨学制度に関する規則の定めるところによる。 

(入学前奨学制度による奨学生に対する授業料免除) 

第 5条の 4 広島大学入学前奨学制度による奨学生の授業料免除については，広

島大学入学前奨学制度規則(平成 29年 2月 21日規則第 6号)の定めるところに

よる。 

(給付奨学金制度による給付奨学生に対する授業料免除) 

第 5条の 5 独立行政法人日本学生支援機構の給付奨学金制度による給付奨学生

の授業料については，全額免除とする。 

(やむを得ない事情があると認められる場合の授業料免除) 

第 6条 死亡，行方不明等やむを得ない事情があると認められる場合は，次のと

おり授業料を免除することができる。 

(1) 死亡，行方不明のため学籍を除いた場合は，未納の授業料の全額 

(2) 授業料の各期ごとの納付月前 6月以内(入学した日の属する期分の免除に

係る場合は，入学前 1年以内)において，学資負担者が死亡した場合，学生

若しくは学資負担者が災害を受けた場合又はこれらに準ずる場合であって

学長が相当と認める事由がある場合で納付が著しく困難であると認められ

る場合は，当該事由の発生した日の属する期の翌期に納付すべき授業料の

全額又は半額。ただし，当該事由発生の時期が当該期の授業料の納付期限

以前であり，かつ，当該学生が当該期分の授業料を納付していない場合に

おいては，翌期に納付すべき授業料に代えて当該期分の授業料の全額又は

半額を免除することができる。 

(3) 授業料又は入学料未納のため除籍した場合は，未納の授業料の全額 
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(4) 授業料の徴収猶予(月割分納による徴収猶予を含む。)を許可している者

に対し，その願出により退学を許可した場合は，月割計算による退学の翌

月以降に納付すべき授業料の全額 

2 休学を許可した場合は，休学当月の翌月(休学開始日が月の初日の場合は休学

当月)から復学当月の前月までの月数に授業料年額の 12分の 1に相当する額を

乗じて得た額の全額を免除する。ただし，授業料の納付期限経過後休学を許

可した場合は，その期の授業料は免除しない。 

3 第 1項第 2号の取扱手続については，第 5条第 2項の規定を準用する。 

(経済的理由等に基づく授業料の徴収猶予) 

第 7条 学生が次の各号のいずれかに該当する場合は，各期ごとの授業料の全部

又は一部を徴収猶予することができる。 

(1) 経済的理由によって納付期限までに授業料の納付が困難であり，かつ，

学業優秀と認められる場合 

(2) 行方不明の場合 

(3) 授業料の各期ごとの納付月前 6月以内(入学した月の属する期分は入学前

1年以内)において，学生又は学資負担者が災害を受け，納付が困難である

と認められる場合 

(4) その他やむを得ない事情があると認められる場合 

2 前項の取扱手続については，第 5条第 2項の規定を準用する。 

3 第 1項により徴収を猶予する期間は次のとおりとし，当該期間内に納付すべ

き授業料を納付しなければならない。 

(1) 前期分 当該年度の 8月末日 

(2) 後期分 当該年度の 2月末日 

(博士課程リーダー育成プログラム履修生に係る授業料の徴収猶予) 

第 7条の 2 博士課程リーダー育成プログラム履修生に係る授業料の徴収猶予に

ついては，広島大学大学院博士課程リーダー育成プログラム規則の定めると

ころによる。 

(授業料の月割分納) 

第 8条 第 7条第 1項第 3号又は第 4号に該当する特別の事情があると認められ

る場合は，授業料の月割分納を許可することができる。この場合の月割分納

額は，年額の 12分の 1に相当する額とする。 

2 前項の月割分納の許可を受けようとする者は，納付期限までに授業料月割分

納許可申請書(別記様式第 4号)に第 5条第 2項第 2号の書類を添えて学長に提

出し，その許可を受けなければならない。 
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(許可された者の義務等) 

第 9条 免除，徴収猶予及び月割分納を許可された者は，当該期間の中途におい

てその事由が消滅したときは，直ちにその旨を学長に届け出なければならな

い。 

2 前項の者に対する許可は，届出の日からその効力を失う。 

3 許可された事由について虚偽の事実が判明したときは，その許可を取り消す。 

(雑則) 

第 10条 この規則に定めるもののほか，学生の入学料及び授業料の免除及び徴

収猶予に関し必要な事項は，別に定める。 

附 則 

この規則は，平成 16年 4月 1日から施行する。 

 

(略) 

附 則(平成 30年 3月 19 日規則第 24 号) 

この規則は，平成 30年 4月 1日から施行する。 

 

別記様式 ・・・ 添付略 
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   ９ 広島大学東広島キャンパスの構内交通に関する細則 

(平成 16年 4月 1日副学長(財務担当)決裁) 

広島大学東広島キャンパスの構内交通に関する細則 

(趣旨) 

第 1条 この細則は，広島大学構内駐車場利用規則(平成 16年 4月 1日規則第 115号)第 9

条の規定に基づき，広島大学東広島キャンパス構内(以下「構内」という。)における自動

車及び二輪車(以下「車両」という。)の交通規制に関し必要な事項を定めるものとする。 

(定義) 

第 2条 この細則において「自動車」とは，道路交通法(昭和 35年法律第 105号)に規定す

る自動車(自動二輪車を除く。)をいい，「二輪車」とは，同法に規定する自動二輪車及び

原動機付自転車をいう。 

2 この細則において「部局等」とは，構内に所在する学部，研究科，図書館，教育本部，

全国共同利用施設，学内共同教育研究施設，学内共同利用施設，附属学校，学長室，大学

経営企画室，グローバル化推進室，監査室，理事室及び東広島地区運営支援部をいう。 

(入構制限) 

第 3条 構内に自動車により入構しようとする者は，入構の許可を受け，広島大学(以下

「本学」という。)が発行する職員証，学生証，利用登録証又は構内駐車証(以下「構内駐

車証等」という。)を所持していなければならない。 

2 前項に定める入構の許可は，部局等に配属又は所属する者にあっては当該部局等の長，

その他の者にあっては関係の部局等の長が行う。 

3 前項の規定にかかわらず，本学の公用車，消防車等の緊急自動車，構内を警備する自動

車その他本学の業務上及び安全管理上，必要があると認められる自動車に対しては，理事

(財務・総務担当)(以下「理事」という。)が入構の許可を行うことができる。 

(構内駐車証等の交付申請資格) 

第 4条 前条第 1項に定める構内駐車証等の交付申請資格者は，次に掲げる者とする。 

(1) 部局等に配属又は所属する職員(障害者手帳の交付を受けている者を除く。)で自動

車による通勤届出があり，かつ，自動車任意保険のうち「対人賠償保険」(以下「任意

保険」という。)の契約を締結をしている者又はその保険の被保険者となっている者。

ただし，次に該当する者は除く。 

イ 下見職員宿舎又はががら職員宿舎に居住している者 

ロ 県道馬木八本松線，県道吉川西条線，市道下見御薗宇線及び構内境界線に囲まれ

た地域に居住している者 

(2) 部局等に所属する学生(研究生等を含む。以下同じ。ただし，この号において，障害

者手帳の交付を受けている者を除く。)で任意保険の契約を締結している者又はその保

険の被保険者となっている者で，副学長(学生支援担当)が定める安全教育(以下「安全

教育」という。)を受講しているもの(構内駐車証等の交付までに受講する者を含む。)。

ただし，次に該当する者は除く。 
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イ 学部学生の 1年次生及び 2年次生 

ロ 池の上学生宿舎又は国際交流会館に居住している者 

ハ 県道馬木八本松線，県道吉川西条線，市道下見御薗宇線及び構内境界線に囲まれ

た地域に居住している者 

(3) 商用等のため構内を訪れる業者 

(4) 部局等に配属若しくは所属する職員又は学生のうち障害者手帳の交付を受けている

者で，次に該当するもの。 

イ 職員にあっては，任意保険の契約を締結している者又はその保険の被保険者とな

っている者 

ロ 学生にあっては，任意保険の契約を締結している者又はその保険の被保険者とな

っている者で，安全教育を受講しているもの 

(5) 本学における教育，研究又は診療等のため学外から構内を訪れる者 

(6) その他教育研究の遂行のため特に必要があると理事が認めた者 

(構内駐車証等の申請が可能な期間等) 

第 5条 次の各号に掲げる者が構内駐車証等の交付を申請できる期間は，当該各号に掲げる

期間とする。 

(1) 前条第 1号から第 3号までに該当する者 次に掲げる期間 

イ 毎年理事が定める日から 4月 15日まで 

ロ 毎年理事が定める日から 10月 15日まで 

ハ 4月 16日以降及び10月 16日以降(ただし，駐車場に余裕がある場合のみ申請でき

るものとする。) 

(2) 前条第 4号から第 6号までに該当する者 随時 

2 構内駐車証等の種類及び交付申請手続の方法等は，別紙第 1のとおりとする。 

3 前条の規定にかかわらず，次の各号のいずれかに該当する者から自動車による構内への

入構の申し出があった場合は，部局等の長は，当該各号に規定する期間を限度として，当

該申し出た者に構内駐車証等を貸し出すことができる。 

(1) 業務上自動車を使用する必要があると認められる者 1週間 

(2) 本学構内での営繕工事等により自動車による入構が必要な者 1月 

(3) 疾病等により自動車を使用する必要があると認められる者 3月 

4 前条の規定にかかわらず，自動車により入構しようとする当日に次の各号のいずれかに

該当するときは，関係の部局等の長の許可を得たものとみなす。 

(1) 部局等以外に配属又は所属する本学の職員が，一時的に自動車により入構するため，

ゲート管理員に身分を証明できる書類等を提示し，その用務を申し出て，認められた

とき。 

(2) 所用のため構内を訪れる外来者又は商用等のため構内を訪れる業者が，一時的に入

構するため，用務を申し出て，認められたとき。 

(経費等) 
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第 6条 自動車による入構及び駐車整理業務に要する経費については，自動車による入構の

許可を受けた者(以下「利用者」という。)の負担とし，その負担金(以下「利用者負担金」

という)は，自動車による入構及び駐車整理業務に要する最低限度の費用相当額とする。 

2 前項の規定にかかわらず，本学は，午後 9時から翌日午前 6時までの入構及び駐車整理

業務等に要する経費及び構内の安全管理に必要な経費を負担する。 

3 第 1項に規定する利用者負担金の額は次の表のとおりとし，日割り計算は行わないもの

とする。 

区分 金額 

1  第 4条第 1号から第 3号までのいずれか又は第6号に該当する者  

  (1) 駐車場を利用する期間1年 6,000円 

  (2) 駐車場を利用する期間半年 3,000円 

2  第 4条第 4号又は第 5号に該当する者 無料 

4 特別の事情により前項の表第 1項第 1号及び第 2号に規定する期間の構内駐車証等を申

請できない者であって，部局等の長が認めたものは，駐車場を利用する期間に応じた構内

駐車証等を申請することができるものとする。この場合における利用者負担金の額は，駐

車場を利用する月数に500円を乗じた額とする。 

5 利用者負担金は，本学が指定する金融機関の口座への振込，給与からの控除又は現金に

よる納付のいずれかの方法により納付するものとする。 

6 次の各号のいずれかに該当する場合で，利用者から所定の様式により，納付した利用者

負担金の返還の請求があったときは，当該各号に規定する額を当該利用者に返還するもの

とする。ただし，当該返還の請求が，入構を中止する日が属する年度の3月末日までに受

理されなかった場合は，この限りでない。 

(1) 構内駐車証等の交付までに，申請者が当該申請を取下げた場合 納付した額 

(2) 第 4条及び第 5条第 1項第 1号に規定する構内駐車証等の交付に係る要件を満たし

ていないことにより不交付となった場合 納付した額 

(3) 構内駐車証等の交付後に構内に自動車により入構する必要がなくなったため，利用

者が，当該構内駐車証等をその有効期限内において未使用のまま本学に返却した場合

 納付した額 

(4) 錯誤による納付があった場合 第 3項に規定する利用者負担金の額を超えて納付し

た額 

(5) 職員が部局等から本学の他の地区等に異動又は他の機関に転出した場合 入構を中

止する日が属する月の翌月から構内駐車証等の有効期限の末日が属する月までの月数

に 500円を乗じた額 

(6) 学生が休学又は卒業した場合 入構を中止する日が属する月の翌月から構内駐車証

等の有効期限の末日が属する月までの月数に500円を乗じた額 

(7) その他理事が認めた場合 納付した額又は入構を中止する日が属する月の翌月から

構内駐車証等の有効期限の末日が属する月までの月数に500円を乗じた額 
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(構内駐車証等の貸与等の禁止) 

第 7条 構内駐車証等の交付又は貸与を受けた者は，構内駐車証等を他人に貸与し，若しく

は譲渡し，又は構内駐車証等の記載事項を変更してはならない。 

(構内駐車証等の有効期限等) 

第 8条 構内駐車証等の有効期間は，4月 1日から翌年 3月 31日までの間を限度とする。た

だし，第 3条第 3項に規定する自動車にあっては許可された期間，臨時構内駐車証にあっ

ては当日限りとする。 

(ゲートの運用) 

第 9 条 自動車により入出構できるゲート及び時間等については，別紙第 2 のとおりとする。 

(遵守事項) 

第 10条 構内において車両を運転する者は，次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

(1) 歩行者の安全を第一とし，構内に設置した道路標識及び道路標示に従って運転する

こと。 

(2) 構内駐車証は，運転席前面に置くこと。 

(3) 構内では，時速20キロメートル以内を厳守し，騒音には特に注意すること。 

(4) 駐車場又は駐輪場以外の場所に駐車又は駐輪しないこと。 

(5) 外来者用駐車場には，外来者以外駐車しないこと。 

(6) 身障者用駐車場には，身障者以外駐車しないこと。 

(指導及び取締り) 

第 11条 構内の車両の交通指導及び取締りは，理事が指定する者(以下「交通指導員」とい

う。)が行うものとする。 

(違反者に対する措置) 

第 12条 車両を運転して入構した者が，この規定に違反した場合は，次に掲げる措置を採

ることができる。 

(1) 違反車両については，別紙第 3の告知書を当該車両に掲示した上，車両番号を記録

する。 

(2) 違反回数が 3回以上の者については，以後車両による入構を禁止する。ただし，構

内駐車証等を偽造させる等悪質な者については，直ちに車両による入構を禁止する。 

(放置車両に対する措置) 

第 13条 長期間にわたり構内に放置された車両については，1月間警告措置を採った上，撤

去するものとする。ただし，撤去に要した費用は，当該放置車両所有者の負担とする。 

(事故処理等) 

第 14条 この細則に定めるもののほか，構内における車両の通行方法及び事故処理等につ

いては，関係法令の定めるところによる。 

2 駐車場その他構内における車両の盗難等の事故については，本学は一切責任を負わない。 
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(臨時の規制) 

第 15 条 緊急事態が発生した場合又は本学の行事等を行う場合は，この細則にかかわらず，

臨時の構内交通規制等を行うことができる。 

(雑則) 

第 16 条 この細則に定めるもののほか，東広島キャンパスの構内交通に関し必要な事項は，

理事が定める。 

附 則 

1 この細則は，平成16年 4月 1日から施行する。 

2 この細則の施行の際現に旧広島大学東広島キャンパスの構内交通に関する要項(平成 11

年 3月 9日全部改正)に基づいて許可されている者は，この細則に基づき許可された者と

みなす。 

 

(略) 

附 則(平成 29年 4月 28日 一部改正) 

この細則は，平成29年 4月 28日から施行し，この細則による改正後の広島大学東広島キ

ャンパスの構内交通に関する細則の規定は，平成29年 4月 1日から適用する。 

 

  別記様式 ・・・ 添付略 
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別紙第1(第5条第2項関係) 

 

区
分 

構内駐車証等の種

類 

申請の受付期間 申請者 申請書の受付及び

交付担当(以下「受

付担当」という。) 

交付申請書等 

自
動
車 

職員証又は学生証 理事が定める日から4

月15日又は理事が定め

る日から10月15日 

職員 

(第4条第1号に該当する者) 

配属又は所属部局

等の支援室 

理事が定める様式 

 

学生 

(第4条第2号に該当する者) 

利用登録証 商用等のため構内を訪れる業者

(第4条第3号に該当する者) 

東広島地区運営支

援部共通事務室 

構内駐車証等交付申

請書(別記様式第1

号) 

職員証又は学生証 4月16日及び10月16日

以降（駐車場に余裕が

ある場合のみ受付） 

職員 

(第4条第1号に該当する者) 

配属又は所属部局

等の支援室 

理事が定める様式 

 

学生 

(第4条第2号に該当する者) 

利用登録証 商用等のため構内を訪れる業者

(第4条第3号に該当する者) 

東広島地区運営支

援部共通事務室 

構内駐車証等交付申

請書(別記様式第1

号) 

職員証又は学生証 随時 職員 

学生 

(第4条第4号に該当する者) 

 

配属又は所属部局

等の支援室 

理事が定める様式 

構内駐車証(別記様

式第 2号) 

 

 

 

 

教育，研究又は診療等のため学

外から構内を訪れる者(第 4条

第 5号に該当する者) 

 

用務先の支援室 

 

 

職員証又は学生証 随時（駐車場に余裕が

ある場合のみ受付） 

職員 

学生 

(第4条第6号に該当する者) 

配属又は所属部局

等の支援室 

理事が定める様式 

交付申請理由書(様

式自由) 
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臨時構内駐車証(別

記様式第 3号) 

随時 職員 

学生 

外来者 

第1ゲート及び第3

ゲート 

 

 構内駐車証等を紛失し

た時 
構内駐車証等の交付又は貸与を

受けた者 

当初交付又は貸与

を受けた際の受付

担当 

紛失届 

(別記様式第4号) 
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別紙第2 ゲートの運用等(第9条関係) 
1 ゲートの配置 

 

2 ゲートの運用 
(1) 平日 

・ 終日規制を行う。 
 
ただし，許可を受けていない職員，学生で特別な事情により自動車で入構する必要がある場合は，身分証明

書等を提示のうえ，18：00以降ゲート①(18：00～6：00)を利用することができる。また、16:30以降ゲート

④（16:30～21:00）を開放する。 
 

 (2) 土・日・祝日(年末・年始含む)及び休業期間 
・ 昼間(6：00～21：00)の規制は行わない。 

 
参考 

春季休業 (4月1日～4月8日) 
夏季休業 (8月1日～9月30日) 
冬季休業 (12月24日～1月7日) 
学年末休業 (2月12日～3月31日) 
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１０ 広島大学研究生規則 

(平成 16 年 4 月 1 日規則第 10 号) 
 

広島大学研究生規則 
(趣旨) 

第 1 条 この規則は，広島大学通則(平成 16 年 4 月 1 日規則第 2 号。以下「通則」とい

う。)第 52 条第 2 項及び広島大学大学院規則(平成 20 年 1 月 15 日規則第 2 号。以下「大

学院規則」という。)第 53 条第 2 項の規定に基づき，広島大学(以下「本学」という。)の
学部，大学院，附置研究所，全国共同利用施設又は学内共同教育研究施設(以下「学部

等」という。)において 1 学期又は 1 学年間特定の事項を研究する研究生に関し必要な事

項を定めるものとする。 
(研究の願い出及び検定料) 

第 2 条 研究生として学部，附置研究所，全国共同利用施設又は学内共同教育研究施設に入

学することのできる者は，次の各号のいずれかに該当する者とする。 
(1) 大学を卒業した者 
(2) 短期大学又は高等専門学校を卒業した者 
(3) 本学において，相当の学力を有し研究生として適当と認めた者 

2 研究生として大学院に入学することのできる者は，次の各号のいずれかに該当する者と

する。 
(1) 大学を卒業した者 
(2) 本学大学院において，相当の学力を有し研究生として適当と認めた者 

第 3 条 研究生を志願する者は，学期始めの 1 月前までに次に掲げる書類に検定料 9,800 円

を添え，研究を希望する学部等を経て，学長に願い出なければならない。 
(1) 研究生許可願(別記様式) 
(2) 履歴書 
(3) 最終学校の卒業証明書 
(4) 官公署又は会社等に在職している者は，その所属長の承認書 

2 現職教育職員で所轄庁の推薦派遣による者は，前項第 1 号及び第 2 号の書類に当該所轄

庁の推薦派遣委託書を添付するものとする。ただし，検定料は，徴収しない。 
(受入れの許可) 

第 4 条 研究生の受入れは，当該学部等の教授会(全国共同利用施設及び学内共同教育研究

施設にあっては運営委員会。以下同じ。)の議を経て，学長が許可する。 
(研究期間及び願い出期限の特例) 

第 5 条 学長は，特別な事情があると認める場合は，第 1 条及び第 3 条第 1 項の規定にかか

わらず，研究期間及び願い出期限の特例を，当該学部等の教授会の議を経て認めることが

できる。 
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(研究継続) 
第 6 条 研究生が研究期間終了後なお引き続き研究を希望するときは，研究終了日の 15 日

前までに次に掲げる書類により当該学部等を経て，学長に願い出てその許可を受けなけれ

ばならない。この場合において，研究期間については，第 1 条の規定を準用する。 
(1) 研究生研究継続許可願 
(2) 官公署又は会社等に在職している者は，その所属長の承認書 

2 前項の規定による研究継続をする者の検定料及び入学料は，徴収しない。 
(入学料) 

第 7 条 入学の許可を受けようとする者は，指定の期日までに入学料 84,600 円を納付しな

ければならない。ただし，第 3 条第 2 項の規定による者については，徴収しない。 
(研究料) 

第 8 条 研究生は，1 月につき 29,700 円の研究料を，研究期間に応じ 6 月分ずつ(研究期間

が 6 月未満のときはその期間分)指定の期日までに納付しなければならない。ただし，第

3 条第 2 項の規定による者については，徴収しない。 
2 指定の期日までに研究料を納付しないときは，掲示等により本人及び父母等に督促する。 

(指導教員) 
第 9 条 当該学部等の長は，研究生に対する指導教員を定めなければならない。 

(費用の負担) 
第 10 条 研究に要する費用は，必要に応じ研究生の負担とする。 

(研究許可の取消し) 
第 11 条 学長は，研究生が次の各号のいずれかに該当するときは，研究の許可を取り消す

ことがある。 
(1) 研究の実があがらないと認められるとき。 
(2) その本分に反する行為があると認められるとき。 
(3) 研究料の納付の義務を怠ったとき。 
(既納の検定料，入学料及び研究料の返還) 

第 12 条 既納の検定料，入学料及び研究料は，返還しない。 
(雑則) 

第 13 条 この規則に定めるもののほか，研究生に関し必要な事項は，通則又は大学院規則

の規定を準用する。 
附 則 

1 この規則は，平成 16 年 4 月 1 日から施行する。 
2 この規則の施行の際現に旧広島大学研究生規程(昭和 51 年広島大学規程第 1 号)により引

き続き研究生として研究を許可されている者は，この規則により引き続き研究生として研

究を許可された者とみなす。 
3 本学大学院博士課程リーダー育成プログラムの履修を認められた者が，履修を開始する

までの間研究生として学部等に入学を希望し，当該者の受入れを許可する場合は，第 3 条
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第 1 項，第 7 条及び第 8 条第 1 項の規定にかかわらず，検定料，入学料及び研究料は，

徴収しないものとする。 
 
(略) 
 
附 則(平成 24 年 5 月 15 日規則第 103 号) 

この規則は，平成 24 年 5 月 15 日から施行し，この規則による改正後の広島大学研究生

規則附則第 3 項の規定は，平成 24 年 4 月 1 日から適用する。 
 
別記様式 ・・・ 添付略 

 
 
 
 
 
 
 
 

  広島大学研究生規則 理学部取扱内規 

  （趣旨） 

第1条 この取扱内規は，広島大学研究生規則第５条の規定に基づき，理学部におけ 

る研究期間及び願い出期限の特例を定めるものとする。 

（研究期間の特例） 

第2条 研究期間は，１月以上とし，毎月１日に始まり当該学期の末日又は学年の末 

日に終了するものとする。ただし，現職教育職員の研究終了日が学期の中途とする 

ことができる。 

  （願い出期限の特例） 

  第3条 願い出期限は，研究開始日の１５日前までとする。 
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１１ 広島大学外国人研究生規則 

(平成 16 年 4 月 1 日規則第 11 号) 
広島大学外国人研究生規則 
(趣旨) 

第 1 条 この規則は，広島大学通則(平成 16 年 4 月 1 日規則第 2 号。以下「通則」とい

う。)第 52 条第 2 項及び広島大学大学院規則(平成 20 年 1 月 15 日規則第 2 号。以下「大

学院規則」という。)第 53 条第 2 項の規定に基づき，広島大学(以下「本学」という。)の
学部，大学院，附置研究所，全国共同利用施設又は学内共同教育研究施設(以下「学部

等」という。)において特定の事項を研究する外国人の研究生(国費外国人留学生制度実施

要項(昭和 29 年 3 月 31 日文部大臣裁定)に基づく研究留学生(以下「研究留学生」とい

う。)を含む。以下「外国人研究生」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。 
(研究の願い出及び検定料) 

第 2 条 外国人研究生として学部，附置研究所，全国共同利用施設又は学内共同教育研究施

設に入学することのできる者は，次の各号のいずれかに該当する者とする。 
(1) 外国において，学校教育における 14 年の課程を修了した者 
(2) 外国において，学校教育における 12 年の課程を修了し，日本の大学又は短期大学を

卒業した者 
(3) 本学において，相当の学力を有し外国人研究生として適当と認めた者 

2 外国人研究生として大学院に入学することのできる者は，次の各号のいずれかに該当す

る者とする。 
(1) 外国において，学校教育における 16 年の課程を修了した者 
(2) 本学大学院において，相当の学力を有し外国人研究生として適当と認めた者 

第 3 条 外国人研究生を志願する者で，日本に居住する者については研究開始日の 30 日前

までに，外国に居住する者については研究開始日の原則として 4 月前までに，次に掲げる

書類に検定料 9,800 円を添えて，研究を希望する学部等を経て学長に願い出なければなら

ない。 
(1) 外国人研究生許可願 
(2) 履歴書 
(3) 最終学校の卒業証明書及び成績証明書 
(4) 住民票の写し又は在留資格を記載した住民票記載事項証明書(日本に居住している者

の場合に限る。) 
(5) 出身学校長又は所属長の発行する推薦書 
(6) 医師の健康診断書 
(受入れの許可) 

第 4 条 外国人研究生の受入れは，当該学部等の教授会(全国共同利用施設及び学内共同教

育研究施設にあっては運営委員会)の議を経て，学長が許可する。 
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2 学長は，前項の規定により許可する者のうち外国に居住する者には，あらかじめ承諾書

を交付するものとする。 
(研究期間) 

第 5 条 外国人研究生の研究期間は，1 学期又は 1 学年間とする。ただし，学長が特別の事

情があると認めた場合は，この限りでない。 
(研究継続) 

第 6 条 外国人研究生が研究期間終了後なお引き続き研究を希望するときは，研究終了日の

30 日前までに次に掲げる書類により当該学部等を経て，学長に願い出てその許可を受け

なければならない。この場合において，研究期間については，前条の規定を準用する。 
(1) 外国人研究生研究継続許可願 
(2) 自国政府若しくは在日公館又は所属長の発行する承認書 

2 前項の規定による研究継続をする者の検定料及び入学料は，徴収しない。 
(入学料) 

第 7 条 入学の許可を受けようとする者は，指定の期日までに入学料 84,600 円を納付しな

ければならない。 
(研究料) 

第 8 条 外国人研究生は，1 月につき 29,700 円の研究料を研究期間に応じ 6 月分ずつ(研究

期間が 6 月未満のときはその期間分)指定の期日までに納付しなければならない。 
2 指定の期日までに納付しないときは，掲示等により本人及び父母等に督促する。 

(指導教員) 
第 9 条 当該学部等の長は，外国人研究生に対する指導教員を定めなければならない。 

(費用の負担) 
第 10 条 研究，実験及び実習に要する費用は，必要に応じ外国人研究生の負担とする。 

(研究許可の取消し) 
第 11 条 学長は，外国人研究生が次の各号のいずれかに該当するときは，研究の許可を取

り消すことがある。 
(1) 研究の実があがらないと認められるとき。 
(2) その本分に反する行為があると認められるとき。 

2 学長は，研究料納付の義務を怠り督促を受けてもなお納付しない外国人研究生について，

本学が当該外国人研究生に対し研究料の請求を行った日(郵送で請求を行った場合は請求

書が到達した日)から起算して 3 月以内に納付しないときは，研究の許可を取り消す。 
(研究修了証書) 

第 12 条 学長は，所定の研究を修了したと認めた者には，研究修了証書を授与する。 
(既納の検定料，入学料及び研究料の返還) 

第 13 条 既納の検定料，入学料及び研究料は，返還しない。 
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(研究留学生等に対する特例) 

第 14 条 研究留学生については，第 3 条及び第 6 条第 1 項の規定にかかわらず，検定料の

納付並びに第 3 条第 3 号及び第 5 号に掲げる書類及び第 6 条第 1 項第 2 号に掲げる書類

の提出を要しない。 
2 本学と外国の大学又は短期大学(大学以外の高等教育機関を含む。)との間で締結した大学

間交流協定，部局間交流協定又はこれらに準ずるもので検定料，入学料及び研究料を不徴

収とする外国人研究生(以下「協定に基づき授業料等が不徴収となる外国人研究生」とい

う。)については，第 3 条の規定にかかわらず，検定料の納付を要しない。 
3 研究留学生及び協定に基づき授業料等が不徴収となる外国人研究生については，第 7 条

及び第 8 条の規定を適用しない。 
第 14 条の 2 次の各号のいずれかに該当する特別聴講学生(広島大学学生交流規則(平成 16

年 4 月 1 日規則第 7 号)第 2 条第 2 項に規定する特別聴講学生をいう。)が，履修期間終了

後から当該学期末まで，外国人の研究生として学部，附置研究所，全国共同利用施設又は

学内共同利用施設に入学を希望し，受入れを許可された場合は，当該者に係る検定料，入

学料及び研究料は，第 3 条，第 7 条及び第 8 条第 1 項の規定にかかわらず，徴収しない。 
(1) 履修期間が終了するまでに本学大学院に入学するために入学試験を受験し，学生と

して本学大学院に入学が認められた者又は試験の結果が出ていない者 
(2) 履修期間終了後から当該学期末までに学生として本学大学院に入学するために入学

試験を受験する者 
(3) 履修期間を終了した次学期から外国人の研究生として本学大学院に入学する者(研究

期間終了後，本学大学院に学生として入学を希望する者に限る。) 
2 前項の外国人の研究生が次のいずれかに該当するに至ったときは，研究の許可を取り消

す。 
(1) 本学大学院の入学出願手続又は研究の願い出を期日までに行わなかったとき。 
(2) 本学大学院の入学試験を受験しなかったとき。 
(3) 本学大学院の入学試験の結果が不合格となったとき。 
(4) 本学大学院への入学手続を期日までに行わなかったとき。 

3 前項の規定にかかわらず，同項第 3 号に該当するに至った者が次学期から外国人の研究

生として大学院に入学を希望するときは，研究許可の取消しは行わない。 
(雑則) 

第 15 条 この規則に定めるもののほか，外国人研究生に関し必要な事項は，通則又は大学

院規則の規定を準用する。 

附 則 
1 この規則は，平成 16 年 4 月 1 日から施行する。 
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2 この規則の施行の際現に旧広島大学外国人研究生規程(昭和 47 年広島大学規程第 5 号)に
より外国人研究生として受入れを許可されている者は，この規則により外国人研究生とし

て受入れを許可された者とみなす。 
3 本学大学院博士課程リーダー育成プログラムの履修を認められた者が，履修を開始する

までの間外国人研究生として学部等に入学を希望し，当該者の受入れを許可する場合は，

第 3 条，第 7 条及び第 8 条第 1 項の規定にかかわらず，検定料，入学料及び研究料は，

徴収しないものとする。 
 
(略) 
 
附 則(平成 29 年 2 月 27 日規則第 10 号) 

この規則は，平成 29 年 4 月 1 日から施行する。 
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広島大学大学院理学研究科における外国人研究生の入学時の取扱いに 
関する申合せ 

平成24年1月23日 

研究科長決裁 

 

広島大学大学院理学研究科における外国人研究生の入学時の取扱いに関する 

申合せ 

第1 この申合せは，「外国人研究生の入学時等の取扱いについて（平成23年11月1日平和・

国際室）」（１）入学時①における，研究指導を受ける際の「コミュニケーション能力」

について，客観的評価（定量評価できるTOEICや日本語検定試験等の成績又は受験）に基

づく審査に関し，広島大学大学院理学研究科における取り扱いを定めるものとする。 

第2 広島大学大学院理学研究科に外国人研究生として志願する者は，広島大学外国人研究

生規則第3条に定める出願書類等のほか，客観的評価ができる語学力を示すスコアシート

等を提出しなければならない。 

第3 客観的評価ができる語学力を示すスコアシート等とは，次のテスト等の成績とし，い

ずれか１通以上を提出するものとする。 

(1) TOEIC®テスト 

 (2) TOEFL®テスト 

 (3) 日本語能力試験 

 (4) その他(1)～(3)に準ずるテスト等 

 

   附 則 

 この申合せは，平成24年1月23日から施行する。 
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１２ 広島大学科目等履修生規則 

(平成 16 年 4 月 1 日規則第 12 号) 
 

広島大学科目等履修生規則 
(趣旨) 

第 1 条 この規則は，広島大学通則(平成 16 年 4 月 1 日規則第 2 号。以下「通則」とい

う。)第 52 条の 2 第 2 項及び広島大学大学院規則(平成 20 年 1 月 15 日規則第 2 号。以下

「大学院規則」という。)第 54 条第 2 項の規定に基づき，広島大学(以下「本学」とい

う。)の科目等履修生に関し必要な事項を定めるものとする。 
(履修期間) 

第 2 条 科目等履修生の履修の期間は，1 学年又は 1 学期(前期又は後期)とする。 
(入学資格) 

第 3 条 科目等履修生として入学することができる者は，学部にあっては通則第 11 条各号

に規定する者，大学院にあっては大学院規則第 15 条各号に規定する者で，本学において

科目等履修生として適当と認めたものとする。 
2 前項の規定にかかわらず，本学の科目等履修生になることによって在留資格を得ようと

する者は入学を認めない。 
(出願手続) 

第 4 条 科目等履修生として入学を志願する者(以下「入学志願者」という。)は，学年又は

学期の始めの 1 月前までに次に掲げる書類に検定料 9,800 円を添え，履修を希望する学部

又は研究科を経て，学長に願い出なければならない。 
(1) 科目等履修生許可願(別記様式) 
(2) 履歴書 
(3) 最終学校の卒業証明書 
(4) 官公署又は会社等に在職している者は，その所属長の承諾書 
(5) 外国人で，既に日本に在住している者(永住者及び特別永住者は除く。)は，在留カー

ドの写し 
2 前項の規定にかかわらず，入学志願者が現職教育職員で所轄庁の推薦派遣による者(以下

「現職教育職員」という。)であるときは，前項第 1 号及び第 2 号の書類に当該所轄庁の

推薦派遣委託書を添付するものとする。 
(入学志願者の選考及び入学の許可) 

第 5 条 前条の入学志願者に対しては，当該学部又は当該研究科の教授会がその定める方法

により，選考を行う。 
2 前項の選考の結果に基づき合格の通知を受けた者は，指定の期日までに誓約書を提出す

るとともに，入学料 28,200 円を納付しなければならない。 
3 学長は，前項の手続を完了した者に入学を許可する。 
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(履修期間の更新) 

第 6 条 前期の履修期間で入学を許可された科目等履修生が引き続き後期において履修する

ことを志願するときは，第 2 条の規定にかかわらず，その期間を更新することができる。 
2 前項の更新手続は，前 2 条の規定を準用する。この場合において，入学料は，納付を要

しない。 
(授業料) 

第 7 条 科目等履修生は，履修するそれぞれの学期(前期又は後期)ごとに，指定の期日まで

に 1 単位に相当する授業について 14,800 円の授業料を納付しなければならない。 
2 指定の期日までに授業料を納付しないときは，掲示等により本人及び父母等に督促する。 
3 第 1 項の規定にかかわらず，科目等履修生が，広島大学履修証明プログラム規則(平成 2

0 年 12 月 16 日規則第 172 号)に定める履修証明プログラム履修生であり，当該履修証明

プログラムに登録されている授業科目の単位を修得する場合は，当該授業科目に係る授業

料は納付を要しない。 
(現職教育職員の検定料等) 

第 8 条 現職教育職員については，第 4 条第 1 項及び第 5 条第 2 項の規定にかかわらず，検

定料及び入学料は，納付を要しない。 
2 現職教育職員で履修した授業科目について単位の認定を受けないものについては，前項

に定めるもののほか，前条の規定にかかわらず，授業料は，納付を要しない。 
(既納の検定料，入学料及び授業料の返還) 

第 9 条 既納の検定料，入学料及び授業料は，返還しない。 
(実験，実習等の費用) 

第 10 条 実験，実習等に要する費用は，必要に応じ科目等履修生の負担とする。 
(単位の授与) 

第 11 条 履修した授業科目について単位の認定を受けようとする者は，当該授業科目の試

験を受けなければならない。 
2 前項の試験及び出席状況により，所定の単位を与える。 

(証明書の交付) 
第 12 条 前条により授与された単位については，本人の請求により，単位を修得した旨の

証明書を交付する。 
(大学の命ずる退学) 

第 13 条 学長は，科目等履修生がその本分に反する行為があると認めたときは，退学を命

ずることができる。 
(履修許可の取消し) 

第 14 条 学長は，科目等履修生が履修の実が上がらないと認めたとき，又は授業料納付の

義務を怠り督促を受けてもなお納付しないときは，当該授業科目の履修の許可を取り消す

ことができる。 
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(雑則) 

第 15 条 この規則に定めるもののほか，科目等履修生に関し必要な事項は，通則又は大学

院規則の規定を準用する。 
附 則 

この規則は，平成 16 年 4 月 1 日から施行する。 
 
(略) 
 
附 則(平成 24 年 8 月 30 日規則第 119 号) 

この規則は，平 24 年 8 月 30 日から施行し，この規則による改正後の広島大学科目等履

修生規則の規定は，平成 24 年 7 月 9 日から適用する。 
 
 別記様式 ・・・ 添付略 
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１３ 広島大学エクセレントスチューデントスカラシップ規則 
(平成 18 年 4 月 18 日規則第 91 号) 

 
広島大学エクセレントスチューデントスカラシップ規則 
(趣旨) 

第 1 条 この規則は，広島大学大学院規則(平成 20 年 1 月 15 日規則第 2 号)第 40 条及び広

島大学特別支援教育特別専攻科規則(平成 19 年 3 月 20 日規則第 44 号)第 16 条第 1 項にお

いて準用する広島大学通則(平成 16 年 4 月 1 日規則第 2 号)第 39 条第 2 項の規定並びに広

島大学大学院規則第 56 条及び広島大学特別支援教育特別専攻科規則第 24 条において準

用する広島大学通則第 56 条の規定に基づき，広島大学(以下「本学」という。)の大学院

又は専攻科の学生で本学の入学試験の成績若しくは本学における学業成績が特に優れてい

るもの又は学術研究活動において特に優秀な成果を修めたもの(以下「成績優秀学生」と

いう。)に対する奨学制度に関し必要な事項を定めるものとする。 
(名称) 

第 2 条 成績優秀学生に対する奨学制度の名称は，広島大学エクセレントスチューデントス

カラシップとする。 
(方法) 

第 3 条 奨学の方法は，成績優秀学生として決定された年度の後期分の授業料の全額免除と

する。 
(対象者) 

第 4 条 授業料の免除対象者は，大学院又は専攻科の学生で，成績優秀学生として決定され

たものとする。 
(候補者の推薦枠) 

第 5 条 学長は，広島大学エクセレントスチューデントスカラシップ実施要綱(平成 18 年 4
月 3 日学長決裁。以下「実施要綱」という。)に定める基準に基づき，研究科又は専攻科

(以下「部局等」という。)ごとに成績優秀学生候補者の推薦枠を決定し，部局等の長に通

知するものとする。 
(候補者の選考) 

第 6 条 部局等の長は，成績優秀学生候補者を選考するため，選考委員会を設置する。 
2 部局等の長は，実施要綱に定める選考のガイドラインに基づき選考基準を定め，公表す

るものとする。 
3 部局等の長は，前項の選考基準に基づき成績優秀学生候補者を選考し，学長へ推薦する

ものとする。 
(成績優秀学生の決定) 

第 7 条 学長は，部局等の長からの推薦に基づき，成績優秀学生を決定する。 
(表彰) 

第 8 条 学長は，成績優秀学生を表彰するものとする。 
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(雑則) 
第 9 条 この規則に定めるもののほか，広島大学エクセレントスチューデントスカラシップ

の実施に関し必要な事項は，実施要綱の定めるところによる。 
附 則 

この規則は，平成 18 年 4 月 18 日から施行し，平成 18 年 4 月 1 日から適用する。 
 
(略) 
 
附 則(平成 30 年 3 月 19 日規則第 23 号) 

 この規則は，平成 30 年 4 月 1 日から施行する。 
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１４ 学業に関する評価の取扱いについて 

平成18年4月1日 
副学長(教育・研究担当)決裁 

 
Ⅰ 学部学生の学業に関する評価について 

1. 授業科目の成績評価及び到達度の評価について 
(1) 授業科目の成績評価 

次のいずれか又は併用によるものとする。 
① 秀，優，良，可及び不可の5段階評価とする。なお，不可については，その評価が

出席回数不足，期末試験未受験等の理由による場合，学生に対して欠席と通知するこ

とができる。 
5段階評価の基準は，100点満点で採点した場合に，90点以上を秀，80～89点を優，

70～79点を良，60～69点を可とし，60点未満は不可（不合格）とする。 
② 0～100点の点数評価とする。   

     60点未満は不合格とする。 
(2) 到達度の評価 

教育プログラムが詳述書で定めた学習の成果の評価項目と評価基準に基づき，到達度

の評価は，「極めて優秀」，「優秀」及び「良好」の3段階評価とする。 
 

2. 平均評価点(GPA：Grade Point Average)について 
本学共通の平均評価点(GPA：Grade Point Average)の算出方法等については，以下

の方法によるものとする。 
 [計算式] 

100
4

1234






総登録単位数

可の単位数良の単位数優の単位数秀の単位数
平均評価点

 
(1) 平均評価点は，小数点第3位以下を切り捨てるものとする。 
(2) 各学期（直前の期）及び通年（入学後から直前の期）で計算するものとする。 
(3) 5段階評価が付されている授業科目を計算の対象とする。  

 
 
Ⅱ 大学院学生及び専攻科学生の学業に関する評価について 

 授業科目の成績評価を行い，その評価は，次のいずれかによるものとする。 
1. 秀，優，良，可及び不可の5段階評価とする。なお，不可については，その評価が出席回

数不足，期末試験未受験等の理由による場合，学生に対して欠席と通知することができる。 
5段階評価の基準は，100点満点で採点した場合に，90点以上を秀，80～89点を優，70～

79点を良，60～69点を可とし，60点未満は不可（不合格）とする。 
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2. ただし，特別な理由により，5段階評価により難い場合のみ合格又は不合格の合否評価と

する。 
 
 
Ⅲ 認定科目について 
 1. 入学前に他大学等で行った学修又は修得した単位（外国語検定試験等及び編入学した場合

を含む。）を本学における授業科目の履修とみなし，単位認定する場合，成績評価は付さ

ない。 
 2. 入学後に他大学等で行った学修又は修得した単位（外国語検定試験等を含む。）を本学に

おける授業科目の履修とみなし，単位認定する場合，原則として成績評価は付さない。た

だし，協定等により成績評価を付す相応の根拠がある場合に限り，学部等の判断により成

績評価を付すことができる。 
 3. 入学前に本学で修得した単位（科目等履修生として修得した単位を含む。）を単位認定す

る場合は，学部等の判断により成績評価を付すことができる。 
 4. 成績評価を付さない授業科目の評価欄は，認定と表示する。 
 
 
Ⅳ 適用について 

1. この取扱いは，平成27年度入学生から適用する。 
2. 平成26年度以前に入学した学生の学業に関する評価の取扱いについては，この取扱いに

かかわらず，なお従前の例による。 
 
 

(注)（平成22年3月16日 一部改正） 
この改正は，平成22年4月1日から適用する。 
 

(注)（平成23年3月10日 一部改正） 
この改正は，平成23年4月1日から適用する。 
  

(注)（平成27年1月7日 一部改正） 
この改正は，平成27年4月1日から適用する。 
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１５ 成績評価に対する異議申立制度について 
 

本学では，厳正な成績評価に努めていますが，学生への説明責任を果たすことを通じて，成績評価の厳正

さを高めるため，成績評価に対する異議申立制度を設けています。申立てを行う場合は，次の手順に従って

ください。ただし，理由・根拠が不十分な申立てには対応できませんので注意してください。 

 

１． 申立手続 

 別紙の「成績評価に対する異議申立書」に必要事項を記入し，学業成績証明書を添付の上，該当科目の開

講学部・研究科等の担当事務窓口（以下の「４．担当事務窓口一覧」を参照）に異議申立てを行ってくださ

い。 

 

２． 申立期間 

 各学部・研究科等が定める当該科目の正式な成績発表日から次のタームの履修登録期間終了日までを原則と

します。 

 

３． 申立への回答 

 原則 My もみじの掲示板で回答しますので，確認を怠らないようにしてください。なお，申立日から 2 週間

以内に回答がない場合は，担当事務にご連絡ください。 

 

４． 担当事務窓口一覧 

(1)  教養教育科目： 

・教育推進グループ【総合科学部事務棟１F】 

・東千田地区支援室（学生支援担当） 

※法学部・経済学部夜間主コースの学生は東千田地区支援室（学生支援担当）に申し出ること。 

 

(2)  大学院共通科目：教育推進グループ【総合科学部事務棟１F】 

 

(3)  専門教育科目 

該当科目の開講学部／研究科／学位プログラム等 担当事務窓口 

総合科学部／総合科学研究科 総合科学研究科支援室（学士課程・大学院課程担当） 

文学部／文学研究科 文学研究科支援室（学士課程・大学院課程担当） 

教育学部／特別支援教育特別専攻科／教育学研究科 教育学研究科支援室（学士課程・大学院課程担当） 

法学部昼間コース／経済学部 昼間コース 社会科学研究科支援室（法学部・経済学部・大学院課程担

当） 社会科学研究科（マネジメント専攻を除く） 

法学部 夜間主コース／経済学部 夜間主コース 
東千田地区支援室（夜間学士課程・夜間大学院課程担当） 

社会科学研究科 マネジメント専攻 

理学部／理学研究科 理学研究科支援室（学士課程・大学院課程担当） 

先端物質科学研究科 先端物質科学研究科支援室（学生支援担当） 

医学部 ※2／歯学部／薬学部／医系科学研究科 
霞地区学生支援グループ（医学部担当・歯学部担当・薬学

部担当・大学院課程担当） 

工学部／情報科学部／工学研究科 
工学研究科支援室（工学部担当・情報科学部担当・大学院

課程担当） 

生物生産学部 生物圏科学研究科支援室（学士課程） 

国際協力研究科 国際協力研究科支援室（学生担当） 

統合生命科学研究科  

※3 

生物工学プログラム 先端物質科学研究科支援室（学生支援担当） 

食品生命科学プログラム 

生物資源科学プログラム 
生物圏科学研究科支援室（大学院課程担当） 

生命環境総合科学プログラム 総合科学研究科支援室（大学院課程担当） 

基礎生物学プログラム 

数理生命科学プログラム 

生命医科学プログラム 

理学研究科支援室（大学院課程担当） 

法務研究科 ※2 東千田地区支援室（法務研究科担当） 

森戸国際高等教育学院 国際交流グループ 【学生プラザ３F】 

上記に該当しない専門教育科目 ※1 教育推進グループ（学士課程・大学院課程担当）【学生プラザ３F】

※1 特定プログラムなど，森戸国際高等教育学院以外のセンター等が開講する専門教育科目を示す。 

※2 別途申立制度を定めている学部・研究科等を示す。 

※3 プログラム専門科目の場合，統合生命科学研究科学生便覧に掲載されている履修基準表で，当該科目が属する学位プログラムを確

認し，上表の対応する担当事務窓口へ提出すること。研究科共通科目の場合は担当事務窓口のいずれかへ提出すること。                                             
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成績評価に対する異議申立書 
 
 

申立日：     年  月  日 
 

所属学部・研究科等名称  

学生番号  

氏名  

 
以下の授業科目の成績評価について異議申立てを行います。 

開講年度  講義コード  

開講学部・研究科等  

授業科目名  

授業担当教員名  

現在の成績評価   

申立内容・理由 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ 本申立書と併せて学業成績証明書を提出すること。 
※ 回答は，原則 My もみじの個人掲示により連絡する。 
※ 申立日から２週間以内に回答がない場合は，該当の担当事務窓口に連絡すること。 

別紙 
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１６ 広島大学長期履修の取扱いに関する細則 
(平成 16 年 4 月 1 日副学長(教育・学生担当)決裁) 

 
広島大学長期履修の取扱いに関する細則 
(趣旨) 

第 1 条 この細則は，広島大学通則(平成 16 年 4 月 1 日規則第 2 号。以下「通則」とい

う。)第 22 条第 2 項及び広島大学大学院規則(平成 20 年 1 月 15 日規則第 2 号。以下「大

学院規則」という。)第 32 条第 2 項の規定に基づき，広島大学(以下「本学」という。)に
おける長期履修の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。 
(対象となる学生) 

第 2 条  長期履修を願い出できる者は，次の各号のいずれかに該当する者で，修業年限(研
究科にあっては標準修業年限)を超えて，一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修す

ることを希望したものとする。 
(1) 職業を有し，かつ，就業している者(アルバイトとして就業する者を含む。)で，学修

時間の確保が著しく困難であるもの 
(2) 家庭において家事，育児及び介護を行う者で，学修時間の確保が著しく困難である

もの 
(3) 本学フェニックス入学制度により入学した者 
(長期履修の期間) 

第 3 条 長期履修の期間の最長年限は，通則第 6 条又は大学院規則第 10 条に規定する在学

年限の範囲内で，各学部又は各研究科において定める年数とする。 
(手続) 

第 4 条 長期履修を希望する者は，前期は 4 月 1 日から 4 月 15 日までに，後期は 10 月 1
日から 10 月 15 日までに，所定の長期履修願を所属する学部又は研究科(以下「所属学部

等」という。)を経て，学長に願い出なければならない。 
2 前項の規定による願い出があったときは，当該学部又は当該研究科の教授会の議を経て，

学長が許可する。 
3 学長は，前項の規定により許可したときは，所属学部等の長へ通知するとともに，本人

へ許可書を交付する。 
(履修形態の変更) 

第 5 条 在学途中における長期履修への変更は，所属学部等の在学者数(長期履修学生の在

学者数は指定の算式による。)が収容定員を超えない範囲内で認めることができるものと

する。ただし，卒業又は修了予定年次の者の変更は認めないものとする。 
2 既に長期履修を許可されている者の履修期間の短縮(長期履修の取りやめを含む。以下同

じ。)は認めることができるものとする。ただし，履修期間の延長は認めないものとする。 
3 在学途中における長期履修への変更及び既に長期履修を許可されている者の履修期間の

短縮(以下「履修形態の変更」という。)は 1 回に限るものとする。 
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4 履修形態の変更に係る手続は，前条に準じて行うものとする。 
附 則 

この細則は，平成 16 年 4 月 1 日から施行する。 
 
(略) 
 
附 則(平成 26 年 2 月 28 日 一部改正) 

この細則は，平成 26 年 4 月 1 日から施行する。 
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１７ 広島大学既修得単位等の認定に関する細則 
(平成 16 年 4 月 1 日副学長(教育・学生担当)決裁) 

 
広島大学既修得単位等の認定に関する細則 
(趣旨) 

第 1 条 この細則は，広島大学通則(平成 16 年 4 月 1 日規則第 2 号。以下「通則」とい

う。)第 31 条第 4 項及び広島大学大学院規則(平成 20 年 1 月 15 日規則第 2 号。以下「大

学院規則」という。)第 36 条第 3 項の規定に基づき，新たに広島大学(以下「本学」とい

う。)の学部の第 1 年次に入学した者又は大学院に入学した者の既修得単位等の認定に関

し必要な事項を定めるものとする。 
(認定単位数等) 

第 2 条 通則第 31 条第 1 項及び第 2 項の規定による既修得単位等の認定単位数等について

は，通則第 31 条第 3 項又は大学院規則第 36 条第 2 項に規定する範囲内で，学部又は研

究科がそれぞれ定める。 
2 本学における既修得単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)の認定単位数等につ

いては，学部又は研究科がそれぞれ定める。 
3 副専攻プログラム又は特定プログラムに係る既修得単位等の認定単位数等については，

広島大学副専攻プログラム履修細則(平成 18 年 3 月 14 日副学長(教育・研究担当)決裁)又
は広島大学特定プログラム履修細則(平成 18 年 3 月 14 日副学長(教育・研究担当)決裁)の
定めるところによる。 
(手続) 

第 3 条 既修得単位等の認定を受けようとする者は，4 月入学者にあっては入学した年度の

6 月 30 日までに，10 月入学者にあっては入学した年度の 12 月 28 日までに，副専攻プロ

グラム又は特定プログラムを登録した者にあっては登録した年度の 6 月 30 日までに，別

記様式第 1 号の既修得単位等認定願に成績証明書その他必要な書類を添えて，所属する学

部又は研究科(以下「所属学部等」という。)の長に申請しなければならない。 
第 4 条 所属学部等の長は，前条の規定による申請があったときは，所属学部等の教授会の

審査を経て，第 2 条第 1 項及び第 2 項の規定に基づき定めた単位数等を超えないよう既

修得単位等の認定を行うものとする。 
2 前項の場合において，認定を希望する本学の授業科目(教養教育科目を除く。)のうち，所

属学部等以外が開設するものについては，原則として関係する学部又は研究科等(研究科，

附置研究所，全国共同利用施設又は学内共同教育研究施設をいう。以下同じ。)と事前に

協議するものとする。 
第 5 条 所属学部等の長は，前条第 1 項の審査の結果について，既修得単位等の認定を行っ

たときは別記様式第 2 号又は別記様式第 3 号の既修得単位等認定通知書により，認定を行

わなかったときは適宜な方法により，速やかに申請した者に通知するものとする。 
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2 所属学部等の長は，所属学部等以外が開設する授業科目(教養教育科目を除く。)の既修得

単位等の認定を行ったときは，その旨を関係する学部又は研究科等の長に通知するものと

する。 
(履修の指導) 

第 6 条 既修得単位等の認定を行ったときは，認定した単位に代えて他の選択科目等の履修

を行わせるなど，所属学部等において適切な指導を行うものとする。 
附 則 

この細則は，平成 16 年 4 月 1 日から施行する。 
 
(略) 

 
附 則(平成 22 年 3 月 5 日 一部改正) 

この細則は，平成 22 年 4 月 1 日から施行する。 
 
別記様式 ・・・ 添付略 
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１８ 広島大学学生証取扱細則 

(平成 16年 4月 1日副学長(教育・学生担当)決裁) 

 

広島大学学生証取扱細則 

(趣旨) 

第 1条 この細則は，広島大学学生生活に関する規則(平成 16年 4月 1日規則第

15 号)第 2条第 2項の規定に基づき，学生証の取扱いに関し必要な事項を定め

るものとする。 

(交付) 

第 2条 学生は，入学，転学部若しくは転学科をしたとき，又はその有効期間が

経過したときには，所属の学部又は研究科で，所定の学生証(別記様式)の交付

を受け，常にこれを携帯しなければならない。 

第 3条 学生証には，本学指定の形式による本人の写真を掲載しなければ有効と

認めない。 

(有効期間) 

第 4条 学生証の有効期間は，発行の日から学部にあっては広島大学通則(平成

16 年 4月 1日規則第 2号。以下「通則」という。)第 4条に定められた修業年

限，研究科にあっては広島大学大学院規則(平成 20年 1月 15日規則第 2号。

以下「大学院規則」という。)第 6条から第 9条までに定められた標準修業年

限の末日までとする。 

2 修業年限又は標準修業年限を超えて在学し，前項に規定する有効期間が経過

した後に交付する学生証の有効期間は，次のとおりとする。 

(1) 通則第 22 条第 1項又は大学院規則第 32条第 1項の規定に基づき長期に

わたる教育課程の履修を認められている者は，発行の日から当該履修を認

められた期間の末日までとする。 

(2) 前号以外の者は，発行の日から 1年間とする。ただし，発行時において

休学を許可されている者にあっては，発行の日から当該許可された休学期

間の終了後 1年を経過する日までとする。 

(提示) 

第 5条 学生証は，本学職員の要求があれば，いつでもこれを提示しなければな

らない。 

(取扱い) 

第 6条 学生証は，他人に貸与してはならない。 

第 7条 学生証は，学生が学籍を離れたとき，又は有効期間を経過したとき，速

やかに発行者に返さなければならない。 
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(再交付) 

第 8条 学生は，学生証を紛失したとき，若しくは著しく損傷したとき，若しく

は記載事項に変更があったとき又は学生証の有効期間を超えて在学しようと

するときは，速やかに再交付を願い出なければならない。 

(準用) 

第 9条 この細則(第 4条第 2項を除く。)の規定は，研究生(外国人研究生を含

む。以下同じ。)，科目等履修生，特別研究学生，特別聴講学生及び日本語等

予備教育生に準用する。この場合において，第 2条中「入学，転学部転学科

をしたとき」とあるのは特別研究学生にあっては「受入れを認められたとき」

と，特別聴講学生及び日本語等予備教育生にあっては「受入れを許可された

とき」と，「所属の学部又は研究科」とあるのは研究生にあっては「所属の

学部，研究科，原爆放射線医科学研究所，全国共同利用施設又は学内共同教

育研究施設」と，日本語等予備教育生にあっては「国際センター」と，第 4

条第 1項中「学部にあっては広島大学通則(平成 16年 4月 1日規則第 2号。以

下「通則」という。)第 4条に定められた修業年限，研究科にあっては広島大

学大学院規則(平成 20年 1月 15日規則第 2号。以下「大学院規則」という。)

第 6条から第 9条までに定められた標準修業年限」とあるのは研究生にあって

は「許可された研究期間」と，科目等履修生及び特別聴講学生にあっては

「許可された履修期間」と，特別研究学生にあっては「受入れ期間」と，日

本語等予備教育生にあっては「許可された研修期間」と読み替えるものとす

る。 

2 前項の規定により，研究生，科目等履修生，特別研究学生，特別聴講学生及

び日本語等予備教育生に対して学生証を交付するときは，それぞれ研究生，

科目等履修生，特別研究学生，特別聴講学生又は日本語等予備教育生の表示

をするものとする。 

(雑則) 

第 10条 この細則に定めるもののほか，この細則の実施に関し必要な事項は，

別に定める。 

 

附 則 

1 この細則は，平成 16年 4月 1日から施行する。 

2 この細則の施行の際現に旧広島大学学生証取扱細則(昭和 31年 9月 14日制

定)に基づき交付されている学生証の取扱いについては，第 4条の規定にかか

わらず，なお従前の例による。 

 

(略) 
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附 則(平成 29年 3月 31 日 一部改正) 

この細則は，平成 29年 3月 31日から施行する。 

 

 別記様式 ・・・ 添付略 

－ 169－



１９ 社会貢献活動に従事したことに関する証明書発行要項 

(平成 16 年 4 月 1 日学長決裁) 

社会貢献活動に従事したことに関する証明書発行要項 
 (趣旨) 
第

1 
 この要項は，広島大学通則(平成 16 年 4 月 1 日規則第 2 号)第 56 条(広島大学大学院

規則(平成 20 年 1 月 15 日規則第 2 号)第 56 条及び広島大学特別支援教育特別専攻科規

則(平成 19 年 3 月 20 日規則第 44 号)第 24 条において準用する場合を含む。)の規定に

基づき，社会貢献活動を行った広島大学の学生(以下「学生」という。)に対する証明書

発行に関し必要な事項を定めるものとする。 
 (目的) 
第

2 
 この要項は，ボランティア活動，人命救助，犯罪防止，災害防止等の社会貢献活動

を行った者に対して，証明書を発行することにより，学生が行う自由な社会貢献活動

を支援することを目的とする。 
 (証明できる活動) 
第

3 
 本学の学部，大学院又は専攻科(以下「学部等」という。)に在籍する学生が，次の各

号のいずれかに規定する活動を行った場合は，所属する学部等の長(以下「所属長」と

いう。)に別記様式第 1 号により証明書の発行を願い出ることができるものとする。 
  (1)  身体に障害のある学生への勉学等支援活動 
  (2)  ピアサポーターによる学生相談支援活動 
  (3)  学生個人又は学生を構成員とする団体が行う特定非営利活動促進法(平成 10 年

法律第 7 号)別表に掲げる活動 
  (4)  その他前 3 号に掲げる活動に準ずる活動 
 (所属長の推薦) 
第

4 
 所属長は，第 3 により証明書の発行の願い出があった場合は，その内容を検討の

上，別記様式第 1 号により，学長に推薦するものとする。 
 (証明書の発行) 
第

5 
 学長は，所属長の推薦により，別記様式第 2 号により証明書を発行するものとす

る。 
 (取消し) 
第

6 
 学生が虚偽の記載を行った場合又は虚偽の記載が明らかな場合は，学長は，発行時

にさかのぼって証明を取り消すものとする。 
 (事務) 
第

7 
 証明書の発行に関する事務は，学生総合支援センターにおいて処理する。 

 (準用) 
第

8 
 この要項の規定は，研究生(外国人研究生を含む。)及び科目等履修生に準用する。 

附 則 
この要項は，平成 16 年 4 月 1 日から施行する。 

 
(略) 
 
附 則(平成 30 年 3 月 19 日 一部改正) 

この要項は，平成 30 年 4 月 1 日から施行する。 
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 別記様式 ・・・ 添付略 
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そ  の  他 





１ 日本学術振興会特別研究員 

  （日本学術振興会ホームページの特別研究員募集要項から抜粋） 

 

趣旨 

優れた若手研究者に，その研究生活の初期において，自由な発想のもとに主体的に研究課

題等を選びながら研究に専念する機会を与えることは，我が国の学術研究の将来を担う創造

性に富んだ研究者を育成する上で極めて重要なことです。 
 このため，独立行政法人日本学術振興会は，大学院博士課程在学者及び大学院博士課程修

了者等で，優れた研究能力を有し，大学その他の研究機関で研究に専念することを希望する

者を「特別研究員」に採用し，研究奨励金を支給します。 
 また，世界の最高水準の研究能力を有する若手研究者を養成・確保する観点から，審査に

より，特に優れた大学院博士課程修了者等を「特別研究員-SPD」 として採用し，研究奨励

金を支給します。さらに，子育て支援や学術研究分野における男女共同参画の観点から，優

れた若手研究者が，出産・育児による研究中断後に円滑に研究現場に復帰できるように支援

する「特別研究員-RPD」を平成 18 年度に創設しました。 
 本募集は，採用後，我が国の国公私立大学，大学共同利用機関等，国公立試験研究機関，

研究開発活動を行う独立行政法人等において研究に従事する者を対象とします。 

 ※ 平成 31 年度採用分 

対象分野  人文，社会科学及び自然科学の全分野 

採用予定数 ＤＣ１（約 700 名），ＤＣ２（約 1100 名），ＰＤ（約 350 名），ＳＰＤ（18 名） 

採用区分  ＤＣ１（大学院博士課程在学者），ＤＣ２（大学院博士課程在学者） 

ＰＤ（博士の学位取得者等），ＳＰＤ（博士の学位取得者），ＲＰＤ（博士学

位取得者等） 

申請資格   ＤＣ１（博士課程後期第１年次相当に在学する者）  
ＤＣ２（博士課程後期第２年次以上相当の年次に在学する者） 

ＰＤ（博士の学位を取得後５年未満の者，申請時においては，見込みでも良い。） 

※受入研究機関については，大学院博士課程在学当時の所属大学等機関（出身

研究機関）以外の研究機関を選定すること。 

その他，採用期間，研究奨励金，研究費等については，日本学術振興会のホームページを 

参照してください。 

https://www.jsps.go.jp/j-pd/index.html    
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広島大学大学院理学研究科の理念・目標  
 

   理学は，自然の真理を探究し，自然界に存在する普遍的原理を明らかにしようとする基

礎科学であり，自然界に対する人類の知的探究によって創出された自然科学の基盤をなす。

このような考えに基づき，本研究科は次の理念・目標を掲げる。 

（理念） 

○自然界に働く普遍的な法則や基本原理の解明に向けて，純粋科学の教育研究を推進する。 

○未来を切り拓く新たな知を創造・発展させ，これを継承する。 
○教育研究成果を通して社会に貢献する。 

（目標） 

○自然の真理解明に向けた教育研究活動を展開し，独創性の高い多様な基礎科学を創造し 

発展させる。教育研究成果を国際社会に公開発信し還元する。 

○専門的研究活動を通して課題探究能力および問題解決能力を高め，基礎科学のフロンティア 
を切り拓く研究者，高度の専門的知識と技能を身につけた技術者，リーダーとなって活躍す 
る力量ある教育者を多数養成する。 

 
 

２ 広島大学大学院理学研究科概要 
 
広島大学大学院理学研究科のホームページ（URL  http://www.hiroshima-u.ac.jp/sci/）を参照して

下さい。 

 

数学専攻                        2019年3月現在 

大講座名 研究分野 研    究    内    容 担当教員名 

代

数

数

理 

代数数理 

代数学，整数論，数論幾何学，群論，表現論，可換環論， 

代数幾何学，数論的基本群， 

符号理論，暗号理論，擬似乱数 

島 田 伊知朗 

木 村 俊 一 

松 本   眞 

高 橋 宣 能 

多

様

幾

何 

多様幾何 

微分幾何学，位相幾何学，多様体論，３・４次元数学， 

結び目理論，双曲幾何学，写像類群，量子トポロジ－， 

等質空間論，対称空間論，リー群の表現論，特異点論 

○作 間   誠 

古宇田 悠 哉 

○土 井 英 雄 

奥 田 隆 幸 

寺垣内 政 一 

数

理

解

析 

数理解析 

力学系，微分方程式，微分方程式と数論的現象， 

非線形解析，散乱理論，ポテンシャル論，複素解析， 

値分布論，特殊函数論，双曲型方程式，代数解析，漸近解析 

○吉 野 正 史 

川 下 美 潮 

滝 本 和 広 

平 田 賢太郎 

神 本 晋 吾 

下 村   哲 

池 畠   良 

確

率

統

計 

確率統計 

確率論，確率過程，確率解析，確率場， 

数理ファイナンス，時系列解析, 予測理論, 

多変量データ解析の理論と応用，推測理論, 

統計分布の漸近展開とリサンプリング法 

井 上 昭 彦 

若 木 宏 文 

栁 原 宏 和 

岩 田 耕一郎 

総

合

数

理 

総合数理 

微分幾何学，組合せ幾何学，複素幾何， 

多変数関数論，微分方程式，代数学，代数幾何学，統計学 

○阿賀岡 芳 夫 

阿 部   誠 

水 町   徹 

澁 谷 一 博 

橋 本 真太郎 
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物理科学専攻 

大講座名 研究分野 研    究    内    容 担当教員名 

宇 

宙 

・ 

素 

粒 

子 

科 

学 

素 粒 子 論 

（ 理 論 ） 

物質の究極的構成要素が従う基本法則の探究｡ 特に，格子ＱＣＤシミュレーションに

よる物理現象の非摂動論的研究。素粒子の質量，対称性の破れの起源の探究。標準模

型およびこれを超える模型の現象論。有限温度，有限密度の場の理論の研究など。 

両 角 卓 也 

石 川 健 一 

宇 宙 物 理 学 

（ 理 論 ） 

天体・宇宙規模の諸現象の理論的解明。特に，ブラックホール，中性子星，パルサー

磁気圏，重力波放射，重力レンズ，可視光・X線天文衛星デ－タによる銀河団やダ－

クマタ－の解明，観測的宇宙論，及び膨張宇宙での量子場の基礎研究など。 

小 嶌 康 史 

クォーク物理学 

（ 実 験 ） 

高エネルギー原子核衝突実験により高温高エネルギー密度状態のクォーク物質の究

極的構造を研究。極初期宇宙の物質の状態と時空発展の究明。上記研究を推進する新

たな測定機器の開発。 

志 垣 賢 太 

高エネルギー宇宙 

（ 実 験 ） 

Ｘ線・ガンマ線天文衛星によって，ブラックホール，ジェット天体，銀河・銀河団，

ガンマ線バーストなどの高エネルギー天体の物理現象を観測研究する。衛星搭載用の

Ｘ線・ガンマ線検出器の開発も行うとともに，かなた望遠鏡との連携観測も行う。 

深 沢 泰 司 

水 野 恒 史 

可 視 赤 外 線 

天 文 学 

（ 実 験 ） 

主に東広島天文台の１.５ｍ望遠鏡(かなた望遠鏡)を用いた可視光と赤外線の観測に

より天体物理現象を解明する。望遠鏡搭載用の観測装置開発や，望遠鏡・観測装置の

性能向上のための実験も行っている。 

高エネルギー宇宙グループとも密接な研究協力を行っている。 

川 端 弘 治 

植 村   誠 

物 

性 

科 
学 

構 造 物 性 学 

放射光や中性子を用いた固体の結晶構造と物性との関係に関する精密構造物性研究。

電子密度および核密度解析による原子レベルでの結晶の相転移機構の解明。放射光構

造解析のための計測技術及び解析手法の開発。 

黒 岩 芳 弘 

森 吉 千佳子 

電 子 物 性 学 

放射光を用いたＸ線回折，磁気円二色性，光電子分光，発光分光などによる磁性体お

よび誘電体の物性と電子状態に関する研究。温度・磁場・圧力・電場・組成を複合的

に組み合わせた分光研究。 

中 島 伸 夫 

光 物 性 学 

広島大学放射光科学研究センターの放射光源から発生する高輝度光を用いた高分解

能角度分解光電子分光，スピン角度分解光電子分光といった世界最高レベルの実験手

法を駆使して，高温超伝導発現の微視的メカニズムやトポロジカル絶縁体という新物

質の電子構造の解明に挑戦している。 

木 村 昭 夫 

分 子 光 科 学 

放射光を用いた軟Ｘ線吸収，電子分光，イオン分光などによる原子, 分子，クラスタ

ーなどの孤立分子系および表面吸着分子，薄膜などの表面分子系の光物理･光化学＝

光科学的研究。新物質創製の基礎研究, 放射光とレーザーを組み合わせた新しい実験

手法の開発研究。 

 関 谷 徹 司 

放 

射 

光 

科 

学 

放射光物性学 

広島大学放射光科学研究センターにおいて，真空紫外線から軟Ｘ線領域の放射光を用

いた高分解能角度分解光電子分光，高効率スピン角度分解光電子分光，軟X線吸収分

光などによる物質の電子・スピン構造に関する研究。真空紫外円二色性分光による生 

体分子構造の研究。放射光を利用する先端的計測装置の開発研究。 

生天目 博 文 

島 田 賢 也 

奥 田 太 一 

佐 藤   仁 

澤 田 正 博 

松 尾 光 一 

宮 本 幸 治 

放射光物理学 

高エネルギー電子加速器，特にその応用としてのシンクロトロン放射光源の研究。光

源加速器中を相対論的速度で運動する電子ビームの振る舞いと挿入光源により発生

する放射光の性質に関する総合的研究。 

加 藤 政 博 
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化学専攻 

大講座名 研究分野 研    究    内    容 担当教員名 

分 
 

子 
 

構 
 

造 
 

化 
 

学 

構 造 物 理 化 学 

分子集合体（クラスター）や自己組織化分子系の構造，反応，機能に関す

るレーザー分光および時間分解分光研究と,量子化学研究。凝縮系の構造お

よび反応に関する理論研究。 

井 口 佳 哉 

 高 橋   修 

固 体 物 性 化 学 

(無機固体・構造・物性) 

新規固体物性の開発を指向した，無機・分子磁性体・伝導体・誘電体の合

成，構造，物性に関する研究。 

井 上 克 也 

西 原 禎 文 

錯 体 化 学 

（金属錯体の合成・構

造・反応） 

第３周期以降の原子を配位原子とする遷移金属錯体の合成，構造，反応性，

触媒活性と立体化学の研究。外場応答性錯体を用いて反応を制御する研究。 

水 田   勉 

久 米 晶 子 

分 析 化 学 
レーザー捕捉法を用いた雲の発生・成長に関わるエアロゾル微粒子の物理

化学的性質に関する研究。 
石 坂 昌 司 

構 造 有 機 化 学 

（有機合成化学・超分子

化学・構造有機化学） 

分子間相互作用により駆動される超分子集合体・超分子ポリマーの開発と

これらの特異的構造に由来する革新的機能の創出。 

灰 野 岳 晴 

関 谷   亮 

光 機 能 化 学 
物理化学的手法に基づくナノ構造体作製と光物性，ナノ構造体の光・電子

物性，次世代型のLEDと太陽電池の基礎構造の開発，凝縮相の光物性。 
齋 藤 健 一 

分 
 

子 
 

反 
 

応 
 

化 
 

学 

反 応 物 理 化 学 

（化学反応論・反応動力学） 

気相化学反応素過程の詳細解明を目的とした反応速度論及び反応動力学に

関する実験研究。 

山 﨑 勝 義 

高 口 博 志 

量 子 化 学 

（理論化学・計算化学・

分光学・分子集積体の 

物性） 

凝集系や生体系の反応や機能，物性についての量子化学シミュレーション

による研究。 

光または電子衝撃による分子の電子励起と反応の研究。 

○相 田 美砂子 

岡 田 和 正 

有機典型元素化学 
有機反応中間体の構造と反応性の研究。高配位及び低配位有機典型元素化

合物の合成とそれらの構造・反応性の研究。 

○山 本 陽 介 

中 本 真 晃 

反 応 有 機 化 学 
光エネルギーを用いた新規有機反応の開発，有機反応中間体の構造と反応

性の研究，不斉合成反応の開発。 

安 倍   学 

波多野 さや佳 

放 射 線 反 応 化 学 

メスバウアー分光法による集積型錯体のスピンクロスオーバー挙動の研

究，並びに混合原子価状態の研究。放射性核種の分離と環境中での移行の

研究。 

中 島   覚 
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地球惑星システム学専攻 

 

（注）○のついている教員は、２０２０年３月末に退職予定の教員である。 

研究分野 研    究    内    容 担当教員名 

地球惑星物質学 

・東アジア・日本列島の大陸・島弧地殻の形成史 

・先カンブリア時代のプレートテクトニクスの解明 

・岩石のレオロジー（破壊と流動に関する性質）の研究 

・資源地球科学（鉱床学）に関する研究 

・水-岩石相互作用に関する研究 

・オフィオライトによる古太平洋地殻の復元 

・結晶学に基づいた鉱物の物理化学的性質の研究 

安 東 淳 一 

 

星 野 健 一 

 

早 坂 康 隆 

 

KAUSHIK Das 

 

奥 村 晃 史 

地球惑星化学 

・マグマ地球化学と地殻－マントル間の物質循環への応用 

・隕石に記録された衝撃変成履歴の解明 

・火星表層で起きた水－岩石反応の解明 

・南極や国際宇宙ステーションで採取した宇宙塵の分析 

・生命起原に至る原始細胞的機能性物質の合成とナノ観察 

・古生物学的・地球化学的手法を用いた堆積岩の研究 

・微生物鉱物化作用から読み解く地球環境変遷 

 柴 田 知 之 

 

 薮 田 ひかる 

 

 宮 原 正 明  

地球惑星物理学 

 

・スロー地震に関する研究 

・地球内部構造に関する研究 

・断層すべりと地震発生に関する研究 

・水の移動と物質循環に関する研究 

・高温高圧下での地球惑星物質の相変化に関する研究 

・地球深部におけるマグマの性質に関する研究 

・マントル対流と流体の移動に関する研究 

 

須 田 直 樹 

 

井 上   徹 

 

片 山 郁 夫 

 

佐 藤 友 子 

海洋深部探査船「ちきゅう」，高知コア研究所の設備と膨大な海洋底掘削コアなどを用いて，以下の研究を

おこなっている。 

・地球環境の変動，地球内部の物質循環に関する研究及びそれらと関係する高精度分析法・微小領域分析法

の開発研究。 

・沈み込み帯の断層レオロジーと地震の発生機構についての研究。 

・統合国際深海掘削計画（IODP）による地球科学の基礎研究。 

・地球深部生命圏に棲息する微生物の多様性・生態についての研究 

石 川 剛 志 

（客員教授） 

廣 瀬 丈 洋 

（客員教授） 

伊 藤 元 雄 

（客員教授） 

富 岡 尚 敬 

（客員教授） 

星 野 辰 彦 

（客員准教授） 
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 ３．理学研究科教員一覧 

 
   数学専攻 

講 座 名 職  名 氏     名 棟 室名 電   話 

代 数 数 理 
教   授 

 島  田 伊知朗 Ｃ８１１ ７３５５ 
 木  村 俊 一 Ｃ８１２ ７３５６ 
 松  本   眞 Ｃ７０７ ７３４８ 

准 教 授  高  橋 宣 能 Ｃ８０６ ７３８３ 
助   教  飯 島   優 Ｃ８０５ ７４１５ 

多 様 幾 何 

教   授  作  間   誠 Ｃ６１０ ７３３９ 

准 教 授 
 土  井 英 雄 Ｃ６１１ ７３４０ 
 古宇田 悠 哉 Ｃ６０４ ７３３３ 

講  師  奥 田 隆 幸 Ｃ７０６ ７３４５ 
助  教  久 保   亮 Ｃ８０３ ７４１３ 

数 理 解 析 

教   授 
 吉 野 正 史 Ｃ８１４ ７３５８ 
 川 下 美 潮 Ｃ６０１ ７３３０ 

准 教 授 
 滝 本 和 広 Ｃ６０３ ７３３２ 
 平 田 賢太郎 Ｃ６０２ ７３３１ 

 講   師  神 本 晋 吾 Ｃ８０２ ７４０２ 

確 率 統 計 
教   授 

 井 上 昭 彦 Ｃ６１２ ７３４１ 
 若 木 宏 文 Ｃ８１０ ７３５９ 
 栁 原 宏 和 Ｃ８１３ ７３５７ 

准 教 授  岩 田 耕一郎 Ｃ６０９ ７３３８ 
助  教  伊 森 晋 平 Ｃ８０４ ７４１４ 

総 合 数 理 
教   授 

 阿賀岡 芳 夫 総科Ｃ８１１ ６４８６ 
 阿 部   誠 総科Ｃ８１２ ６４９０ 
 水 町   徹 総科Ｃ８１７ ４３２６ 

准 教 授 
 渋 谷 一 博 総科Ｃ８１９ ６４８４ 
橋 本 真太郎 総科Ｃ８１４ ６４８７ 

事   務   
  

 窪 田 庸 子 
 谷   知 美 Ｂ７０９ 

７３５０ 
７３５１ 

図 書 室 
  
  

 桂 川 信 子 
Ｃ７０２ 

内線２７０３ 
 荒 谷 照 美 ７３５２ 

計 算 機 室   Ｃ６１８ ７３４４ 
※電話は０８２－４２４の後にこの番号を続けると直通になります。（内線を除く） 
※棟 室名の「総科」は，総合科学部を示す。 
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   物理科学専攻 

講 座 名 職  名 氏     名 棟 室名 電   話 

宇宙・素粒 
子科学 

 

教   授 
小 嶌 康 史 Ａ２０７ ７３６５ 
深 澤 泰 司 Ｂ２０５ ７３８０ 
志 垣 賢 太 Ｃ２０９ ７３７７ 

准 教 授  石 川 健 一 Ａ２０３ ７３６３ 
 両 角 卓 也 Ａ２０２ ７３６４ 

助   教 

 本 間 謙 輔 Ｂ２０７ ７３７５ 
 岡 部 信 広 Ａ２０９ ７３６２ 
 三 好 隆 博 Ｄ３０２ ７４７６ 
 高 橋 弘 充 Ｂ２０３ ７３７９ 

物性科学 

教   授 
 黒 岩 芳 弘 Ａ１０１ ７３９７ 
森 吉 千佳子 Ａ１１８ ７３９９ 

 木 村 昭 夫 Ｄ２０４ ７４００ 

准 教 授  関 谷 徹 司 Ａ１１１ ７３８５ 
 中 島 伸 夫 Ｃ１０５ ７３６１ 

助   教 
 石 松 直 樹 Ｃ１０５ ７３６１ 
 吉 田 啓 晃 Ａ１０６ ７４８９ 
 和 田 真 一 Ａ１２３ ７４０１ 

放射光科学 
 

教   授 

奥 田 太 一 Ｕ４０５ ６９９６ 
加 藤 政 博 Ｕ４０８ ６２９３ 

 島 田 賢 也 Ｕ４０７ ６９９９ 
 生天目 博 文 Ｕ４０６ ６９９７ 

准 教 授 

 佐 藤   仁 Ｕ３０８ ６２９３ 
 澤 田 正 博 Ｕ３０５ ６２９３ 
 松 尾 光 一 Ｕ３０７ ６２９３ 
 宮 本 幸 治 Ｕ３０４ ６２９３ 

助   教 
 泉   雄 大 Ｕ３０７ ６２９３ 
 SCHWIER, 
   Eike Fabian Ｕ３０６ ６２９３ 

宇宙科学 
センター 

教   授  川 端 弘 冶 Ｈ３０５ ７３７１ 

准 教 授  植 村   誠 Ｈ３０６ ５７６５ 
 水 野 恒 史 Ｂ２０３ ７３７９ 

助  教 稲  見  華 恵 Ｈ３０６ ５７６５ 

事  務 
  

Ｂ２０８ 
７３７０ 
７３８１ 
７３８２ 

※電話は０８２－４２４の後にこの番号を続けると直通になります。 
※棟 室名の「Ｕ」は，放射光科学研究センターを示す。 
※棟 室名の「Ｈ」は，宇宙科学センターを示す。 
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化学専攻 

講 座 名 職  名 氏     名 棟 室名 電   話 

分子構造化学 
 

教   授 

石 坂 昌 司 Ｃ４０３ ７４２４ 

井 上 克 也 Ｃ４１２ ７４１６ 

 井 口 佳 哉 Ｃ５１２ ７４０７ 

灰 野 岳 晴 Ｃ３０４ ７４２７ 

水 田   勉 Ｃ４０６ ７４２０ 

准 教 授 

 久 米 晶 子 Ｃ４０４ ７４２２ 

 関 谷   亮 Ｃ３１３ ７４０３ 

 高 橋   修 Ａ４１５ ７１５０ 

西 原 禎 文 Ｃ４１０ ７４１８ 

助 教 

 岡 本 泰 明 Ｃ４０１ ７４２６ 

 久 保 和 幸 Ｃ４１９ ７４２３ 

 平 尾 岳 大 Ｃ３１３ ７４０３ 

 福 原 幸 一 Ｃ５２２ ７１０７ 

 村 松   悟 Ｃ５１０ ７１０１ 

 LEONOV ANDRIY Ｃ４２１ ７４１９ 

分子反応化学 

教   授 

 相 田 美砂子 Ｃ５０３ ７４１２ 

 安 倍   学 Ｃ３０９ ７４３２ 

 山 﨑 勝 義 Ｂ５１１ ７４０５ 

 山 本 陽 介 Ｂ３０８ ７４３０ 

准 教 授 
 岡 田 和 正 Ｃ５０５ ７１０２ 

 高 口 博 志 Ｂ５１０ ７４０６ 

 中 本 真 晃 Ｂ３０４ ７４３１ 

講  師 波多野 さや佳 Ｃ３１０ ７４１７ 

助   教 

 高 木 隆 吉 Ｃ３１８ ７４３４ 

 SHANG RONG Ｂ５０７ ７４２９ 

仲   一 成 
東千田 

Ｃ２０５ 

東千田 

７０１０ 

特任助教 赤 瀬   大 Ｃ５０２ ５７３５ 

事   務     

  
Ａ４０３ 

７１０５ 

３８６９ 

※電話は０８２－４２４の後にこの番号を続けると直通になります。（内線を除く） 
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   地球惑星システム学専攻 

講 座 名 職  名 氏     名 棟 室名 電   話 

地 球 惑 星 
システム 学 

教   授 

 安 東 淳 一 Ａ６０５ ７４８４ 

 井 上   徹 Ａ６０６ ７４６０ 

 片 山 郁 夫 Ａ６１４ ７４６８ 

 柴 田 知 之 Ａ６１５ ７４６４ 

 須 田 直 樹 Ａ６１８ ７４７９ 

薮 田 ひかる Ａ６０８ ７４７４ 

准 教 授 

 佐 藤 友 子 Ａ６１２ ７４６６ 

 DAS KAUSHIK Ａ６１０ ７４７８ 

 早 坂 康 隆 Ａ６０７ ７４６２ 

 星 野 健 一 Ａ６１３ ７４６７ 

宮 原 正 明 Ａ６０４ ７４６１ 

助   教 

 大 川 真紀雄 Ａ６１１ ７４６５ 

 白 石 史 人 Ａ６１９ ４６３３ 

 中久喜 伴 益 Ａ６２３ ６５７９ 

 川 添 貴 章 Ａ６０９ ７４６３ 

事   務 
    

  
Ａ６２５ 

７４５９ 

７４６９ 

※電話は０８２－４２４の後にこの番号を続けると直通になります。 
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物質科学機器分析部

電話　082-424-7486　Fax　082-424-7486

自然科学研究支援開発センター

階段

J101
超高分解能核磁気共鳴装

J102
ヘリウム

回収室

J103
構造解析

システム室1

玄関

J104
構造解析

システム室2

J105
事務室

J106
センター

長室

J107
構造解析

システム室3

J108
質量分析計室

J109
分子解析

システム室

PS EPS

1F

階段

J202
機器分析実験室1

J203
材料解析

システム室1

J205
分析

準備室

J204
材料解析

システム室2

J206
分析講習室・利用者実験室

J207
データ解析・管理室

J208
機器分析実験室2

男子トイレ

女子

トイレ

J201
教員実験室

（齋藤）

J209
機器分析実験室3

PS EPS

2F

階段

J304
分光実験室2

J305
分光実験室3

J306
元素分析室2

J308
前室・

試料

処理室

J309
機器分析実験室

J301
元素分析室1

J310
データ解析室

PS EPS

J307
元素分析室3

J303
分光実験室1

J302
暗室

3F
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大学院総合科学研究科平面図

（数学科関係教員部分のみ掲載）

　　《平成31.4.1現在のもの。変更の可能性があります。》
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―教養34 ― ―教養35 ―

情報メディア教育研究センター西分室
　準備室　西図書館２階
　事務室　西図書館３階
　マルチメディアフロア　西図書館３階
外国語教育研究センター事務室　総合科学部Ｊ棟２階

北
グ
ラ
ン
ド

西
グ
ラ
ン
ド

南グランド

Ⅷ．配置図等

１．東広島キャンパス配置図

歯科診療所

本部

学内保育園

保育園
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